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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １２名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、誠に御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は１２名でございます。 

 これより、令和４年第４回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は１２月９日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から例月現金出納検査結果報告、議会運

営委員長から議員派遣結果報告、総務産建常任委員

長から所管事務調査報告がありました。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申出があり、その資料として、行

政報告とともに、令和４年度建設工事発注状況を配

付しましたので、参考に願います。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

 欠席議員の報告をいたします。２番北條議員から

欠席届が提出されておりますので、御報告いたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名について行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

      ７番 米 沢 義 英 君 

      ８番 荒 生 博 一 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期、日程等の議事運営に関し、審議

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） 令和４年第４回

定例会の議事運営等について、審議決定した内容を

御報告いたします。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

３件、議長から提出の報告案件３件、認定案件２

件、議員から提出の発議案件３件であります。 

 去る１１月２１日及び１２月７日、１２月１４日

に議会運営委員会を開き、付議事件、会期及び議事

日程等の審議、並びに本定例会までに受理しました

５件の陳情、要望の取扱いについて審議いたしまし

た。 

 ５件の陳情、要望については、所管の常任委員会

で審議し、２件については採択とし、意見書を発議

することといたしました。 

 また、町の一般行政についての質問について審議

いたしました。 

 通告期限までに、佐藤大輔議員外５名の議員から

通告がありましたので、質問の順序は先例により、

通告書を受理した順で、本日１４日に４名、１５日

に２名が質問を行うことといたしました。質問の要

旨は、本日配付のとおりであり、方法等は、上富良

野町議会会議規則及び上富良野町議会運営に関する

先例に基づいて行うことになりますので、活発な議

論をお願いいたします。 

 これらの状況を考慮し、１２月定例会の本会議の

会期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から１２月１５日までの２日間と決定いた

しました。 

 以上、議会運営委員会での審議結果を御報告申し

上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われ

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上をもって、議会運営委員長報告を終わりま

す。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１５日までの

２日間といたしたいと思います。 
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 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月１５日までの２

日間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申出がございますので、発言を許しま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例

町議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

 それでは、去る９月定例町議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、令和４年度の町表彰式についてでありま

すが、御来賓の御臨席を関係する団体、機関等の代

表者のみにさせていただくなど、感染予防対策を徹

底した中で、１１月３日、社会教育総合センターを

会場に挙行したところであります。 

 町の関係では、永年にわたり地方自治の振興発展

に貢献された２名に自治功労表彰を、また、住民自

治の推進に貢献された１名、社会福祉の増進に貢献

された１名、産業の振興に貢献された１名及び消防

業務の向上に貢献された１名の計４名に社会貢献賞

を授与いたしました。 

 教育委員会関係では、文化奨励賞におきましては

２団体及び１８名を、スポーツ奨励賞におきまして

は５名を表彰いたしました。 

 国の栄典関係では、１１月３日発令の危険業務従

事者叙勲では、防衛功労として、１名が瑞宝双光章

を、３名が瑞宝単光章を受賞されたところでありま

す。 

 改めて、受章されました皆様の御功績に対し、心

より敬意を表しますとともに、ますますの御活躍と

御健勝をお祈り申し上げる次第であります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、９月２

９日から３０日に、富良野地方自衛隊協力会によ

り、陸上自衛隊上富良野駐屯地体制の堅持に関する

要望を防衛省及び関係国会議員に行ってきたところ

であります。 

 また、１１月９日に北海道駐屯地等連絡協議会に

よる中央要望を、１１月１０日に北海道基地対策協

議会による中央要望を関係機関に行ってきたところ

であります。 

 記念行事関係では、１０月２日に第３施設団創隊

及び南恵庭駐屯地記念行事に、１０月１６日に北部

方面隊創隊記念行事に参加してきたところでありま

す。 

 また、陸上自衛隊第２師団の駐屯地がある旭川

市、留萌市、遠軽町と、１１月６日から８日に沖縄

県で開催された南西方面防衛施設等の研修に参加し

てきたところであります。 

 次に、ジオパーク全国大会参加についてでありま

すが、１０月２１日から２３日に石川県白山市で開

催された第１２回日本ジオパーク全国大会、白山手

取川大会に、ジオガイドメンバーやジオパーク推進

協議会会員とともに参加してきたところでありま

す。開会セレモニーでは、今年１月２８日に日本ジ

オパークに認定されたことから、ＪＧＮ認定証書授

与式があり、美瑛町長を初め多くの仲間と認定書を

受理してまいりました。 

 また、市町村長等セッションにおきまして、地域

の学生の方々と地球環境や持続可能性について意見

交換等を行ってまいりました。 

 今後におきましても、十勝岳ジオパークが丘と火

山が織りなす彩りを基調として、さらなる魅力に築

けるような展開を図り、この地域が協力して、火山

と共生するまちづくりを進めていくための活動やジ

オツーリズムの推進に取り組んでまいります。 

 次に、友好都市交流事業についてでありますが、

１０月に三重県津市を訪問し、津まつりへ参加する

とともに、平成２４年に締結しました津市との災害

時の情報発信に関する総合応援協定にツイッターで

の情報発信することを新たに加え、両市町の情報を

迅速に周知できるよう協定の変更を行い、さらなる

友好の絆を深めていくことを確認してきたところで

あります。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種の実施状

況についてでありますが、１２歳以上で４回目ワク

チン接種を希望された方に対しまして、１０月から

オミクロン株対応２価ワクチン接種を実施し、１２

月１日現在で５,７０５人、接種率６１.４２％の方

が接種を終えたところであります。引き続き１２月

１８日に実施する予定となっておりますので、さら

に接種率は上がるものと予想されます。 

 また、６０歳以上及び５９歳以下で基礎疾患等を

有している方の５回目となりますオミクロン株対応

２価ワクチン接種につきましては、令和５年１月１

７日から２月１０日までの日程で、町内の医療機関

に御協力をいただきながら、接種に向けた準備を進

めているところであります。 

 次に、民生委員・児童委員及び主任児童委員の任

期満了に伴う一斉改選についてでありますが、今回
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の改選では、永年御活躍いただいた民生委員・児童

委員１１名と主任児童委員１名の１２名の方々が退

任となります。令和４年１２月１日から令和７年１

１月３０日までの３年間を任期とした新たな委員が

委嘱され、去る１２月１日に厚生労働大臣からの委

嘱状と指名状を民生委員・児童委員３２名と主任児

童委員２名の計３４名に対して交付したところであ

ります。 

 次に、農業関係のイベント状況についてでありま

すが、町内産業団体で構成する上富良野産業賑わい

協議会主催による上富良野収穫祭２０２２が１０月

２日、中央コミュニティ広場大型テントを会場に開

催されたところであります。当日は６１２名の皆様

に御来場いただき、牛乳、ポップコーンの無料配

布、ジャガイモ、タマネギの詰め放題、新米や取れ

立て野菜、地元産の食材を使った、キッチンカーに

よる軽食の販売を行ったところであります。今後も

地元農畜産物への理解を深めるための取り組みを進

めてまいります。 

 次に、１０月２０日に札幌市にて国道強靱化の推

進や道路整備の計画的かつ着実な実現を目的に開催

された全国道路利用者会議第７２回全国大会に出席

したところであります。 

 次に、第５９回総合文化祭についてであります

が、１０月２９日から１１月３日までの６日間、社

会教育総合センターを会場に開催したところであり

ます。６日間で延べ１,７７２名の方々に御来場い

ただき、盛会のうちに終了することができました。

開催に当たりましては、新型コロナウイルス感染症

予防対策として、来場者への検温・手指消毒・受付

簿の記載のほか、出入り口の分離や会場席の間隔を

開けるなどの対応を取る中で、作品展示や町民コン

サート、小さな音楽会、芸能発表、郷土館特別展示

書道体験、フリーマーケットなどの各事業を実施し

てきたところであります。 

 次に、児童生徒のスポーツ活動等における活躍状

況についてでありますが、１１月３日の表彰式にお

きまして、教育委員会表彰として、文化奨励賞１８

個人、２団体、スポーツ奨励賞５個人を表彰したと

ころであります。 

 また、第２８回日本管楽器合奏コンテスト全国大

会に上富良野中学校吹奏楽部が出場し、優秀賞を受

賞されました。同じく児玉純花さん、小酒井梓さ

ん、赤平陽芽さんが所属する旭川明成高校が出場さ

れ、最優秀グランプリ賞を受賞されました。このほ

か、全道新人大会等に多くの児童生徒が出場されて

いるところであります。コロナ禍の限られた練習環

境の中で健闘されました児童生徒の皆さんに改めて

拍手を送りたいと思います。 

 また、今後におきましても本町の子供たちが各方

面で活躍していただくことを期待するものでありま

す。 

 次に、上富良野町営スキーリフトの使用料につき

まして、指定管理者である上富良野振興公社及び教

育委員会の手続を経て、今シーズンより町内の高校

生以下の料金を無料とすることとしました。多くの

子供たちが御家族共々御利用いただき、冬のスポー

ツに親しみ、体力づくりが育まれることを期待する

ものであります。 

 次に、新型コロナウイルス関連緊急経済対策とし

て実施しました令和３年度子育て世帯等臨時特別給

付金についてでありますが、新型コロナウイルス感

染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面し

て、世帯全員が住民税均等割非課税の世帯及び令和

３年１月以降の収入減少により住民税非課税相当と

なった家計急変世帯に対して、臨時特別給付事業と

して実施したところであります。９月末日まで申請

受け付けを行い、１,１５０件について決定し、総

額１億１,５００万円を交付したところでありま

す。 

 また、令和４年度原油価格物価高騰等総合対策子

育て世帯等臨時特別給付金につきましても、同期日

まで申請受け付けを行い、１５４件について決定

し、総額１,５４０万円を交付したところでありま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

本人及び同居家族の健康観察期間に登園自粛されま

した児童の保育料につきまして、日割り計算による

減免措置を実施したところであります。９月から１

１月分の減免額は４園、４４名に対しまして４２万

７,１５０円を決定し、各園保護者様に通知させて

いただきました。なお、保育料の精算等の事務手続

につきましては各園にお願い申し上げたところであ

ります。 

 また、介護保険料につきましては、１１月末現

在、５件、１５万９,５００円の減免を実施したと

ころであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、１１月１１日現在、件数で５件、事業費総

額３,６９０万５,０００円で、本年度累計で３３

件、事業費総額７億７,８５５万４,０００円となっ

ております。 

 なお、お手元に令和４年度建設工事発注状況を配

付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく存

じます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 
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────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 例月現金出納検査

結果について御報告いたします。概要のみ申し上げ

ますので、御了承賜りたいと思います。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 令和４年度会計の令和４年８月分から１０月分に

ついて、検査の概要及び結果を一括して御報告いた

します。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１３ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 以上で、例月現金出納検査の結果報告といたしま

す。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号例月現金出納検査結果報告につ

いて終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） ただいま上程い

ただきました報告第２号議員派遣結果報告について

御説明申し上げます。 

 本件は、令和４年第３回定例会で議決いただいた

議員派遣について、１点は、町内行政調査、もう１

点は、上川町村議会議員研修会についてでありま

す。 

 それでは、以下、議案の朗読をもって説明申し上

げます。 

 報告第２号議員派遣結果報告について。 

 令和４年第３回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

報告する。 

 令和４年１２月７日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 議会運営委員会委員長、中澤良隆。 

 記。 

 １、町内行政調査。 

 調査の目的及び経過。 

 今後の議会活動に資することを目的に、令和３年

度及び令和４年度中に発注した町内公共施設建設工

事や財政援助を行った施設及び行政課題の公共施設

等を対象に現況を視察調査した。令和４年９月２８

日の１日間で町内６か所の公共施設を議員１３名の

出席により調査を行った。 

 （２）調査施設及び実施内容。 

 ①富原運動公園テニスコート改修工事及びランニ

ングコース、サッカー場芝生の現況調査。 

 ②社会教育総合センターアリーナ棟天井状況視察

及び子どもセンター小集会室及びラウンジ改修工

事。 

 ③新子どもセンター予定地、現東児童館の現況視

察。 

 ④郷土館、ジオパーク拠点施設。 

 ⑤泉町南団地公営住宅外構整備工事。 

 ⑥パークゴルフ場芝生の現況視察。 

 （３）まとめ。 

 上富良野町議会において、町内行政調査を町内行

政調査実施要領に基づき実施し、公共施設における

現状や諸課題などについて視察調査をするなど、所

期の目的を果たすことができた。 

 ２、上川町村議会議員研修会。 

 研修の経過。 

 本町議会は、令和４年１０月２６日に旭川市で開

催された上川町村議会議長会主催の議員研修会に１

３名が参加した。 

 （２）研修の結果。 

 株式会社日本総合研究所調査部史跡研究員、藻谷

浩介氏による「道北はコロナ禍をチャンスにできる

か」、東北大学災害科学国際研究所助教、定池祐季

氏による「北海道の防災教育」、「被災者支援の充

実に向けて」の２講演を聴講した。 

 藻谷浩介氏は、御自身が国内の各自治体、平成合

併前３,２００自治体や海外１０９か国に自ら足を

運び、地域の特例を多面的に把握し、地域振興や人

口成熟問題に関し精力的に調査・分析、そして研究

を行っている。 

 近年のコロナ禍における国内外の情勢の変化や人

口の推移について、コロナ禍前と後で、様々なデー

タなどから分析し、世界各国や日本が置かれている

現状、そして、北海道の道北圏における地方の議員
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から声を出していかなければならないことなど、今

後の展望を含めて講義が行われた。 

 また、上川管内剣淵町出身の定池祐季氏は、北海

道南西沖地震を奥尻島で経験したことをきっかけ

に、災害復旧、地域防災に関する調査研究を基に、

防災教育活動のほか、奥尻島の復興プロセスに関す

る情報提供を行ったり、また、厚真町の防災教育に

関わって、胆振地方東部地震発生後は、厚真町の災

害対応や復興、生活再建に関わる支援活動を行って

いる。 

 自らの支援活動から見えた各地域の防災として、

被災者支援の充実を図るために必要なことなどにつ

いて講義が行われた。 

 いずれの講師からあった助言や提案については、

今後の議会活動の糧としたい。 

 以上で、報告第２号議員派遣結果報告の説明とい

たします。 

 御了承いただきますようお願い申し上げ、報告と

させていただきます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

報告第２号議員派遣結果報告について終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 報告第３号委員

会所管事務調査報告について報告を求めます。 

 総務産建常任委員長、荒生博一君。 

○総務産建常任委員長（荒生博一君） ただいま上

程いただきました報告第３号について御報告させて

いただきます。 

 １ページを御覧ください。 

 総務産建常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件。 

 会議規則第７５条の規定について調査を実施した

ので、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 令和４年１２月６日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 総務産建常任委員会委員長、荒生博一。 

 記。 

 調査事件名。 

 先進市町村行政調査について。 

 １、調査及び研修の経過。 

 本委員会は、令和４年１１月１５日から１８日ま

での間、宮城県女川町での復興まちづくりについ

て、また、福島県北塩原村においては、磐梯山ジオ

パークの認定の経過や磐梯山ジオパーク協議会の運

営等について、先進市町村行政調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 宮城県女川町復興まちづくりの概要。 

 女川町は、宮城県牡鹿郡にあり、太平洋沿岸に位

置する町である。北上山地と太平洋が交わるリアス

式海岸は、天然の良港を形成し、カキやホタテ貝、

銀鮭などの養殖漁業が盛んで、中でもサンマの水揚

げ量は全国でも有数である。 

 現在、人口は約６,２００人。２０１１年３月１

１日の東日本大震災時点での人口は１万１４人で、

当町の人口と類似していた。 

 女川町の東日本大震災による、津波による死者、

死亡認定者が人口の１割近い８２７名を数え、住居

被害については、住宅総数４,４１１棟のうち、被

害住宅総数は３,９３４棟、８９.２％、うち全壊は

２,９２４棟、６６.３％に及んだ。 

 官民一体でつくり上げた海を眺めて暮らす町、防

潮堤のないまちづくりを進め、にぎわいを取戻し、

女川町は復興まちづくりの成功例と呼ばれている。 

 以下、１ページ下段から２ページまでの復興まち

づくりの経過。①から⑦については既に御高覧いた

だいたものとし、朗読を省略させていただきます。 

 ３ページを御覧ください。 

 まとめ。 

 震災前の女川町は、多くのことが行政主導、民間

参加で進められてきた。事業者団体の横のつながり

は希薄だったという。 

 しかし、復興の過程では経済界が結束し、住民、

民間事業者らが意見を交わす場が設けられ、そこで

の提言を積極的に取り入れた計画づくり、事業執行

が行われている。こうした取組は、まさに民間主導

による公民連携ガバナンスによるまちづくりであ

る。 

 背景には、被災前から人口減少という危機感が民

間の中で共有されていたこと、被災直後の行政は、

生活基盤づくりに追われたこと、全てを失いゼロか

らのスタートだったこと、小さな町なのでまとまり

やすかったことなどがある。 

 その上で、ビジョンが明確でぶれない。ビジョン

が町民に広く浸透。参考とする先行事例をキーマン

らが体験的に共有。ビジョン達成に向けた手法の検

討、具体化、共有の場を設置、開催。議論参加によ

る責任感と相互の信頼、扶助の発揮などが実効的な

ガバナンスをつくり出していた。 

 町長の卓越したリーダーシップや民間にも優れた

リーダーシップを持った人材が世代ごとに存在した

こと。一流の専門からとの協働。そしてリーダーの

考えを明確化し、諸計画の実践を担う事務局担当者

の情熱と行動力があり、復興が実現したものであ
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る。 

 震災によって、復興という数十年を要するプロ

ジェクトと対峙した際に、世代交代という課題が多

くの人にとって現実的になり、それを当時の中心的

な世代の人間が自らの意思によって次の世代へとバ

トンタッチしたという事実がとても大きな出来事で

あったと推察する。 

 また、その実態は、単なる次世代への丸投げでは

なく、上の世代が知識や経験を使って、次世代の人

間が実現しようとすることを全力でサポートする立

場を取ったというところも興味深い。任せるからに

は、サポートをするが余計な口出しはしないという

スタンスが両者の信頼関係の基盤になっていて、そ

の結果、任せる側もより責任を持った当事者として

大きく成長したことが、女川町の奇跡的とも言える

復興を実現させたのではないだろうか。 

 現状、「女川町のように震災などの大きな外的が

ない我が町の人間が、町のことについて当事者意識

を持つためにはどうしたらよいと思うか」という質

問を公民連携室長に伺ったところ、「テーマは何で

もよいので、それぞれが当事者として関心のあるこ

とについて、行政も民間も一緒になって日々意見を

出し合うような場があったらよいのではないか」と

伝えられた。 

 我が町に目を向けてみると、メンバーの大半が当

て職の協議会や民間で企画されたまちづくりの懇談

会にオブザーバーとしてのみ参加し、行政が僅かに

関わっているイベントとなっている。 

 一方で、議会においても、町民の意見を丁寧に酌

み取りながら行政と調整する役割が期待されるので

はないかと改めて感じることができた。行政と住民

の間での自由闊達に意見交換ができる環境づくり、

多世代間での良質な信頼関係構築が行われること

で、活動が地に足のついたものに近づいていってい

るのではないだろうか。当事者として、自分が住む

町をどうしていきたいかを真剣に話し合う行政と住

民の関係が新しい未来を築いていくのではないだろ

うか。 

 続きまして、４ページを御覧ください。 

 （２）福島県北塩原村磐梯山ジオパークの概要。 

 磐梯山は、明治２１年の大爆発により多くの犠牲

者を出した活火山であり、眺める方向により会津富

士とも称される優しくなだらかな山容と、噴火の爪

跡を今なお残す荒々しさという対照的な二つの姿を

有している。 

 さらに、猪苗代湖や明治の噴火により誕生した大

小３００余りの湖沼群がある美しい景観と地質学的

価値のある地域である。 

 磐梯山周辺の猪苗代町、磐梯町、北塩原村の３町

村が中心となり、ジオパーク活動を通じて貴重な地

域資産と自然環境、文化、歴史、伝統を保全、教

育、研究し、地域づくりに生かすために、平成２２

年３月に磐梯山ジオパーク協議会設立に至った。 

 その後、３町村で磐梯山憲章を制定するなどの活

動を継続し、平成２３年９月５日に日本ジオパーク

ネットワーク加盟認定を受けた。 

 また、地域が一丸となりユネスコ世界ジオパーク

加盟を目指している。 

 以下、磐梯山ジオパークの主な歩みについて、①

から③、４ページから５ページ中段までは、既に御

高覧いただいたものとし、朗読を省略させていただ

きます。 

 ５ページのまとめを御覧ください。 

 磐梯山ジオパークと十勝岳ジオパークには、過去

に大爆発を起こした磐梯山と十勝岳をジオパークの

中心に据えるという大きな共通点があった。磐梯山

は、約５万年前と明治２１年の大爆発により、山体

崩壊、岩雪崩を起こし、大小３００余りの湖沼群が

織りなす地質的価値と美しい景観を持つ福島県を代

表する山を有する。これによって生まれた地形は、

ジオパークの大きな見どころとなっている。 

 十勝岳も約１００万年以上前の巨大噴火による火

砕流堆積物でできた丘陵、活火山である噴火活動な

どを特徴とし、大正１５年の火山性泥流による火山

災害の経験と、そこから農業地帯へ復興、発展して

きた歴史を有する。 

 磐梯山ジオパークは、平成２３年に初認定を受け

た後、再認定を３回受け、１０年の経験があり、今

年初めて認定を受けた十勝岳ジオパークとして数多

く学ぶ点があった。 

 磐梯山のジオパークの特に参考にすべき点は次の

とおりである。 

 ①自治体間の温度差、議会との関係、運営体制等

に課題を抱えていたが、関係者の努力により徐々に

解消されていた。 

 ②ジオパークの理解を深めるため、３町村の住民

等を対象にジオパーク交流会を開催し、機運醸成に

努めていた。 

 ③福島県、大学、ジオガイド、観光事業者、防災

関係者、教育関係者の連携を高めてきていた。ま

た、活動の中心を若い世代、若い農業集団に移行し

ていた。 

 ④地域の将来像、あるべき姿を共有するため、基

本計画、保全計画を策定していた。 

 学ぶ点の主なものは、以上のとおりであるが、美

瑛町と上富良野町の連携をさらに強化し、どこに進

むのか、どこまで進めるのが、両町民とともに将来

像を明らかにしていく必要があると強く考えさせら
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れた。 

 そのためにも磐梯山ジオパークが取り組んでいた

ジオパーク憲章を３町村で制定していたことを参考

にし、当ジオパークにおいても憲章の制定を検討

し、地域全体で着実に前進させることを期待するも

のである。 

 以上で、報告第３号総務産建常任委員会所管事務

調査報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第３号委員会所管事務調査報告につい

て終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 認定第１号 

◎日程第９ 認定第２号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 認定第１号令和

４年第３回定例会で付託されました議案第８号令和

３年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第９ 認定第２号令和４年第３回定例会で

付託されました議案第９号令和３年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを一括して議題といたし

ます。 

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長、岡本康裕君。 

○決算特別委員長（岡本康裕君） ただいま上程い

ただきました認定第１号令和４年第３回定例会付

託、議案第８号令和３年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について及び認定第２号令和４年第３

回定例会付託、議案第９号令和３年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを朗読をもって報告とい

たします。 

 決算特別委員会審査報告書。 

 令和４年第３回定例会において、本委員会に付託

された下記案件を審査した結果、次の意見を付し、

認定すべきものと決定したので、会議規則第７７条

の規定により報告する。 

 令和４年１２月６日。 

 上富良野町議長、村上和子様。 

 決算特別委員会委員長、岡本康裕。 

 記。 

 付託事件名。 

 議案第８号令和３年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定について。 

 議案第９号令和３年度上富良野町企業会計決算の

認定について。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、令和４年１０月４日、５日、６日の

３日間開催し、正・副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による書類審査を行った。

その後、全体による質疑応答を行った上、各分科会

から審査意見を求め、それを基に全体で審査意見書

を作成し理事者へ提出、理事者の所信をただし、表

決した。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 特に、委員会で発言された質問及び別記「令和４

年（令和３年度会計）上富良野町決算特別委員会審

査意見書」については、今後の予算編成と町政運営

に反映されたい。 

 また、監査委員の審査意見は、いずれも的確な判

断によると認められ、指摘事項については早急に改

善または対応して、予算執行に当たられたい。 

 なお、裏面の令和４年（令和３年度会計決算書）

上富良野町決算特別委員会審査意見書については、

御高覧いただいているものとして、省略させていた

だきます。 

 御審議いただき、認定くださいますようお願いい

たします。 

○議長（村上和子君） これをもって、本件の報告

を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号令和３年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定についてに対する委員長の報告は、意見

を付し、認定すべきとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９号令和３年度上富良野町企業会計決算の

認定についてに対する委員長の報告は、認定すべき

とするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 少し時間があれですけれども、ここで、１０分間

休憩したいと思います。 
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 １０時から再開いたします。 

────────────────── 

午前 ９時４９分 休憩 

午前１０時００分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、会議を再開い

たします。 

────────────────── 

◎日程第１０ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 私は、さきに通告してあり

ました１項目、７点について町長にお伺いいたしま

す。 

 地域おこし協力隊の活用について。 

 人口減少や高齢化の進行が著しい地方において、

担い手となる人材の確保が特に重要な課題となって

おります。 

 そこで、地域外の人材を積極的に誘致し、その定

住・定着を図り、地域力の維持強化にも資する取組

として、地域おこし協力隊員の活用は極めて有効と

考えられます。 

 隊員は、斬新な視点を持ちながら地域ブランドの

開発、地場産品の販売や広告・宣伝といった地域お

こし支援、農林業等の従事、住民支援など様々な活

動を行うことにより、地域の活性化に貢献し、任期

終了後は地域の担い手として、根を張った活躍が期

待されます。 

 また、３年間を上限に、国がその人件費や活動経

費などを、年間上限４８０万円まで特別交付税措置

を講じるとされており、隊員を受け入れる側の自治

体にとっても積極的に取り組みやすい制度と言えま

す。 

 令和３年度には、全国で約６,０００名の隊員が

活躍しておりますが、政府は、この隊員数を令和８

年度には１万名にまで増やすとしております。特に

上川管内では、東川町の約６０名を筆頭に、近隣で

は中富良野町が１１名と、管内全ての自治体で既に

多くの隊員が活躍しております。 

 我が町でも現在２名の隊員がそれぞれの得意分野

で活躍しておりますが、以下７点につき、町長の見

解をお伺いいたします。 

 １、我が町において、現時点では、令和５年度採

用予定の隊員を募集していないと伺っております

が、今後の募集の可能性についてお伺いします。 

 ２、総務省の地域おこし協力隊推進要綱には、隊

員の活動が円滑に実施されるよう複数人の受入れを

同時に行うことを推奨しておりますが、この点につ

いて、見解をお伺いします。 

 ３、隊員が任期途中で離職することを防ぐため

に、町として意識している点、また、既存の取組が

あればお伺いします。 

 ４、隊員が地域協力活動を終了した後、スムーズ

に定住・定着できるよう町として意識している点、

また、既存の取組があればお伺いします。 

 ５、隊員の募集等に要する経費についても、２０

０万円を上限として特別交付税措置が講じられます

が、この制度を活用した効果的な募集の手法につい

て、研究・検討がなされているのであれば、その詳

細をお伺いします。 

 ６、現在、全国的に自治体の採用枠数に対して応

募人数が少ない、売り手市場の様相を呈しており、

その傾向はより強くなると推察されます。他の自治

体と隊員の奪い合いが激化する中で、能力の高い隊

員を確保するために、どのような方策を講じるべき

と考えておられるか、お伺いします。 

 ７、現在、担当課の職員がその隊員の募集、面

接、採用から住居の世話などの業務を担っていると

伺っています。これら職員の負担は、各課が隊員を

積極的に活用しようとする上での障壁になり得ると

思われますが、この点につき、見解をお伺いしま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の地域おこし

協力隊の活用についての７点の御質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、１点目の今後の募集の可能性についての御

質問ですが、国は、令和８年度までに隊員数を１万

人に増やすという目標を掲げており、その人件費や

活動費においても、各費用の上限はあるものの、隊

員１人当たり４８０万円を上限に、特別交付税措置

を行う制度であります。 

 現在、本町においては、その制度を活用し、観光

推進員、ジオパーク推進員の２名が隊員として活躍

しているところであります。 

 地域おこし協力隊の活用は、隊員の斬新な視点や

行動力が地域に大きな刺激を与え、地方公共団体に

おいては、行政ではできなかった柔軟な発想、住民

が増えることによる地域の活性化、自身の才能や能

力を生かした活動や、本人の理想とする暮らしや生

きがい発見など、今後さらに飛躍していくものと考

えており、本町においても令和５年度の予算編成に

当たり、現在、おおむね６名程度の新たな隊員の募

集を検討しており、地域課題の解決に向け活躍して
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いただけるよう、活動内容や処遇等の協議を行って

いるところであります。 

 次に、２点目の複数人の受入れを同時に行うこと

についての御質問ですが、受入れ人数を複数人にす

ることにより、経験のない地域で仲間とともに課題

を共有しながら活動ができる環境を構築することが

でき、また、新たな展開や発想ができる可能性があ

ると考えられます。 

 さらには、仲間意識の醸成や任期満了後の定住に

もつながることと考えられ、本町においても複数人

の任用を進めていきたいと考えており、どのような

体制が活動しやすいのか、受入れの目的に応じた検

討は必要だと考えています。 

 次に、３点目の隊員が途中離職を防ぐために意識

している点、既存の取組についての御質問ですが、

途中退任されるケースとしては、受入れ地域、受入

れ自治体、隊員の３者のミスマッチや収入などの条

件に関する悩みを理由に退任されるケースが多いと

考えられます。 

 町として意識している点としては、人生における

大きな決断をして移住し、慣れない生活の中で地域

協力活動に従事することから、隊員の業務面のみな

らず生活面を含めてサポートすることを意識してい

るところです。 

 既存の取組につきましては、特筆した取組がある

とは言えない状況にはありますが、地域のすばらし

さを改めて認識していただく機会や、不安や悩みを

解消していく取組の実施、隊員と各担当職員との意

思疎通の場を定期的に設けることで、離職を防ぐこ

とはもとより、任期満了後の定住にもつながってい

くことと考えており、今後においてもそのような取

組を行っていきたいと考えているところでありま

す。 

 次に、４点目の隊員が地域協力活動を終了した

後、スムーズに定住できるよう町として意識してい

る点、また、既存の取組についての御質問ですが、

北海道における令和３年３月末の任期満了後の定住

率は約７３％と、全国の約６５％と比較しても高

く、その定住率の高さにも注目しているところであ

ります。 

 定住に向けた取組といたしましては、北海道が主

催の隊員向け研修、ＮＰＯ法人等においても、任期

終了後の進路に向けたセミナーや起業に向けたセミ

ナー等が積極的に開催されており、過去に参加して

いる経過があります。 

 そのような研修やセミナーに隊員の参加意向を尊

重し、参加できるよう、特別交付税措置の上限額の

範囲内にはなりますが、活動経費の統一した要綱整

備と予算措置について努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 将来の定住・起業に向けたサポートとしまして

は、空き家情報の提供や起業を目的とした研修会へ

の参加、定住し、事業継承するために要する経費を

特別交付税措置により支給するための要綱整備と予

算計上など、任期満了後に向けたサポート体制につ

いて検討しているところであります。 

 次に、５点目の募集等に要する経費の特別交付税

措置制度を活用した効果的な募集の手法や研究・検

討についての御質問ですが、令和３年度に募集経費

を委託費で計上し、募集を行った経過がありました

が、現在においては、一般社団法人移住交流推進機

構ＪＯＩＮの募集ホームページの充実や、民間事業

者においても自治体とのマッチングを行うサイトな

ども充実してきておりますので、町のホームページ

やＳＮＳと併せて募集をしていきたいと考えており

ます。 

 また、今後におきましても効果的な募集方法につ

いては、研究・検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、６点目の能力の高い隊員を確保するために

どのような方策を講じるべきと考えているかとの御

質問ですが、議員、御質問にもありますように、地

域おこし協力隊においては、現在、まさに売り手市

場の状況であり、募集したが応募がないという自治

体の声も聞き及んでいるところであります。 

 町自体が魅力的であるということが大前提ではあ

りますが、活動内容が隊員のスキルや希望にマッチ

ングされており、その上で、生活設計に配慮した活

動体制や活動に要する経費の予算計上など、隊員へ

のサポート体制を充実させることが重要だと考えて

おります。 

 また、近隣自治体においては、民間会社から社員

を派遣してもらい、地域おこし協力隊として委嘱し

ているところもあり、能力の高い隊員が確保されて

いるということも聞いております。そのような方法

が将来の定住につながるのかどうかも検討しなが

ら、引き続き能力の高い隊員確保に向けて検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、７点目の担当課の職員が、その隊員の募

集、面接、採用、住居の世話などの業務を行うこと

が職員の負担になり、各課が隊員を積極的に活用す

る上での障壁になり得ると思われるとの御質問です

が、現在、担当課におきまして、どのような形で推

進していくのが、隊員と職員にとって最善の方法な

のか内部で協議を行っております。現在は、業務ご

とに要綱を設置している状況にありますので、まず

はその統一を行い、主となる担当部署での受け入れ

態勢やサポート体制の構築、予算科目の創出につい
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ても検討を行っている最中であります。 

 また、面接、採用につきましても、隊員一人一人

が町の顔となっていただくこととなりますので、担

当職員だけではなく、理事者としてもしっかりと関

わっていく仕組みづくりを構築したいと考えており

ますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） ６名の募集を予定されてい

るということで、本当に町長の本気度というものが

非常に伝わってまいりました。全般通してかなり前

向きな御答弁をいただいたという印象でございまし

て、せっかくできた料理なのに味を壊したくないな

という気持ちでおりますけれども、正直、私も以前

から地域おこし協力隊の活用を進めていただきたい

と思っておりましたので、大変うれしく思っており

ます。 

 しかしながら、私、議員になって初めて母親が傍

聴に来ておりますので、ここで再質問しないという

わけにはいかないので、確認の意味で何点かお伺い

させていただきます。 

 ３点目に飛びます。任期途中で離職することを防

ぐためにということで、町長から今、御答弁がござ

いました。町長おっしゃるように、任期途中の離職

の原因としては、やはりミスマッチだったり待遇面

であったりということが挙げられるかと思います。 

 おおむね今の答弁の中では、任用中の対応につい

て述べておられましたが、私は、任用前にミスマッ

チを防ぐことも、ある意味可能なのかなというとこ

ろでお伺いしますけれども、隊員として活動する前

に、地域協力活動を体験しながら、受入れ地域との

マッチングを図ることができる「お試し地域おこし

協力隊」という制度や隊員としての実際の活動や生

活がより具体的にイメージできるよう、２週間から

３か月間、実際の地域おこし協力隊と同様の活動に

従事する「地域おこし協力隊インターン」という制

度がございます。これらも特別交付税措置の対象事

業でありますが、お試し地域おこし協力隊、また、

地域おこし協力隊インターンという制度、採用後の

ミスマッチを防ぐために、現時点でこれらを活用す

るお考えがあるかどうか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 離職を防ぐということで、特に採用前にできるこ

とだと思います。おっしゃるとおり、お試し地域お

こし協力隊とかインターンというのも非常に有効な

方策だと考えております。 

 ただ、現段階では、来年の募集に関して、施策に

盛り込むかは今のところはまだ考えておりません

が、将来的には、そういうことも有効的に活用しな

がら、ミスマッチを防ぐ、途中離職を防ぐというこ

とは考えていかなければならないことだと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） このことについてちょっと

調べた中では、近くでは鷹栖町がこのような取組を

されておられまして、具体的なことを申し上げます

と、まず、オンラインディナー交流会というものを

開催しているそうです。この後、１２月２１日に開

催予定で、今、８名ぐらいの応募があると。 

 どういうことをするかというと、応募者に対して

地域の特産品をお送りして、オンラインで応募者と

行政の担当者がまずは会食をすると。そのときに、

鷹栖町のことを知ってもらうと。次のステップとし

て、来年の１月２２日から２４日の２泊３日を予定

されているそうですけれども、実際今度は応募者に

自己負担で町まで来ていただいて、町内施設の案内

であったりとか、先輩移住者と対話する機会を設け

たりとか、協力隊としての活動や私生活をイメージ

できる企画や鷹栖町独自のアクティビティの体験な

どを通じて、漠然としたイメージを具体的なものに

して、鷹栖町は、提案型地域おこし協力隊という形

を取っているのですけれども、そういったことで、

自分が鷹栖町に行ったらどういうことができるのか

ということをイメージしやすいような、そういった

取組の一つとして、先ほど申し上げたお試しだった

りインターンというものを活用しているそうです。 

 この話というのは、特に質問する意味で申し上げ

ているわけではなくて、上富良野町の潜在魅力を考

えると、非常に我が町にマッチした形かなというこ

とを私の印象としては思いましたので、町長も今

おっしゃいましたが、検討していただければと思い

ます。 

 続いて、４点目の質問に移ります。 

 ４点目で、スムーズに定住・定着できるようとい

うようなことで御質問いたしました。定住に当たっ

ては、町長がおっしゃるように、まず、隊員本人が

各種制度を活用して、研さんを積むこと、そして起

業や事業承継につなげるための、行政がそれにサ

ポートしていくということは当然必要だと思います

が、私は、そこに隊員に対する地域住民の認知や理

解が加わると、さらに定住・定着の可能性が高まる

のではないかな。これは３点目の質問にもありまし

た離職を防ぐことにもつながるのかと思いますけれ

ども、こういった定期的に隊員と地域住民の交流会
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を開催している自治体も実際ありますが、この点に

つき、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ３年間の地域おこし協力隊としての活動を、定

住・定着してもらうためにどのようなことが必要か

ということで、研修等ということで述べさせていた

だきましたが、そのほかに、まず、前提としては、

上富良野を好きになってもらうという、先ほど議員

のほうからもありました、上富良野にはすばらしい

住環境が整っているという潜在的な能力が多くあり

ますので、当然そういうことをアピールしたり、議

員おっしゃるとおり、地域住民との交流、もちろん

行政としては、住民になってもらいますので、住み

たくなるような町ということで、諸制度なんかも含

めて、とにかく住んでみたくなるような町にしてい

くということが大事なことかと思っております。 

 具体的には、先ほど述べた研修とかが具体的な策

になるのですが、一歩進んで、今言った大きな目標

といいますか、定住してもらうためには、そういう

ことが大切だと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 恐らく様々な形で協力隊

の、お顔を出していいかちょっと、そこは個人情報

なので本人の意思確認が必要かと思いますけれど

も、積極的に町民に対して、その方の存在だったり

とか活動であったりとかということをＰＲする場が

あるといいなと思います。 

 これも具体的には鷹栖町の話になるのですけれど

も、年に１回、住民に対して活動報告会を開催して

いるそうです。その際、住民の方と交流を深めなが

ら、これなら協力できるよとか、あの人は詳しいか

ら、このことはあの人に聞いてみたらいいよとか、

直接住民の方から、過度に口を出されるとやりづら

さがあるかもしれませんけれども、住民の方も我が

事として関わってくれるような関係になりつつある

といったことを鷹栖町の担当者の方からもお伺いし

ておりますので、鷹栖町では、町のホームページ上

でも結構、活動の報告とか協力隊の卒業生の現況と

か、そういったことも閲覧できるようになっており

ますので、こういった見せ方もあるのかと思います

ので、参考にしていただければと思います。 

 ７点目に飛びます。７点目について再度お伺いい

たします。 

 職員の負担軽減というところは、私は非常に大事

な部分かなと。募集をかけるという段階までもなか

なかいかない可能性があるなというふうに、職員の

負担が過度にあるとというか、それを警戒してと。

職員の方も通常の業務があると思いますので。 

 当然、町長がおっしゃるように、民間の力だった

りとかもあると思うのですが、ある自治体では協力

隊の卒業生が集落支援員、地域おこし協力隊と同列

の、これも報酬に対して特別交付税措置があると思

うのですけれども、集落支援員に任命して、これは

専任なのか兼任なのかは別として、現役の隊員のサ

ポートであったり、主に相談になると思うのです

が、そういった業務を町から委嘱を受けて担ってい

るというふうに聞いております。民間事業者であっ

たり職員の方以外で、町民のマンパワーを活用し

て、職員の負担軽減とともに協力隊の方のサポート

業務というところで、私は有効かなと思っていたの

ですが、この点について、町長の見解をお伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 協力隊員が今のところ町は２名なのですが、少な

いと担当の課で募集とか、いろいろ生活支援なんか

を行っているのですが、今後、複数、１０名近くに

なったりすると、担当する協力隊の分野も一つの課

に収まらず、複数の課で配置するようなことになる

と、募集もそれぞれ担当課でばらばらにやったり、

待遇の面とか生活面の支援とかもばらばらになる

と、それぞれの課で負担が増加したり、対応がばら

ばらになったりしたら困りますので、その辺はある

程度集約していくのがいいのかなと、まだ２名です

ので、内部で協議段階ですが、今後どうあるべきか

というのは内部で協議しているところであります。 

 その際、募集に関しても窓口を一本化したらいい

のではないかとか、生活をサポートするのはどうな

のか、処遇とか、その辺は統一したほうがいいのか

どうかも含めて、さらに、議員おっしゃるとおり、

集落支援員とか地域おこし協力隊コンシェルジュ、

地域おこし協力隊の人が地域おこし協力隊をまとめ

るような形もありますので、どういう形がいいのか

というのは、現在、内部で協議している最中であり

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 十分理解いたしました。本

当にしっかり考えておられるということは分かりま

した。 

 ちょっと話は変わりますが、５、６、７と全般的

に共通する話かと思いますけれども、厚真町、富良
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野市では、それぞれに違いはありますけれども、隊

員の募集、研修、採用、任用中・任用後のサポート

など、かなりの部分で民間事業者に委託をしており

ます。 

 先ほど町長が６点目の質問の答弁で触れておられ

た近隣自治体の例というのは、恐らく富良野市では

ないかと思います。私の調査と合致するので。 

 厚真町と富良野市の担当者の方は、共に口をそろ

えて、非常に助かっていると。私、正直、民間事業

者が入り込み過ぎてどうなのかと思っていたのです

が、非常に助かっているとおっしゃっていたので

す。何が一番助かっているのかとお聞きしたら、当

然いろいろな業務負担の軽減があるけれども、一番

は、結局この隊員がこの業務に合っているのか、そ

もそもこの隊員はうちの町で活躍できるのかという

目利きの部分だというふうにおっしゃったのです。

それぞれの職員の方、私たち行政職員は、そういっ

た目利きの力がないので、こういった部分を民間事

業者に委ねることで、採用した隊員が想像以上の働

きをしてくれているのだというようなお話でもあり

ました。 

 ちなみに、先ほど例に挙げていた鷹栖町のオンラ

インディナーであったりという取組も、プロポーザ

ル方式を使って民間事業者に委託しているとのこと

でありました。 

 町長も終始答弁の中で、民間事業者の活用という

ことにも触れておられましたが、改めて確認の意味

でお伺いしますが、こういった思い切った一つの

パッケージとして民間事業者活用なのか、それぞれ

部分部分なのか、それらは別としても、今後こう

いった民間事業者の活用というのは、競争が始まる

とかなり厳しくなると思いますので、いち早く検討

に関しては取り組んでいくべきかと思いますが、改

めて町長の考え方をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 民間企業の活用ということで、目利きの部分、今

お聞きました。上富良野町も地域おこし協力隊の活

動がばらばらで、本当に専門性を使って募集要項が

きっちり決まるようなものから、企業の事業継承を

する人を募集したりするような、資格より本人の意

気込み等を重視するようなもの、ばらばらあります

ので、その辺は、何がいいのか。もちろん民間の力

も検討しておりますので、今後は民間も含めて、募

集する隊員の内容といいますか、どういう人は民間

が向いているのか、それとも向いていないのかとい

うことも含めて検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） まとめとして、これまでの

質疑応答を経ての総括的な質問となりますけれど

も、先日、私、上富良野町の協力隊員の方とそれぞ

れお話しをさせていただきました。最も印象に残っ

たのは、お２人とも共通していたのですけれども、

覚悟を持って移住してきたということでありまし

た。 

 先ほど町長も御答弁の中で、隊員は人生において

大きな決断をして移住ということで述べておられま

した。改めて、我々は隊員の覚悟に応える責任があ

るということを感じたところであります。 

 行政は、今、町長がおっしゃっているように試行

錯誤を繰り返しながら、制度の経験をこれから積ん

でいって、募集方法やミッションの選定、任用中・

任用後のサポートなど、その時々で最善を尽くして

いくと。 

 地域住民、町民は、本来よそ者である隊員を快く

受け入れて、隊員の方々に第二のふるさとだと思っ

てもらえるよう、居心地のよさを提供していく。 

 そして我々議会は、地域おこし協力隊に関わる経

費については、おおむね特別交付税措置が講じられ

るということを理解した上で、隊員の活動に関心を

持って、側面から支えていく。 

 行政、町民、議会が三位一体となって、これはど

の事業もそうなのですけれども、三位一体となって

環境を整えていくことで、隊員がその能力を最大限

発揮することにもつながり、また、移住を決断した

隊員の覚悟にも応えることになると思います。 

 これが今、町長との質疑応答を経ての私の所感で

あります、この点について、町長において、相違

点、また、付け加える点があればお伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の質問といい

ますか、付け加える点といいますか、行政側として

も、３年間の期間が終わった後のこと、移住・定着

してもらうために、そこら辺も当然視野に入れなが

ら、政策を打っていきたいと。 

 地域おこし協力隊のそもそものコンセプト、よそ

者、若者というのを外から来てもらって、定住・定

着してもらって、地域を活性化していきたいという

のは私の思いでありますので、ぜひこの事業を活用

して、地域おこしにつなげていればと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 



― 14 ―

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 恐らくこれが最後の質問に

なるかと思いますが、戻って、１点目の再質問とし

て、今後のことについて再度お伺いいたします。今

後といっても、令和６年度以降の今後ということで

ございます。 

 令和６年度以降も、何人ということはまだ町長も

言及できないと思いますけれども、毎年採用を続け

ていくと、いろいろなタイプの方が、また、ジャン

ルとしては、例えば教育であったり農業であった

り、介護であったり子育て支援であったり、もちろ

ん観光であったりＩＣＴであったりと、様々な隊員

同士がつながり合って、刺激し合って、お互いを高

め合っていくと。 

 そして、いずれはこの隊員が卒業されて、今、卒

業された隊員お１人おられますけれども、卒業され

た卒業生と現役隊員とで重層的なよそ者のグループ

が形成されると思うのです。既にこの方々は、隊員

として町に根差した活動をされておられるので、も

はやよそ者ではなくて、我々より客観的に町を見る

ことができる貴重な人材だと言えると思います。そ

ういった人材が人材を呼び、町に活力を与え、町を

元気にしてくれる。 

 新しいことだけではなくて、今まさに消えかけて

いた上富良野町の古き良き伝統や文化に再度灯をと

もしてくれるかもしれない。これは簡単なことでは

ないと思いますが、私は、悲壮感漂う今だからこ

そ、地域おこし協力隊の活用に関する、未来にこの

ような期待をせずにはおれません。 

 このたび、地域おこし協力隊の活用に関して、大

きな一歩を踏み出そうとしておられる町長がお持ち

の未来ビジョン、地域おこし協力隊の活用に関する

未来ビジョンについてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 若者、よそ者といいますか、その人たちに上富良

野の住民になってもらって、刺激を与えてほしい、

刺激だけではなくて、消えかかっていた伝統・文化

といいますか、産業も含めて、そういうものの継承

も含めて担ってほしいというのは、将来にわたって

私も思っております。 

 来年はおおむね６名ということで、その後はどう

なのだということですが、やはり受け入れ態勢とい

いますか、条件整備が、今働いている２名の方は、

役場のロケサポとかジオパークをやってもらってい

るので、役場が条件整備を整えればすぐ受け入れら

れるのですが、これが例えば農業の新規就農を目指

す人を募集するのであれば、役場で農業を教えられ

ませんので、受入先とか教えてくれる方を捜した

り、いろいろな条件整備、商業に関しても同じだと

思います。そういう諸条件が整い次第、募集してい

きたいのですが、急には条件を整えることはできま

せんが、整えられたところが順次募集していきたい

という思いは現段階で持っております。そういうこ

とで御理解を賜りたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、９番佐

藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 次に、８番荒生博一君の発言を許します。 

○８番（荒生博一君） 私は、さきに通告しており

ます１項目、６点について町長にお伺いいたしま

す。 

 民生委員・児童委員について。 

 少子高齢化や核家族化などの進展により、地域福

祉の状況がますます深刻化してきております。地域

のつながりが希薄になる中、地域福祉のつなぎ役で

ある民生委員・児童委員の役割はますます重要に

なってくると考えます。 

 民生委員・児童委員の任期は３年で、給料はな

く、交通費などの活動費を支給される非常勤の公務

員で、民生法及び児童福祉法に基づき設けられてお

り、厚生労働大臣が委嘱しており、現在の上富良野

町の民生委員・児童委員の定数は３２名、主任児童

委員は２名の計３４名であり、今年が３年に一度の

改選の年となり、新たなるメンバーで１２月１日よ

り活動がスタートしております。 

 地域の中で、熱意と使命感を持って、住民に寄り

添った相談、支援などに取り組まれている民生委

員・児童委員の皆様の活動状況について、以下６

点、斉藤町長にお伺いいたします。 

 １点目、上富良野町における民生委員・児童委員

の定数とその根拠は。また、職務と活動内容は。町

長は、民生委員及び児童委員の活動状況をどのよう

に見ているのか、お伺いいたします。 

 ２点目、本年度一斉改選が行われましたが、現状

の充足状況と改選状況をどのようにお考えか。特に

農村部の候補者選考が難しいと聞き及んでおります

が、状況把握はどのようになされているのか、お伺

いいたします。 

 ３点目、本町は、民生委員活動と連携し、地域課

題の解決に当たる地域福祉推進員と福祉係が社会福

祉協議会に所属していますが、十分な連携体制が取

れているのか、お伺いいたします。 

 ４点目、特に新型コロナウイルス感染症等の影響

により、民生委員・児童委員の活動が制限を受けて

いると考えますが、上富良野町の状況をどのように

捉えているのか、お伺いいたします。 
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 ５点目、民生委員・児童委員の成り手不足等に大

きな影響があるのが活動費に対する補助となってい

ますが、その実態と状況は十分とお考えか、お伺い

いたします。 

 ６点目、民生委員・児童委員の活動の充実を図る

ため、行革の時代に廃止となった先進市町村等への

研修費の予算化を考えられないのか、お伺いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の民生委員・

児童委員についての６点の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、１点目の定数の根拠及び職務、活動内容に

ついてですが、定数につきましては、民生委員法第

４条により、国が定める基準を参酌し、都道府県の

条例で定めるものとなっておりますので、町といた

しましても、その基準を基に定数を検討し、北海道

と協議した上で、北海道民生委員定数条例により、

当町は３４名と定められているところであります。 

 この国の参酌基準におきましては、町村は、７０

世帯から２００世帯ごとに１人の民生委員・児童委

員を配置することとなっており、民生児童委員協議

会の中においても適時検討を加え、現在の定数に

至っていることから、適正な委員数となっているも

のと理解しております。 

 民生委員の職務につきましては、民生委員法第１

４条に示されているとおり、住民の生活状態を必要

に応じ、適切に把握すること。援助を必要とする方

の能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るように、生活に関する相談に応じ、助言や援助を

行うこと。福祉サービスなどの必要な情報を提供す

ること。社会福祉事業所等と連携して、その事業活

動を支援することでございます。 

 その具体的な活動内容につきましては、生活・介

護・医療・妊娠・子育て等の不安など、様々な相談

に応じ、必要な支援が受けられるようにサポートす

る専門機関とのつなぎ役、高齢者や障害者の安否確

認や見守り、また、これらを通じた災害時の避難支

援体制の構築への協力、福祉制度の周知、要支援者

に関する情報の提供等への協力のほか、行政や社会

福祉協議会等の関係機関の会議などへの参画及び提

案、高齢者世帯の実態調査の協力、住民が福祉サー

ビスの利用や公的な手当の申請等を行う際に、第三

者による事実確認が必要な場合の家庭の生活状況等

の確認及び報告に関する証明事務、地域行事や学校

行事等への参加等と認識しております。 

 また、児童委員の職務と活動内容につきまして

は、児童福祉法第１７条により、児童及び妊産婦の

生活や取り巻く環境の状況を適切に把握し、その保

護や保健福祉に対してサービスを適切に利用するこ

とに必要な情報の提供と、その指導や助言を行うこ

とと認識しております。 

 民生委員・児童委員の方々におかれましては、核

家族化、独居高齢者世帯の増加など、家族構成が変

化する社会情勢の中、さらに、住民が直面する課題

が複雑化・多様化する中において、多岐にわたる地

域福祉活動を行っていただき、特に住民と行政、関

係機関とのパイプ役として重要な役割を担っていた

だいており、民生委員・児童委員の活動の意義は極

めて大きいものと理解しております。 

 次に、２点目の一斉改選に伴う充足状況と改選状

況についての御質問についてでありますが、民生児

童委員協議会においては、適時委員相互の意見交換

を行っており、一斉改選の１年前には、現任委員の

意向の確認、定数充足を含めた地区ごとの課題など

について意見交換し、今回の一斉改選を迎えたとこ

ろであります。 

 委員の改選が予定された地区の民生委員・児童委

員の選任につきましては、地域に密着した活動が必

要なことから、地域の実情に最も精通されています

住民会を通じて、適任者を推薦していただき、選任

しているところであります。 

 また、農村部の選考の状況把握についてですが、

農村部、市街地にかかわらず、住民会に対して、候

補者選考に御苦労をおかけしていることは認識して

おり、１２月１日の一斉改選に多大なる御協力をい

ただき、感謝しているところであります。 

 ３点目の地域福祉推進員、福祉係と民生委員・児

童委員との連携についてですが、主に各住民会で行

われておりますふれあいサロンの活動のほか、担当

地区により多少の違いはありますが、高齢者の安否

確認や子供たちの見守りなどを相互に協力、情報交

換して、連携を図りながら活動されていると伺って

おります。 

 また、民生児童委員協議会会長が社会福祉協議会

の理事に、民生委員・児童委員２名が社会福祉協議

会評議員に就任しており、社会福祉協議会とも相互

に情報交換し、連携を取りながら地域福祉の向上に

努めているところでございます。 

 次に、４点目の新型コロナウイルス感染症による

活動への影響についてですが、昨年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により、緊急事態宣言

が発出されたことから、民生児童委員協議会の月例

の定例会を初め、自主研修や研修会等の中止、高齢

者実態調査の開始時期の延期など、民生委員・児童

委員の様々な活動の制限があったところでございま

す。 
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 民生委員・児童委員におかれましては、感染予

防、拡大防止のため、コロナ禍における手探りでの

活動となったところであり、とりわけ高齢者実態調

査や高齢者等の住民の方々の相談や家庭訪問に当

たっては、マスク・フェイスガード・ゴム手袋・消

毒液などの感染予防物品を配布するとともに、電話

による調査や相談など、感染状況を考慮しながら可

能な範囲での活動をしていただきましたが、外出や

集団行動の自粛などから、担当地区の住民の方々と

対面する機会が少なく、今までのような活動ができ

ないストレス、また、懇談の場を設けられなかった

ため、委員相互の情報交換の場が少なかったことな

ど、この任期３年の活動は、これまでと比較すると

大変制限されたものと認識しております。 

 次に、５点目の成り手不足と活動費についてです

が、当町においては、先ほど答弁したとおり、住民

会に対して御苦労をおかけしておりますが、住民会

を通じて適任者を推薦していただき、選任している

ところであり、欠員は生じていない状況でありま

す。 

 次に、活動費に対する補助ですが、民生委員・児

童委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別

職の地方公務員と位置づけられ、給与を支給しない

ものと規定されておりますので、活動費としてお支

払いしていることを御承知いただきたいと思いま

す。 

 民生委員・児童委員は、日常的に住民に最も身近

なところで、安心して暮らせるように様々な角度か

ら活動され、地域福祉の担い手として大変重要な役

割を果たしていただいており、それらの活動のため

の交通費等の実費分を活動費として費用弁償させて

いただいております。 

 この活動費につきましては、平成２４年度に上川

管内の活動費の状況を勘案して見直し、現在に至っ

ているところであり、さきにお答えしました一斉改

選１年前の民生児童委員協議会において、地区の課

題や活動における御意見をいただきながら改善を

図っているところです。 

 なお、今後におきましても活動に支障の来すこと

のないように、民生児童委員協議会の意見を聴取す

るとともに、上川管内富良野圏域の実態把握や民生

委員・児童委員の活動内容を勘案し、検討してまい

りたいと考えております。 

 ６点目の先進市町村等への研修費についてです

が、現在、町として、宿泊を伴う研修に対して補助

しておりませんが、日帰りの各種研修会への負担の

ほか、民生児童委員協議会の自己研修として、委員

の活動費より積み立てて実施する道内１泊２日の自

主研修については、福祉バス等を活用いただいてい

るところであります。この研修費に対する委員個人

の負担につきましては、これまで長い年月をかけ

て、民生児童委員協議会の中で御論議されて構築さ

れたものであり、これを尊重すべきものと思います

ので、現時点では、先進市町村等への研修費の予算

化は考えていないことを御理解いただきたいと存じ

ます。 

○議長（村上和子君） ここで、１０分間休憩とさ

せていただきます。 

 再開は１１時５分から。よろしくお願いいたしま

す。 

─────────────── 

午前１０時５４分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、一般質問を続

けます。 

 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 同僚議員からもお話があり

ましたが、今回の質問に関して、８割強、第１答弁

で問題が解決しているように思えるようなすばらし

い御答弁のほう、まずは感謝いたします。でも２０

％はまだ残っていますので、引き続きこちらからお

話しをさせていただきますが、この質問に至った経

緯は、ちょうど３年に一度の改選期を迎えられると

いうことで、たまたま１１月２５日に役場のホーム

ページを見て、民生委員の現状を確認したところ、

名前のない地区があったりとか、もしや欠員が生じ

ているのではないかと危惧し、また、１２月１日に

は体制が改まるということで、さほど心配しており

ませんが、やはり変わり目ということで、新たにス

タートいただく皆様にエールを送りたいという気持

ちで質問に至りました。 

 まず、改選が行われまして、今回は１２名の方が

お辞めになられまして、新たな２２名を加え、合計

３４名でスタートいたしましたが、年齢の構成を見

ると、４０代の方が１人、５０代の方が２人、６０

代が１５人、７０代が１６人ということで、民生委

員・児童委員の皆様の一応定年というか、業務終了

のめどは７５歳ということで定められておりまし

て、やはり一定の７５歳という枠は、特別なルール

に基づいて延長はできるということでお聞きしてい

ますけれども、大概担っていただく皆様は、７５歳

を最後にということで日々頑張っていただいており

ます。 

 そのような中、２０１９年の全国の民生委員・児

童委員の皆様の平均年齢というのは６６.１１歳と

なっておりまして、今般改選を迎えました当町の民
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生委員の皆様の平均年齢は６７.５５歳でございま

す。 

 担い手不足ということは、現在は生じていないと

いう町長の御答弁がありましたけれども、現に住民

会の方々には御苦労いただいておりということで、

やはり住民会の皆様、一生懸命１年前からこの改選

期に合わせて、それぞれの役が決まる前に、まずは

民生委員・児童委員の皆さんをということで、本当

に大変な思いをされて推薦をされて、今回も１２月

１日に３４名という定数でスタートが切れておりま

す。 

 北海道の１７９市町村の調査を、本年度６月の数

字ですけれども、欠員のある自治体は６１市町村、

今年もあるということで、本当に町長は、住民会の

皆様の御苦労もあってのことかと思われますけれど

も、恵まれた町と言えると思います。 

 確実に少子高齢化が進む中で、やはり２期、３

期、４期と続けていく中で、７５歳を目標に皆さん

頑張られると仮定しましたが、今の平均年齢を申し

上げましたが、年代別で見ても数年後には本当に危

機的な担い手不足が生じる可能性がございます。 

 まず、斉藤町長にお伺いいたしますが、こういっ

た担い手不足解消に向けた策は何か現在お持ちで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ８番荒生議員の質

問にお答えいたします。 

 特に、具体的な策というものは現在持ち合わせて

いないところでございます。状況につきましては、

平成２４年に民生児童委員協議会のほうと町のほう

といろいろ協議して、今までにつきましては、現任

の民生委員と事務局のほうで、担当地区のほうで次

の担い手は誰かいないのかというようなことで、非

常に苦労して推薦していただいたという経緯という

ことで、調査しているところでございます。 

 ただ、そういったところでも、地域の実態という

ものも事務局のほうでは理解できかねる部分もござ

いますので、それであれば住民会のほうの協力を得

るという形で、今の形で住民会のほうから推薦いた

だいて、民生児童協議会の協議しまして、就任とい

う形になっているところでございます。 

 状況としましては、先ほど議員おっしゃられまし

た平均年齢が６７.５５歳という現状でございまし

て、社会情勢が変わりまして、高齢者が今、高年齢

者雇用安定法の改正により、７０歳近くまで現役で

いられるような方が多い状態でございます。仕事を

持っているということでありますと、民生委員の活

動は、広報にも載っている毎月の定例会以外にも、

高齢者実態調査、様々な相談とかで、件数的には、

毎日業務をしているような件数というものになって

いるところでございますので、就職なさっている方

というのはなかなか民生委員との兼務というのも厳

しいという状況でございます。 

 具体的に、担い手不足ということでは、今、住民

会の御協力を得て、欠員にはなっていない状態。転

出とかといった形で欠員になっても、住民会と協議

いたしまして、次の方を推薦いただいている状況で

ございまして、欠員というような状況ではないです

けれども、今後におきましても住民会の協力を得な

がら、候補者の推薦いただいて、就任していただく

という形でございます。今すぐ具体策、特効薬的な

ものはないという状況でございますので、住民会の

皆様、あと、民生児童委員協議会のほうでも日々い

ろいろな課題を協議していますので、その中で、今

後につきましても、いろいろ課題がありますので、

協議してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいまの課長の答弁に基

づきますと、やはり委員の高齢化の背景には、企業

でいうと、平成１３年に定年の延長のスタートに伴

い、雇用延長というのがあって、今、御答弁でもあ

りましたが、やはり以前から言われているのは、定

年退職者の仕事という考え方というのが発足当初か

ら多くありまして、当初は、６０歳定年のときに

は、７５歳まで長くお務めいただけるというような

イメージがあったのでしょうけれども、時代の流れ

と、背景とともに、６５歳ないし、民間では７０歳

を過ぎてもまだまだ現役で働いている方がいるとい

うことで、成り手不足や担い手不足というところに

大きく起因していると考えます。 

 そこで、他の町の事例を挙げるのはあれなのです

が、現在、見守りそのものも、ＩＣＴ化に伴い、オ

ンラインで見守るようなシステムを構築する自治体

が増えてきております。また、民生委員の方々、児

童委員の方々にタブレット端末を付与することで、

別の仕事と兼務しながら、定年後の職ということに

限らず、例えば会議で出張等で地方に出向いても、

今やタブレットがあれば活動、また、オンライン会

議等に参加できるということで、積極的に担い手を

育成するために、そのようなＩＣＴ化に向けた取組

もなされております。 

 一方、ＩＣＴ化とは異なりますけれども、当町で

も過去に議員のほうで質問がありました、郡部と市

街地の方々の、要は世帯件数の差異を何とか埋めら

れないだろうかという質問に及んだときに、それぞ

れ中身、内容、重さが異なるので、今のところ地域
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それぞれでという御答弁をいただいておりますが、

これも一方、民生委員のＯＢの方々や現職の民生委

員の家族にサポーターとして協力いただき、そう

いった地域間の較差というのを解消している自治体

の先進事例もございます。 

 まず、仕事の内容自体の周知、また、町民への理

解というのも必要になると思いますが、こういった

ことを参考に、担い手不足解消に向け、これからも

民生委員の方々のお仕事ぶりというのをぜひ町長、

率先してＰＲいただければと思います。 

 質問の５項目め、６項目めに係ることですが、ま

ず、活動費に関しては、ボランティアの要素という

ことで、あくまでも実費分の報酬ということで理解

させていただきます。 

 過去、見直しを行ってから、現在でちょうど１０

年になりますが、この間、活動費値上げの議論とい

うのはなされたのかどうか、町長に確認いたしま

す。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 

 平成２５年に改正してから、活動費の関係の協議

ということでございますけれども、やはり道から補

助金をもらっている部分と、町から活動費に対し

て、現在は、報酬から活動費という形に変わります

けれども、補助しているというような形でございま

す。 

 民生委員のほうは、地域福祉に寄与するという部

分で、そういった意識の関係で、お金という部分

は、私たち事務局につきましては、委員のほうから

は切り出しづらいものかと思っているところでござ

います。平成２５年に改正したときと同じように、

事務局から管内、富良野沿線等々の活動費とか研修

旅費の関係につきましても、状況を勘案して、事務

局から提案して御協議いただくのが適切な検討なの

かというような形でございます。 

 状況としましては、現在の上富良野町で支出して

おります活動費につきましては、調査したのが平成

２７、２８年ぐらいに管内、沿線の状態を調査して

いるところでございますけれども、管内、沿線は変

動はございませんので、そういったものを注視しな

がら、ほかの町でも活動費を、今の燃料関係で人が

動くときにお金がかかるような状態になっておりま

すので、そういった動きを注視していきながら、事

務局のほうでもデータ整理をして、検討の材料とし

て、民生児童委員協議会に提案して、全体で協議し

ていただくというのが望ましいかと思っているとこ

ろでございます。 

 やはり補助金として支出しておりますので、町か

ら、こういった考えでどうだろうかという御提案を

するというのが事務局の任務だと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 考え方とすれば、当然民生

委員・児童委員の方々は人格、識見共に高く、地域

の実情にも精通している方々が担っておりますの

で、委員の中の集まりの中では、活動費を上げろな

んていうことは、多分この先１０年、２０年出てこ

ないと思います。ですから、今、御答弁でもありま

したけれども、近郊の自治体の状況を含めたり、今

般の様々な価格、物価高騰に伴い、実費が多分足が

出るのではないかと非常に危惧しております。 

 そのような中、今、活動費に関しましては、三月

に一遍、費用として委員の方に振り込まれ、６点目

の質問に絡みますが、答弁にもありました三月に一

遍の活動費の中から一部を貯蓄し、まとまったお金

で自主研修をされているということでの御答弁があ

りましたけれども、例えば月額１,０００円を１２

か月分、１万２,０００円で自らのスキルアップの

ために、民生児童委員の方々が研修に行くというこ

と自体、様々な課題が多様化、複雑化している中、

福祉とのパイプの役割を担っていただく活動量も大

変多い、本当に大事な方々だと思いますので、当

初、行革の前、１４年、１５年ぐらいに戻りますけ

れども、そこまでは、３年に１回の任期の中で道内

研修会が１回、道外研修が１回ということで私も承

知しておりますが、その後、１０年、１５年たって

も研修そのもの自体が復活することなく、今では、

過去に戻りますけれども、少ない活動費を少しずつ

積み上げて、自らのスキルアップを行うために１泊

の研修旅行に行かれているのは非常に私は心苦しく

感じております。研修費の復活をストレートに求め

るという形もありますが、逆に活動費に１,０００

円上乗せすることで、そういった御負担を軽減する

ということも考えられるのですが、そういった考え

は、町長、どのようにお持ちでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 活動費につきましては、先ほど担当課長から申し

上げたとおり、なかなか委員のほうからは言いづら

い面もあるかと思います。その分我々がしっかり他

の市町村等の状況を把握しながら、適正な活動費の

確保といいますか、そういうものには気をつけてい

かなければならないと思っております。 

 続いて、研修についてですが、研修につきまして
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は、道外研修ありきではなくて、研修全体を見て、

どういう研修が必要なのか、今の１泊２日の自主研

修も含めて、日帰りの各種研修で十分なのかという

ことは十分精査して、しかも民生児童委員協議会の

皆さんとも十分対話をして、研修の在り方というの

は、逐次やり取りしながら、あるべき研修の確保に

努めたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 複雑化、多様化した様々な

諸問題解決に向けて、日々御努力されている皆様

の、スキルアップ研修の必要性ですが、やはり月に

一度の委員会、集まりのようなものだと、様々な

ケース、事例等のお互いの情報交換には時間が足り

ないのではないでしょうか。そのために、例えば１

年に１回、宿泊を伴い、行動を委員皆様ですること

により、様々な事例のやり取りをお互いに情報交換

することによって、また新たなスタートを切り、こ

ういったときにはこう対処したらいいというよう

な、これは１泊２日とか長い時間がなければ、お互

いの情報の交換というのは僕はできないと思いま

す。 

 私たちも議員として先進市町村等に行かせていた

だいておりますけれども、これは本当に恵まれてい

ると思いますので、ぜひ町長、平成１５年に遡れと

は言いません。道外も望みません。しかしながら、

１泊２日の、せめて道内の研修の復活を強く望みま

すが、御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 １泊２日の研修がいいのか悪いのかも含めて、そ

ういう時間が、やはり１泊２日でなければ駄目なの

か、それとも平素の活動の中でコミュニケーション

が取れるのかどうかも含めて、研修の在り方という

のは、先ほども御答弁させていただきましたとお

り、民生児童委員協議会のほうと協議を密にして、

今後の在り方について検討していきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それは前向きな御検討と捉

えてよろしいでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） 前向きに、民生児童委員の

皆様の御意思を尊重して、何がいいのかというの

は、我々も御期待に添えるように頑張っていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 前向きな御答弁をいただき

ましたので、質問は最後にさせていただきます。 

 やはり今般の新型コロナの流行や自然災害の多発

によって、地域の見守りネットワークの重要性とい

うのは日々増しております。その担い手となる民生

委員のバトンを幅広い形でつないでいく仕組みを、

そろそろ行政と住民が真剣になって協議する時期に

来たと私は考えております。 

 前向きな御答弁の後に、再度御答弁願いますが、

こういった本当に活動量が日々増えている民生委

員・児童委員の皆様にもう一度、日々の御苦労のね

ぎらいも含めて、様々な事例というのは、身をもっ

て学ぶ、もしくは聞き及び、そこで得た知識をまた

自分でというのに、本当に研修は大事です。前向き

な御答弁をもう一度いただければ、これで質問を終

わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 民生児童委員の皆様方には、日頃よりお世話に

なっております。地域のお悩みの相談に乗っていた

だいたり、我々の高齢者実態調査を担っていただい

たり、本当にお世話になっております。 

 もちろん我々行政と住民とのパイプ役として、社

会福祉協議会とのパイプ役にもなっていただいてお

りますので、地域福祉においては非常に要の存在と

いうことで、今後、先ほど議員の御質問にありまし

た高齢化、高齢化というのは、定年の延長とか様々

な影響もあるのですが、成り手の確保については、

住民会の皆さんにお世話になっておりますが、今の

ところ欠員は生じておりませんが、多大な御尽力を

いただいていることは承知しておりますので、引き

続き地域福祉のために、民生児童委員の皆様には頑

張っていただきたいという思いが一番強いわけでし

て、そのための研修ということは、我々も十分その

辺は留意しながら、皆様方と十分検討して、どうい

う形態の研修がいいのか、内容、形態を含めて十分

協議してまいりますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番中瀬実君の発言を許します。 

○４番（中瀬 実君） 私は、さきに通告しており

ます３項目、７点について町長と教育長に所信を伺
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います。 

 １点目です。農業資材高騰に対する町の対策はと

いうことであります。 

 ロシアのウクライナ侵攻による物資不足、急激な

円安などが重なり、肥料・飼料・燃料などの生産資

材高騰、さらにインフラ料金も値上がり、農家の経

営を直撃しています。 

 今年は天候にも恵まれ、農作物は総じて平年作を

上回る予定でありますが、我々農家の生産物価格は

自分たちが決めることはできず、資材等の高騰分は

農家負担となり、次年度以降の農業経営の存続が危

機的状況になると思われます。 

 町の基幹産業の農業を守るため、町としてどのよ

うな対策を考えているか伺います。 

 １点目、肥料・燃料に対する助成策は。 

 ２点目、化学肥料削減に向けて、堆肥とか緑肥と

かに対する助成策は。 

 ３点目、今後、上富良野町の目指す持続可能な農

業についての考えは。 

 以上、３点を町長に伺います。 

 ２項目め、公共施設の避難訓練について。 

 火災・地震・水害、今では緊急通報システムＪア

ラートが発令された災害等が起きたとき被害を最小

限にする、人命を最優先した避難訓練は日頃から実

施すべきであり、重要なことと思われるが、上富良

野町の公共施設での避難訓練の実態を伺います。 

 十勝岳噴火に対する訓練は、毎年自衛隊との共同

により実施されておりますが、他の施設の避難訓練

は実施されているのか。役場、町立病院、ラベン

ダーハイツ、子どもセンター等々について、避難行

動マニュアルはどのようになっているのか、町長に

お伺いいたします。 

 ３項目め、町内のいじめと不登校の現状と課題に

ついて教育長に伺います。 

 今、コロナ感染の影響なのか、子供たちに様々な

制約と負担が心身を脅かしていることが考えられ、

２０２１年、不登校の小中学生は全国で２４万人で

過去最多を更新し、前年より２５％増、１０年前に

比較すると、ほぼ倍増している状況であります。 

 小中学校でのいじめも全国で６１万５,０００

件、道内は過去２番目に多い２万３,０００件弱と

高止まりしているとの報道かあります。 

 不登校の理由、原因は、何によるものなのか。い

じめについては、いかなる理由があろうとも許され

ることではありません。早い段階で掌握し、対処す

ることが望まれます。 

 上富良野町の実態について伺います。 

 １点目、令和元年、令和２年、令和３年の不登校

の人数と原因、実態は。 

 ２点目、不登校による学力、勉強の後れに対する

対策は。 

 ３点目、令和元年、令和２年、令和３年における

いじめの認知数と対策は。 

 以上の３点について教育長に伺います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、１項目めの農業資材高騰に対する町の対策

に関する３点の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目、農業用の肥料、燃料などの高騰に対

する助成につきましては、国において肥料価格高騰

対策事業が創設され、肥料価格の高騰による農業経

営の影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り

組む農業者に対し、令和４年６月から令和５年５月

に購入した肥料を対象とし、前年度から増加した肥

料費について、その７割を支援金として交付し、北

海道においても化学肥料１トン当たり３,１２５円

を上限として助成を行うため、取りまとめを開始し

ているところであります。 

 町としましても町独自の支援策について検討を行

い、北海道と同じく、化学肥料１トン当たり３,１

２５円を上限として助成を行うべく、本定例会に補

正予算案として、肥料価格高騰対策事業、１,７８

７万５,０００円を上程させていただいたところで

あります。 

 なお、燃料の高騰対策につきましては、産業全体

の問題として考えており、国及び道の支援策を注視

しているところであります。 

 次に、２点目の化学肥料を低減する取組と合わせ

て行う堆肥・緑肥に対する助成につきましては、国

において、環境保全型農業直接支払交付金により、

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全

な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活

動に対して支援を行っております。 

 支援の内容としましては、有機農業、堆肥の施

用、カバークロップの作付、リビングマルチなどに

なっており、化学肥料、化学合成農薬を地域の慣行

レベルから原則５割以上低減する取組と併せて、堆

肥の施用を実施した場合は１０アール当たり４,４

００円、カバークロップを作付した場合は１０アー

ル当たり６,０００円が交付される仕組みとなって

おり、令和４年度につきましては、２２経営体が６

月に、合計で３４２.２ヘクタールの申請を行い、

実績報告を提出後、来年３月末期頃、総額約２,４

７９万円の交付を受ける予定となっており、そのう

ち堆肥の施用は９経営体、１４１.８ヘクタール、

６２３万９,０００円、カバークロップの作付は５

経営体、３９.８ヘクタール、２３９万２,０００円
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となります。 

 今後、クリーン農業や有機農業など、環境保全型

農業のさらなる取組拡大の推進を図ってまいりま

す。 

 次に、３点目の本町の目指す持続可能な農業につ

きましては、足腰の強い農業、持続的な農村地域の

発展を目指して、安全で安心な食料の供給と消費者

の信頼の維持確保、農業生産基盤の強化、保全と経

営の効率化、近代化の促進、農を中心とした地域活

力の創出、農業・農村地域を支える担い手づくり、

農業関係機関との連携の５項目を柱として、第８次

上富良野町農業振興計画に基づいた上富良野町農業

の振興に努めてまいりました。 

 持続可能な農業の大前提は農業所得の確保であ

り、経営規模拡大、高収益作物の作付による販売額

の増加を図り、農地の集約化による燃料費、労働時

間の削減、土壌診断、リモートセンシング技術を導

入し、肥料、除草剤などの経費の節減を図り、農業

所得を確保できるような各種施策を検討してまいり

ます。 

 加えて、人口減少や単身高齢者世帯の増加、ライ

フスタイルの変化など、消費者ニーズの多様化が進

み、食をめぐる市場環境が大きく変化しておりま

す。安全で安心な良質の食料を求める消費者ニーズ

に対応するため、クリーン農業の推進や食育活動の

展開などの取組が求められています。 

 さらに、農業の持つ本来の機能のほか、環境に対

する公益的機能を高めるなど、環境と調和した持続

可能な農業の一層の推進が必要となります。 

 このために、農業生産活動に伴う環境負荷の一層

の低減に加え、地球温暖化、生物多様化、資源の有

効活用など、新たな課題への対応を通じて、安心・

安全で付加価値の高い農産物の供給を増やし、これ

らの取組が消費者、流通関係者にも支持されるよう

にしていくことが重要であると考えております。 

 また、農業生産資材の高騰分が販売価格へ転嫁さ

れることについて、販売関係者、消費者の理解が得

られるような対策を国に要望してまいります。農業

経営を取り巻く環境は、世界人口の増加や新興国の

経済発展による社会的な需要増、円安、ロシアによ

るウクライナへの侵攻などの影響により、肥料・飼

料などの生産資材価格が高止まりとなっており、国

の第２次補正予算による農林水産省の対策事業によ

り、その効果が発揮できるものと考えております

が、農業経営の安定化及び持続可能な農業の発展の

ため、状況に応じて対策を講じていきたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの公共施設の避難訓練についての

御質問にお答えいたします。 

 公共施設の避難訓練の実施につきましては、ま

ず、消防訓練につきましては、消防法の規定によ

り、各公共施設に防火管理者を定め、消防計画を策

定し、当該計画に基づき消火・通報及び避難の訓練

を実施することが義務づけられているところです。 

 そのようなことから、本町の公共施設である役

場、保健福祉総合センター、子どもセンター、泉栄

防災センター、東児童館、社会教育総合センター、

公民館、町立病院及びラベンダーハイツについて、

各施設で策定している消防計画に基づいて、上富良

野消防署の指導の下、毎年実施しているところで

す。 

 なお、消防訓練以外の水害・噴火・地震等を想定

した避難訓練につきましては、２月に十勝岳噴火総

合防災訓練を実施しているところですが、公共施設

ごとには実施していない状況です。 

 次に、避難行動マニュアルについてですが、各公

共施設において、防火管理に関する消防計画の中に

任務分担表や避難経路図により、避難行動マニュア

ルを定めており、各施設の避難訓練時においては、

その消防計画に基づき、避難訓練実施計画書を作成

し、訓練を行っているところですので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬議員の町内のい

じめと不登校の現状と課題についての３点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 令和３年度の児童生徒の不登校につきましては、

１０月に文部科学省から、全国で２４万４,９４０

人、全道では１万５８２人と公表され、年々増加し

ている実態であると認識しております。 

 不登校児童生徒とは、何らかの心理的・情緒的・

身体的あるいは社会的要因により、登校しない、し

たくてもできない状況にあるため、年間３０日間以

上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるも

のを除いたものと定義されており、文部科学省及び

北海道教育長において毎年調査が行われておりま

す。 

 まず、１点目の町内の小中学生全体での不登校に

ついてですが、令和元年度２０人、令和２年度３１

人、令和３年度３２人であります。 

 原因については、文部科学省の調査分類に基づき

分析しますと、本人の無気力、不安が最も多く、生

活リズムの乱れや学校での友人関係のトラブル、学

業不振、家庭環境の変化等となっております。 

 また、不登校の人数の中には、後に起立性調節障

害などの診断を受けている方もおります。 

 カウンセリング等の経緯から想定される実態とし

ては、一つの明確な原因があるということではな
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く、様々な要因が絡み合い不安が大きくなり、身体

症状が出てくるものと考えられます。 

 次に、２点目の不登校による学力、勉強への対策

についてですが、学習教材を家庭に届けることや、

家庭に授業風景をオンラインで配信すること。ま

た、登校できても学級で授業を受けることが難しい

場合は、別室で個別に指導を行うなどの方法で、で

きる限り学びの機会を確保するよう努めておりま

す。 

 ただし、不登校の子供の状態によっては、そのよ

うな学習支援がさらに子供たちを追い詰める状況を

生むこともあるため、あくまでも子供たちの心情に

寄り添った対応が求められておりますことに御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、３点目のいじめの認知についてですが、令

和３年度の児童生徒のいじめの認知件数について

も、１０月に文部科学省より、全国で６１万５,３

５１件、全道では２万２,８９１件との公表に、

年々増加している実態であると認識しております。 

 町内の小中学校においてのいじめ認知件数につい

ては、令和元年度は１件、令和２年度は４件、令和

３年度はゼロ件であります。毎年６月と１１月の年

２回、いじめアンケート調査を実施しており、各学

校からの報告を集約し、北海道に報告しております

が、アンケート項目の質問において、「嫌な思いを

したことがありますか」の問いに対して、「不快に

感じた」と回答した割合は、令和３年度調査におい

て、小学生で２７.１％、中学生では２％でありま

した。 

 いじめに対する対策につきましては、各学校にお

いて、いじめ防止基本方針を策定し、日頃から取組

を進めているところであり、道徳教育や人権教育の

充実、いじめ問題を児童生徒が主体的に考える機会

づくり、研修等による教職員の共通理解を図ること

を初め、年２回のいじめアンケート調査を通じた教

育相談において、早期発見に努めるとともに、職員

会議やいじめ問題対策委員会で共有化を図りなが

ら、迅速な対応に努めております。 

 また、児童生徒の悩み事に答えられるようスクー

ルカウンセラーを配置するほか、北海道及び町にお

いて様々な相談窓口を設けております。 

 いじめとは、他者からの言動により不快と感じた

ときにいじめと認知することでありますが、自分の

思いを伝えることが困難な場合や、また、相手が気

づいていない事案も多いため、できる限り早期に気

づき、相談を受け、事実確認の上、話し合う場面等

が重要だと判断しておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（村上和子君） ここで、昼食休憩とさせて

いただきます。 

 再開は午後１時といたします。 

─────────────── 

午前１１時５０分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩に引き続き、一般

質問を再開いたします。 

 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） それでは、まず最初にお伺

いをいたします。 

 今回の肥料の高騰対策についてでありますが、時

期はいつか分かりませんけれども、ＪＡふらのの組

合長から各沿線の首長に対して、農家がこれだけ肥

料が高くなって大変な時期になっていると。だから

町として何か対策を考えてほしいという要請があっ

たと思います。 

 そこで、伺いたいのは、例えばＪＡの組合長から

そういう要請がなくても、上富良野町としては、肥

料高騰対策を考える考えはあったかどうか、それを

まず伺いたい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 今年の秋口、議員おっしゃるとおり、ＪＡのほう

から要請がありましたが、私としては、その要請が

ある前から、これは考えておかなければならない

と。やるかどうかは別として、考えとして持ってお

かなければならないと考えておりました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 今の話ですと、例えばＪＡ

の組合長から要請がなくても、町としては考えは

あったということで理解していいですね。 

 そこで、お伺いしたいのは、今回は、町の対応と

しては、道の肥料高騰対策、道の支援の中身を今

回、町として支援をするという中身だったと思いま

すけれども、この中身については、基本的に、肥料

を取引したトン数に応じて助成をするということな

のですが、肥料のトン数についての分を、今回は道

の部分については、いろいろな条件がつかなくて

も、結局は取引したトン数に対しては３,１２５円

を農家の方に助成をするということになっておりま

す。 

 ですから、国のほうの対策は、今後のことになる

と思いますけれども、一応これがベースになって、

今後、国も対応するのだろうと思いますけれども、
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国の対策については、いろいろ制限がきっとあると

思います。だから今後の様子を見極めたいと思って

おりますけれども、私は、今回の町の対応、１,７

８７万５,０００円、見込みですけれども、一応助

成したいということなのですが、これは基本的に、

私どもが思っているのは、今回のこの金額は、いわ

ゆる新型コロナ関連緊急経済対策、そのお金を使う

ことになっています。 

 ですから、私が言いたいのは、コロナ対策の緊急

対策のお金プラス町独自の上乗せを考えていなかっ

たのか、このお金は、結局は国のコロナ対策の経済

対策の分を利用しています。だから先ほど町長に、

町でこういった考えは多少あるような話を聞きまし

た。ですから、この金額にプラスする考えはなかっ

たのか。それともこれからそういうことを考える余

地があるのか、それをお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 先ほどＪＡの要請があってもなくても、来る前か

ら私はそういう考えを持っていたとお答えいたしま

した。それは、緊急対策の交付金があるのですが、

それがほかの事業に回って、結果的に足りなくて、

単費でもできないかと最初から考えておりましたの

で、それが結果的に交付金でできるようになりまし

た。さらに単費ではというのは今のところ考えてお

りません。 

 あと、今回の値上がりに対しての緊急の措置であ

りまして、今後については、国がいろいろ考えてい

くのかなと、国の農政、また価格等の状況は十分注

視しながら、今後のことは決定していきたいと。見

守っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 結果的に、肥料の高騰対策

については、農家個々平等に当たる助成になるので

す。なぜかといったら、基本的なほかのいろいろな

農業施策、農業の支援はすると言っていても、個々

みんなばらばらで、支援を受けようとしても、いろ

いろな条件が絡んで皆さん均等に受けられないので

す。いろいろな補助事業とかいろいろなものがあっ

ても。だけれども、今回の肥料高騰対策について

は、肥料を使った農家の人は均等にお金が当たる仕

組みになっているのです。国の支援もそうです、道

の支援、町の支援。あなたは肥料が少ないからあな

たには当たりませんとか、そういうことではなく

て、たとえ１トンであろうと１００トンであろう

と、使っている肥料に対して均等に助成を受けられ

る制度なのです、今回の場合は。だからそれはそれ

で本当に助かるのですが、そこで私が言いたいの

は、町の基幹産業とよく言われています、農業は。

そんな中で、肥料がこれだけ高騰していくと、経営

は本当に大変になるのは目に見えています。だから

小さい農家も大きな農家も均等に当たる、そういっ

た支援策を、今回、国の緊急コロナ対策を使った分

は、それでいいでしょう。だけど、それにプラスア

ルファ、町として農家のためにこれだけ、金額は私

は言いませんけれども、町は独自にこの分にプラス

アルファしてくれたのだということが農家の皆さん

に伝われば、私どもの農家は２４０そこらしかあり

ませんけれども、みんな有り難いと。町の考え方か

こういうふうにしてくれたというふうになると思う

のです。だから町長にどうですかということを私は

言っているわけです。どうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 今回の上乗せ分は、緊急の対策でありまして、条

件なしに各農家の方に、肥料のトン単位ですけれど

も、使った方に平等に当たるような施策です。 

 一方、平常時においては、中瀬議員おっしゃると

おり、条件がついて、できることできないこといろ

いろあろうかと思いますが、今回に関しては、緊急

ということで、条件がなく町が補助するということ

を、まずその趣旨を御理解いただきたいと思いま

す。 

 あと、財源に関しては、単費だからいいとか、コ

ロナの助成金だから駄目だとか、財源の中身につい

て、いろいろ思いはあるかと思いますが、町は、財

源関係なく農家の方にトン当たり補助するというこ

とを決めたということを御理解いただきたいと。結

果的に、財源が一般なのか普通の財源なのか、国か

らの交付金なのかということはありますが、補助す

るという事実を御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 町長の思いは私も分からな

いわけではありません。ですが、大変な状態になっ

ている。今まで我々も経験をしたことのないような

状況になっているということは御理解いただいてい

ると思います。ですから、そんな中で、国の対策等

については、今、我々が農協等にいろいろな申請を

出している状況の中で、その数字がまとまっていき

ます。そしてさらに国の対策については、来年６月

以降に受け付けを始めますというような状態になっ

ておりますよね。だからまだ時間があるのです。町
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の予算を来年度に向けて予算を町で組めばいいとい

うことだと私は思うのです。それは、どれだけの予

算を立てるかは別として。まだ間に合うのです。国

の対策は遅れていくではないですか。だから、十分

時間はあります。考える余地もあると思います。そ

ういうことでの、もう一度考えをお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 令和５年度の話かと思います。農政の補助は、町

単独でもできる部分はありますが、多くは国の農業

政策に頼る部分が多くて、国の動きというのは非常

に上富良野の農業にとっても大きな影響を与えると

いうことは、これは大きな事実かと思います。 

 そのほか、町が何ができるのかということで、今

回は、トン当たり３,１２５円の緊急的な助成を行

うということを決定いたしました。来年について

は、何ができるかというのは、今後、肥料の助成に

限らず、町の基幹産業ですので、将来を見据えて町

独自に何がいいのかということは、今後、予算の中

でお示ししていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 余りしつこくは言いたくあ

りませんけれども、基本的に、道の支援策と町の支

援策については、肥料低減に取り組まなくても支援

してくれるという制度です。これをうまく使って、

それに上乗せをしたらいいのではないかということ

を先ほどから言っていたわけです。 

 国の支援策というのは、いろいろなことに取り組

んで初めて７０％以内を助成すると言っているので

す。だから７０％もらえるという確証は何もないの

です。５０％になるか６０％になるか分からないよ

うな状況の支援策です、国の支援は。そういった

ハードルというか、設定条件は結構厳しいものがあ

るのではないかと思います。 

 それは、国においても町においても財政上は大変

な状況は分かっています。だけれども、大変な時期

というのは、我々が今まで経験したことのないよう

な状況だから言っているのです。２４０戸の農家が

均等に支援を受けられるのは、先ほども何回も言い

ますけれども、ないのです。全ての支援策とか、い

ろいろな助成、補助事業というのは、全部条件がつ

いてきます。小さな農家なんて取り組めないので

す。取り組もうとしたって、そういう条件に当ては

まらない。だからそういう補助事業とか支援策には

乗っかれない。だから結果的には、ある程度大きな

農家とか、後継者がいるとか、そういったところに

回ってしまう。小さな農家は細々とやるしかない。

そういう条件があるのは現実的な問題なのです。 

 だから特に今回はそれを強調したくて言っている

わけですけれども、先ほどから言っていますよう

に、時間はあります。それから町の対応も考える余

地はあると思います。ですから来年度に向けてでも

そういった方向を見出していただきたいと思って私

は質問しているわけでありますので、そこら辺のと

ころ、もう一度だけ町長の考えを教えてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 国においては、肥料が高騰しておりますので、値

上がり分の７割を国が補助して、それに条件といい

ますか、化学肥料の使用を減らすということを前提

に、９掛けです。７０％の９割ですので、実質６３

％の助成がそうなのですが。値上げ分の６３％です

ので、そのままいけば値上げ分の４０％ぐらいは農

家の方が実際に負担するということになるのです

が。そこで、道がトン当たり３,１２５円、プラス

町も上乗せ分として３,１２５円、合わせてトン当

たり６,２５０円、肥料の購入に対して助成すると

いう政策になっております。 

 また、来年以降はどうするのだということです

が、この施策は、各農家に条件なしで平等に助成さ

れます。これは、先ほどから申し上げているとお

り、物価の高騰に伴うもので、緊急的なものですの

で、それを全部公費、町のお金も含めて補うのは大

変難しいです。 

 農業は上富良野町の基幹産業ですが、産業はほか

にもありまして、値上げの影響、化学肥料だけでは

なくて、エネルギー関係に関しては、値上げが非常

に深刻な問題で、農業以外に関しても非常に影響が

出ております。その中で町として農業に対してどの

ような助成ができるかと考えた結果でありまして、

それが今回の肥料の助成。 

 来年度については、令和５年度については、予算

の中でどういう助成が基幹産業の農業にできるか、

また、それ以外の商工に対してもどうできるかとい

うのは、令和５年度の予算編成の中で、いろいろこ

ちらのほうとしても審議して皆さんに御提案してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） そういったことで前向きに

検討していただきたいと思います。 

 それから、３点目の今後の上富良野町の目指す持

続可能な農業についての考えをお伺いいたします。 
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 食料自給率が非常に日本は低い状態の中で、国の

政策というよりも、町の政策も全てそうですが、意

外と後手後手という感じがしていると私は思ってお

ります。人間が生きていくためには、食料を確保し

ておかなければみんな餓死してしまいます。極端な

例を言えば、日本が三十七、八％の自給率だった

ら、後の６割近くは、食料がなかったら死んでいく

わけです、極端な話です。 

 そんな状況の中で、上富良野町とか、北海道全体

でいけばそういうことはないです。ほかの府県が、

ほとんど北海道から食料として行っているわけで

す。そんなことで取り合いになるようなことになっ

てくる、国としても地方としても。そんな中で農業

をきちっと守っていかなければならない。これは町

なら町の責任において農家をきちっと守っていく、

そういう施策は必要だと思うのです。 

 その中で、たまたま今回、肥料の高騰対策とか、

いろいろなことで農家は大変なのですが、個々の経

営に対する助成はなかなか難しいことは分かってい

ます。 

 そこで、私がお伺いしたいのは、基本的に、これ

からはＧＰＳを使った関係で、リモートセンシン

グ、これは可変施肥法というのを利用できます。土

地は均等の地力ではありません。畑によっては非常

に肥沃なところと痩せた土地があります。そこをリ

モートセンシングで、宇宙からＧＰＳを使えば、こ

こは肥料がたくさん必要、ここは肥料は余り要らな

い。それを施肥機のところに取りつけることによっ

て、そこに行ったら肥料は出なくなるのです。今は

肥料を節約できる方法があるのです。そういったも

のに対して町は、どこかの地区とかどこかの農業者

をモデルにして、それをやることによって、結局は

肥料を少しでも減らすということができると思うの

です。そういったことを今後の町の施策の中に取り

入れることが必要だと思うのですが、町長、どうで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 リモートセンシングのことについて、議員おっ

しゃるとおり、施肥に当たって、濃淡があるところ

を、ちゃんとそれに応じて施肥を行えば経費の削減

とかにつながるということなのですが、おっしゃる

とおり、これは将来的に、今後考慮していかなけれ

ばならないと考えております。 

 それについて、リモートセンシングのみならず、

いろいろ自動操舵なんかも含めて、経費の削減策に

ついては、町の農業政策として今後検討してまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ぜひそういったことで取り

組むような姿勢をしていただきたいと思います。 

 次に、公共施設の避難訓練の関係をお伺いしま

す。 

 先ほど答弁をいただきました。基本的には、消防

の関係で、消防署の指導の下に毎年、消防計画に基

づいてやっているということが答弁書に書いてあり

ます。その下には、行動マニュアルについては、避

難訓練実施計画書を作成し、訓練を行っている。そ

こら辺のところの、あくまでも消防の関係の避難訓

練、消防の関係でない部分での訓練というのは、ど

ういうことを指しているのでしょうか、まずそれを

お伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 法律で定められているのは、消防法の規定によ

り、各公共施設に防火管理者を置き、消防計画を策

定し、当該計画に基づき避難訓練を実施するという

ことが法律で決まっておりますので、各公共施設に

おいては、役場も含めて、この訓練は実施しており

ます。 

 そのほかに、十勝岳の防災訓練が、火山の訓練が

ありますので、消防法で定める避難訓練は避難訓

練、それとは別に火山の防災訓練を実施していると

いう状況であります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） いわゆる消防計画に基づい

て、消防の指導の下に毎年実施しているという部分

は公共施設の部分で。問題は、行動マニュアルにつ

いて訓練はしていない部分というのは、実際問題、

各施設ごとの訓練は行っていないということですよ

ね、それをまず確認したいと思います。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番中瀬議員の御質問

にお答えします。 

 各施設ごとに、ここに答弁させていただいたよう

に、役場初め保健福祉総合センター、社協センター

等々の公共施設の消防訓練は行っているという状況

でございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 各施設できちっと訓練をし
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ている状況ではないと取れる部分があったのだけれ

ども、問題は、地震にしろ火事にしろ、例えば北朝

鮮からミサイルが飛んでくるか、そういうのはいつ

起きるか分かりません。そのときに、訓練は庁舎な

ら庁舎の中、病院なら病院できちっとした対応マ

ニュアルができていれば問題ないのだけれども、い

ざ何かが起きたときに、問題は、人命が関わること

が一番の問題になってくるわけですから、きちっと

した、みんなさんが全部、こうなったときにはこう

いうふうにするということが徹底していればいいの

でしょうけれども、やっぱり訓練にかなうものはな

いと思うのです。それは、やはりきちっと各施設に

おいてもやっておかないと、もしものときが大変だ

と思う。だからそこら辺のところは、うまく訓練を

する方法を考えてもらうべきだと思うのですが、ど

うでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

 消防法に基づく訓練は、やっているのかいないの

か分からないような部分があるという御指摘があり

ましたが、消防法に関する訓練は必ず消防立ち会い

の下で年に２回行っております。確実に消防法に規

定する避難訓練は行っております。それとプラス、

先ほど申しました十勝岳の噴火に関するものです。 

 おっしゃるとおり、地震・洪水については、それ

ぞれ防災計画に載っておりますが、その訓練につい

ては、おっしゃるとおり、今後、検討といいます

か、Ｊアラートが鳴ったときどうするのだというこ

とを考えたり、地震のときはどうしなければならな

いかということは、今後、御指摘のとおり、考えて

いかなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） いつ何が起きるか分からな

いのです。災害とかいろいろな関係については。そ

ういったことがもし万が一起きたときに、きちっと

職場の皆さんが、職員の皆さんが、こうなったとき

はこういう対応をしますというきちっとした、皆さ

んが全部理解していればいいのです。当然その訓練

をやった結果がこうなるということが徹底されてい

れば特に問題ないと思います。 

 一番問題なのは、例えば病院、ラベンダーハイ

ツ、こういった施設は非常に難しいと思いますが、

患者とか入所されている方の移動手段、そういった

ものは本当に徹底されているのでしょうか。これ

は、例えば昼と夜とは全然違います。そんなこと

で、昼間起きたらこう、夜だったらこう、そういっ

たきちっとした、それはできているということなの

ですね。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの４番中瀬議

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 病院及びラベンダーハイツについては、夜間想定

した訓練もやっているという状況で、昼間の訓練と

夜間想定訓練の両方をやっているということで理解

していただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） いずれにしても災害がない

のが一番いいわけですから、もし万が一そういった

ことが起きたときに、きちっと対応ができるような

形だけは取っておいていただかなければ、最悪は人

命に関わりますので、それは徹底していただきたい

と思います。 

 次に、町内のいじめの関係についてお伺いしま

す。 

 今の時代なのか分かりませんが、非常に不登校、

いじめ、確かにいじめは昔からありました。我々の

時代にもありました。だけれども、今ほど陰湿ない

じめではなかったと。例えば２日、３日したら、い

じめ合っていた同士がお互いに仲良くなるというよ

うな状況もあるという感じのいじめが多かった。だ

けど、最近のいろいろな状況を聞いていると、陰湿

だ、非常に深いというか程度が、なかなか簡単に解

決できるような状況にないというようないじめが多

いというのを聞いております。 

 そこで、上富良野町においてもいじめの件数が何

件かあるということです。それを発見するの対し

て、誰がどういう形でいじめのことについて報告が

上がってくるのか、そこら辺のところをちょっと教

えてください。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬議員のいじめの

気づきにつきましての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 いじめの認知につきましては、先ほど答弁でも述

べましたが、本人が自分以外の親または兄弟、学校

の先生、友達等にそのことをお伝えするなど、ま

た、対人ではなくＳＮＳや、またはインターネット

によってつぶやくことなどで、自分の思いを伝える

ような手段が、今の現状としては、気づきにつな

がっております。 

 町内においてのいじめの認知については、まずは

保護者の方にお子様から相談があり、保護者から学

校へ相談があり、これにつきましては認知し、各事

実につきまして、双方のことがありますので、事実
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確認をし、お互いに和解をされ、さらに３か月以上

きちっと経過観察をした後、双方において和解の

後、問題がなかったかということで、町としまして

は、解決に導いたものということで、全て先ほど申

し上げました令和２年度までの事案につきまして

は、その後、いじめに至った件数はございません。 

 ただ、中瀬議員がおっしゃるとおり、町内におい

てもいじめについての分析は、やはり自分が余り良

いとしないこと、不快と本人が思ったことを相手側

が、言葉だとか行動に起こすことで、自分はいじめ

だと認知をすれば、それは全ていじめというふう

に、今、国、道、町としても認知しております。 

 仮に例として、私が申し上げると、私に対して、

私が意図しないことを相手の方が表現をしたとし

て、私がそれが不快に思ったとなれば、私は相手の

方に、私は不快な思いをしたと伝えればいいのです

が、それを伝えられないとしたら、自分の中にわだ

かまりが残り、それが不快なものとしてトラウマの

ように残っていくような今、時代だというふうに、

私自身もケースに応じて自分に立ち返り、実態をお

伺いしているところでございます。 

 実際にいじめの質につきましては、今、町の中で

は、他の町の事例等は聞いていますが、そこまで

の、子供たち同士でのいじめに対する行動は今のと

ころは起きてございません。しかし、明日以降、今

日、今からでもそのことが起きないということの確

証はございませんので、これは、答弁でも申し上げ

ましたとおり、人権教育、道徳教育、日々の学習活

動の中、また子供たちの生活の中できちっと、教育

現場、保護者の生活の中でも、そこを皆様で守って

いただいて、それに対して早期に気づき、本人が申

し述べられないこともありますので、周りからアプ

ローチするような仕組みは大変重要だと感じており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） いじめが原因で不登校にな

るということも当然考えられます。それは、上富良

野町の場合については、先ほど不登校の関係は答弁

いただきましたけれども、現実の問題として、不登

校の原因がいじめという報告を受けている例はある

のですか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬議員のいじめが

原因による不登校になっている事例につきまして

は、令和３年度まではございません。 

 ただし、今年度になりまして、それが原因と思わ

れる事案が今年度１件報告を受けて、今現在、経過

観察をしているところでございます。 

 ただ、前回の常任委員会のほうでも報告をさせて

いただいておりますが、現在、不登校にはなってお

りますが、１日おきに通学が可能となり、今後の進

路も含めて、学習活動が遅れない形で現在進めてお

りますので、そういうことで、現在、３か月間の経

過観察を今見守っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 基本的には、いじめる側、

いじめられる側、いろいろ要因があるのだと思いま

す。いじめられたほうに対するケア、いじめるほう

側のケア、両方とも大事だと思うのです。だから、

そういったことをきちっと把握した段階で対応す

る。これが一番大事な部分だと思いますけれども、

そこら辺のところは、今後について、どういうふう

に対応するかだけ教えていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番中瀬議員の加害者、

被害者という表現も一部あろうかと思いますが、そ

のような事案については、答弁書にもさせていただ

きましたが、自分の発言した言葉、行動、また、相

手がその言葉を聞いてどう思ったか、その行動をど

う思ったのかについては、双方ともそのシチュエー

ション、事案につきまして、きちっと第三者の目と

耳とで事実確認をしてあげなければ、やはり双方と

も言い分があるかと思いますので、それをいち早く

解決に導くように、相手が不快な思いをしたことを

相手方に伝えると、相手方は、そうだったのだ、自

分のしたことが相手がそう思ったのだ、こんなこと

は二度と言葉にはしない、行動しないということ

で、実はその方のこれからの、子供の発達に応じて

行動に、きちっと理解ができるようになりますの

で、中瀬議員からの御意見のとおり、そこをきちっ

と教育現場においても、また、家庭環境において

も、もし地域の中でもそのような場面があったとき

には、各関係者の支援もいただきまして、いち早く

解決できるように今後とも教育委員会としては尽力

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、４番中

瀬実君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番中澤良隆君の発言を許します。 

○６番（中澤良隆君） 私は、さきに通告してあり

ます上富良野駐屯地の現状とまちづくりに対する影

響について、１項目、４点について町長に御質問さ

せていただきます。 

 昭和３０年に陸上自衛隊が上富良野町に移駐して
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以来６７年が経過しました。その間、上富良野町と

駐屯地、町民と隊員は良好な関係にあり、全国の陸

上自衛隊が駐屯する中でも、上富、遠軽、都城と称

されるほど勤務希望の多い駐屯地として名をはせて

きました。 

 上富良野町駐屯地には約２,０００名以上の隊

員、そして家族がおり、令和４年１１月３０日現

在、１万１４５人の本町総人口に占める割合は非常

に大きく、自衛隊に関係する人口は、総人口の約４

０％を占めるとも言われています。 

 最近、現防衛大綱の中で、上富良野駐屯地の部隊

の廃止や改編案が聞こえてきますが、現状はどのよ

うになっているのか。また、将来、上富良野駐屯地

の部隊体制、編成になるのか、町民の１人として大

きな関心を持っています。 

 また、上富良野駐屯地の部隊廃止や改編は隊員の

減少となり、隊員の減少は本町の人口減少につな

がってきます。自衛隊の町上富良野町にとっては、

将来のまちづくりを根本から見直す必要に迫られる

ものと考えます。 

 そこで、駐屯地との良好な関係を維持・発展させ

つつ、駐屯地の部隊廃止や改編等によるまちづくり

の影響について、以下４点、町長にお伺いいたしま

す。 

 １、陸上自衛隊上富良野駐屯地の部隊廃止や改編

の内容についてお伺いいたします。また、隊員数の

変更等について、支障のない範囲でお伺いいたしま

す。 

 ２、町にとって部隊廃止や改編の最大の影響は人

口減少だと考えますが、第６次上富良野町総合計画

にも大きな影響が及ぶと考えますが、総合計画の見

直しについてお伺いいたします。また、著しく影響

を受ける人口ビジョンを初めとする他の個別計画の

見直しについてはどのように考えているのか、お伺

いいたします。 

 ３、人口減少のほか、様々な影響があると考えま

すが、想定している影響及び対処方針についてお伺

いいたします。 

 ４、部隊の廃止や再編等により、今まで培ってき

た駐屯地との良好な関係を保つための方策について

お伺いします。特に、新型コロナ感染症の影響や大

規模集会所の閉鎖等により、駐屯地と町民の関係が

希薄化してきていると考えますが、関係を強化する

方策について、町長のお考えをお伺いいたします。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の上富良野駐

屯地の現状とまちづくりに対する影響についての４

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の上富良野駐屯地の部隊廃止や改編

内容の御質問ですが、まずは、現在進められている

改編については、現大綱に基づきまして、戦車また

は火砲について、それぞれ約３００両、３００門と

する削減計画により改編が進められております。 

 その改編内容についてですが、令和４年度につい

ては、第４特科群の第１０４特科大隊の射撃中隊の

縮小、第２戦車連隊の第５中隊の廃止、また、地対

艦誘導弾部隊の新編を予定されており、令和４年度

末の駐屯地定数が約２,４４０名から約２,３４０名

となり、約１００名が削減される計画となっており

ます。 

 令和５年度については、第４特科群が廃止され、

第１０４特科大隊については廃止、第１３１特科大

隊については縮小し、北千歳駐屯地に在駐する第１

特科群へ改編され、また、第１４施設群の第３０１

坑道中隊についても廃止される計画となっておりま

す。 

 また、増加要因である移駐としましては、旭川駐

屯地に在駐している第２特科連隊の一部及びその支

援部隊の移駐が計画されており、その結果、令和５

年度末の駐屯地定数については約２,３４０名から

約２,０５０名の約２９０名の削減が計画されてお

り、令和４年度と令和５年度で合わせまして約３９

０名の定数の削減が計画されているところでありま

す。 

 次に、２点目の第６次上富良野町総合計画におけ

る影響及び人口ビジョンを初めとする他の個別計画

の見直しについての御質問ですが、第２期上富良野

人口ビジョンにつきましては、平成３１年度に国立

社会保障・人口問題研究所の推計を基に策定し、令

和２７年に７,３００人程度の確保を目指すと定

め、第６次上富良野町総合計画の目標年度である令

和１０年度の人口予測値を８,６５０人、目標値を

９,３８０人として定めたものであります。 

 第６次総合計画においては、その人口目標値を確

保するため、基本計画を策定し、成果指標（ベンチ

マーク）を目標に主要な施策を講じているところで

あります。 

 令和６年度から令和１０年度の後期計画につきま

しては、あくまでも当初の人口目標値に対する計画

であり、大きな変更や修正はないものと考えており

ます。しかしながら、総合計画に基づく実施計画に

おいては、状況に応じて積み上げてまいります。 

 また、人口ビジョンの見直しにつきましては、令

和６年度に策定予定の第３期人口ビジョンにおきま

して見直しを図ってまいりたいと考えており、第７

次総合計画において、町一体となった人口減少対策

に取り組んでまいりたいと考えております。 
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 また、町の個別計画につきましては、上位計画が

総合計画のため、大きく方針転換することはござい

ませんが、人口等の影響のあるものについては、必

要に応じ見直しを検討してまいります。 

 次に、３点目の人口減少に伴い想定している影響

と対処方針についての御質問ですが、人口減少によ

り税収の減少や商業、工業など様々な影響が出るも

のと想定されます。 

 対処方針につきましては、現在のところ持ち合わ

せおりませんが、人口規模に合わせた行政執行につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の今後の駐屯地との関係強化に関す

る方策についての御質問ですが、私が町長に就任す

る前から新型コロナウイルス感染症により、部隊と

町民が接する機会が少なくなっている事態は承知し

ているところです。 

 駐屯地といたしましても、町民との関わりの希薄

化などを危惧しており、本年度は３年ぶりに人数制

限をした中で、飲食を伴わない形で駐屯地記念行事

が開催されたところです。 

 また、富良野地方自衛隊協力会としましても、６

月１７日に防衛講話、８月２９日に学生を対象とし

た合同演奏会の開催、また、本年度より駐屯地と地

域との定例意見交換会を開催し、駐屯地との情報共

有、また、意見交換を深めるなど、徐々にではあり

ますが、町民や地域との交流等をコロナ禍前の状態

に近づけるよう努めているところであります。 

 また、従来から行っていた町民と隊員が接する

様々な行事の開催については、開催場所、運営方法

等の多くの課題がありますが、これまで同様に多く

の町民が隊員と関わり、両者の共存共栄が今後にお

いても変わることなく図られるよう取り組む所存で

ありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ここで、１０分間の休憩と

いたします。 

 再開は２時でございます。 

─────────────── 

午後 １時５１分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） それでは、休憩を解き、一

般質問を再開いたします。 

 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

 町と駐屯地、町民と隊員は、６０数年間にわたり

住民会活動とか町内会活動、また、スポーツや文化

活動を通じて、お互いの立場を尊重しながら、大げ

さに意識し合うことなく、日常生活を送る中で、ご

く自然の中で良好で円滑な関係を保ってきたことは

周知の認めるところだと思います。 

 先ほどの町長の答弁で、６７年の中で経験したこ

とはない大規模で多岐にわたる改編内容を答弁いた

だきました。改編等に伴い、隊員数は、定員ベース

で、令和４年度には約１００名、令和５年度には約

２９０名、総数約３９０名の削減が計画されている

とのことであります。 

 そこで、お伺いしますが、約３９０名というの

は、家族等を含めるとおおよそ何名ぐらいの削減に

なると捉えているのかをお聞きいたしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 定数で３９０名が実人員でどれぐらいかという押

さえは現在のところ分からない、不明と言ったほう

がいいかもしれません。定数ベースで３９０名です

が、実際の移動する隊員の方が何名なのか、定数に

対して充足率、実際に隊員が何人いるのかというこ

と、そして、該当する隊員の方が町内に住んでいる

方なのか町外に住んでいる方なのか、これも分かり

ませんし、仮に移動先がほかの駐屯地内の部隊が転

属先となると、実質定数が減になっても実際の人口

が減らないわけなので、この辺については全く、ど

ういうふうに人口が動くのか、家族も含めて動くと

いうのは全く分からず、とりあえず３９０名という

定数は出ていますが、それに基づいて予想は、しよ

うと思ったらできますが、実際どう動くかというの

は分からないところだと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 私は単純に聞いたつもりな

のですが、約３９０名は定員ベースで減ると。それ

は定員ベースということでお答えいただきましたの

で分かりましたが、では、３９０名は、家族を入れ

ると何名ぐらいになるのですか、それが捉えられて

いればお答えいただきたいと思うのですが、よろし

くお願いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 現段階では、３９０名という定数しか押さえてお

らず、家族の構成がどうなのか、平均して世帯の数

が何ぼなのか、その数字は押さえてございません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 
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 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 分かりましたけれども、こ

のことというのは、人口減少に非常に影響があると

思うので、そうしたときに、ある程度の予測とか、

これからの流れなんかは想定していただくのが、ま

ずは筋かと思うのですが、一般的に言うと、定員

ベースで約３９０名ですから、仮に４００名とする

と、営内居住者が大体半数ということで今まで私た

ちは聞いていました。その約２００名と、あとの２

００名については奥さんとか子供がいる。ですから

２倍して４００名とかで、全体で約６００名は定員

ベースでいるのだなと思っているのですが、その６

００名というのは、これからの基本的数値として、

２項目めの総合計画なんかの中でも、当然出てきま

すし、私たちはこの町で、自衛隊の町ですから、６

００名というのは、これは令和４年度、５年度にお

いて６００名減るともし仮定するならば、非常に大

きな出来事なのだと私は感じています。 

 そういうことで、これが６００名が答えだから、

いいとか悪いという話をするつもりは全然ありませ

んので、ただ、６００名というのは、我が町にとっ

て、１万人の人口の中で本当に本当に大きな数字だ

ということだけここで言わせていただきます。 

 それで、今、令和４年度と令和５年度で、駐屯地

の改編や隊員の削減についての情報は分かりました

けれども、令和５年度以降についての情報をお持ち

でしたら、支障のない限り教えていただければと思

います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 令和５年度までは、現在の防衛大綱に基づいて整

備、削減されてきましたが、それ以降については、

現在、国において策定中の防衛大綱、防衛３文書と

呼ばれる文書が年末をめどに策定されますので、そ

れに基づいて、令和６年度以降の部隊の配置なんか

については出てくるのかと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今のところは分からないと

いうことで、分かりました。 

 いずれにしても昨今の国際情勢だとか国の防衛に

対する考え方を報道等で知る限り、やはり北の守り

から西方重視にシフトするということは明らかだと

考えています。 

 今後においても上富良野町駐屯地が新設部隊が移

駐してきたり、また、劇的に隊員数が増えたりする

ようなことは現状では難しいのではないかと私は

思っていますが、町長は、このような事態をどのよ

うに捉えているか、お知らせください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、今までは北の守りだった

のですが、南西方向にシフトしてきているというこ

とは事実かと思います。そちらのほうが重視になっ

ているのですが、決して北海道が軽んじられている

というわけではなくて、北海道は訓練環境としては

非常に、他に類を見ないほど訓練環境がよい地域で

すので、北海道の重要性は、総体的には南西方向に

シフトしましたが、総体的には下がったように見え

ますが、絶対的にといいますか、北海道の重要性自

体は変わっていないと認識しております。 

 また、北海道に来る隊員といいますか、部隊とい

いますか、陸上自衛隊全体で定数というのが決まっ

ておりまして、充足率はなかなか思うように、リク

ルートといいますか、新隊員が確保できない状況だ

ということは耳にしております。北海道だけではな

くて、全国的に新隊員募集が厳しい。そんな中で、

北海道の定数と実人員の間に差があって、本当は充

足したくても充足できないという状況があるのかも

しれません。そういった意味では、なかなか劇的に

上富良野だけが隊員が増えたりするというのは非常

に難しいことかもしれませんが、それはそれ、町の

希望としては希望ということで、町は駐屯地の現状

維持、規模堅持を希望しておりますので、それは、

国のほうにしっかりと伝えていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今、町長から答弁いただき

ましたけれども、やっぱり上富良野町の歴史を考え

ると、町の発展、それから持続を考えるときには、

今後も上富良野駐屯地の縮小は絶対阻止しなければ

ならないのではないかと考えています。 

 そういう意味で、現実を見極め、町長として、町

のトップとして、この事態を重く受け止めていただ

いて、今後のまちづくりにどのように対処していく

おつもりなの、もう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 先ほどもちょっと述べましたが、自衛隊の駐屯に

よって人口、特に若い人たちの数が確保されている

のは、そのとおりだと思います。自衛隊が縮小され

ていくことについては、上富良野にとって、商業と
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かいろいろな面で影響が避けられないというか、部

隊の数が減ってしまうと人口が減って、いろいろな

ところに影響が出てくると思いますので、先ほども

述べさせていただきましたが、中央に、国に対して

はしっかりと要望、お願いをしていきたいと。 

 ６７年の私たちの先輩が築いた良好な関係という

のは、国のほうではかなり認識されておりますの

で、その辺を御理解いただいて、ぜひぜひ影響を考

えてほしいということは訴え続けていきたいと思っ

ております。 

 もう一つ、北海道は訓練道場として非常に活用さ

れておりまして、毎年本州の部隊なども上富良野演

習場を使っておりますので、そちらの隊員の方にお

きましては、町内の商業施設なんかで買物等をして

おりますので、上富良野町以外の自衛隊の方に関し

て、うまく経済的な効果が得られるような施策なん

かも十分考えていかなければならないのかと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、２項目めに移り

たいと思います。２項目めにつきましては、上富良

野町総合計画等に関することをお聞きしたいと思っ

ています。 

 まず、上富良野町の人口は約１万人強でありま

す。町の最上位計画の第６次総合計画では、今から

６年後の令和１０年には目標値が９,３８０人、そ

して第２期の人口ビジョンでは、２３年後になりま

すが、令和２７年には、町独自推計で約７,３００

人程度の人口を確保するという計画になってござい

ます。 

 まず、町長にお伺いしたいと思いますが、このた

びの駐屯地の改編等によって、町の人口に大きな影

響があると考えますが、目標年次に９,３８０人、

それから７,３００人確保は可能と考えているの

か、お聞きいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 確保を目指すということで、実際にできるかどう

かというのは、不確定要素があって分かりません

が、一応計画では、それを目指すということで、目

標値は、総計では９,３８０人を目指す、そのため

にはどういう施策を打つか、９,３００人の人口が

いることで、こういうことをやっていきますという

計画になっておりますので、人口が減ってもといい

ますか、特に今回の駐屯地のこともありますけれど

も、この９,３８０人というのは、目標として変わ

らない数字と認識しております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今９,３８０人は目標とし

て変わらない。それは、今までの立案した当時の数

字なのですが、今、令和４年度、令和５年度で自衛

隊の定員ベースで３９０名減ると、こういう事態に

なってもこれらは変える必要はないし、間違いなく

そこら辺は確保することが可能だと。今、変化が起

きたのですが、この変化はそんなに影響はないとお

考えなのかをお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 総合計画は、将来の人口が予測値では８,６５０

人、目標値が９,３８０人ということで、予測値に

基づいて目標値を定めたわけで、それがどうなるか

ということが計画の目的ではなく、そういうふうに

目標として設定して、それに対して、人口は９,３

８０人ですけれども、そのほか福祉とか教育とか、

９,３００人をベースに絵を描いていますので、そ

の絵に向かってこういう施策をしていきますという

計画の立て付けになっておりますので、９,３８０

人という数字は目標値で、多少増えたり減ったりは

あるのかもしれません。目標値に向かって達成でき

るのか、上下のぶれはあると思いますが、計画自体

は、そういうことではなくて、令和１０年のそうい

う姿に向けてどうやっていくかという計画になって

おりますので、数字自体、９,３８０という数字自

体はそのまま置いておいても問題ないと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ９,３８０人と立てた時代

と全然、今、部隊の改編やなんかがあって変わった

と思うのです。そして、９,３８０人を想定したの

も、合計特殊出生率を、当時の１.６６を１.８にす

ると。そのため、１.６６を１.８にするから、そし

て転出を抑制して転入を増加させる。だから９,３

８０人を確保しますという話だったと思うのです。

それが今、１.６６を１.８にするということ自体

も、今の状況を見るとすごい大変なことだと私は

思っています。そのときに人口やなんかが急撃に下

がっていったときに、これからのまちづくりに大き

な大きな影響があると思うので、そういう認識を私

は町長には持ってもらいたいと思っていますが、御

答弁をお願いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 人口減については危機感を持ってまちづくりに取

り組んでいく所存でございますが、それと計画の整

合性なのですが、計画は計画で、特に総計なんかは

９,３８０人という具体的な数字が出ていますが、

実際の中身は、人口の上下で影響されるようなこと

は余り、中身を見てみたら、９,３８０人が多少上

下しても変わらないような内容になっております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ちょっと私の感覚と違って

いて、私は非常に今回の部隊の出来事やなんかは危

機感を持って見ています。そして将来のまちづくり

に大きな影響を受けるだろうなというふうに思って

いますので、３項目めでも質問をしましたが、人口

減少に伴っての影響なんかは結構あると思うのです

が。 

 ３項目めに移りますが、町長は、先ほどお答えい

ただいたのは、商業だとかいろいろなことに影響は

あるのだというようなことでお答えをいただきまし

たが、対処方針についてというか、その前に、その

ほかの影響はあると町長が思われているのは、どの

ようなことがあるのか、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 答弁書に書かせていただきました商工業など様々

な影響が出ると。そのほかは、マンパワーの部分

で、ボランティアですとか、退職自衛官の方がいろ

いろ福祉ですとか、地元の商工業の雇用の関係、求

人、人手不足がさらに一層拍車をかけるのではない

かと、マンパワーの部分は心配しております。 

 あとは、まだまだ分からない部分も、気づかない

部分もあると思いますが、人口が、特に駐屯地削減

に係る人口減は非常に我が上富良野においては、議

員おっしゃるとおり非常に大きなインパクトという

か、影響はあるのだろと、それは認識しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 若干戻るのですが、先ほど

総合計画のところで、第７次の総合計画で、町一体

となった人口減少の対策を行う。第７次ということ

は６年後です。それまでは人口減少対策はやらない

というのか、それとも第６次総合計画のまちづくり

の主要課題では、最重要課題は、町一体となった人

口減少対策をするということが最重要課題で、それ

に基づいて５項目の分野別の目標が書かれているの

ですが、今現在、減少対策は全然やられていないと

認識してよろしいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 今、人口減少対策、過疎対策をしていないという

わけではございませんで、今やっている対策を、も

ちろん自衛隊の今回の削減に関しまして、人口が減

れば、当然今の対策を強化していきます。今までど

おり、人口減少は、非常に上富良野、小さい町に

とっては重要な課題と認識しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、３項目めのとこ

ろですが、いろいろな影響がある。だからまちづく

りをしているところでも影響がある。 

 例えばの話なのですが、今、令和７年度に向かっ

て町立病院を建てています。今までは人口が１万人

いました。今回、先ほど言いましたけれども、関連

する人口やなんかが６００人とか７００人減ったと

き、約１割近い人が減ったとき、町が今、町立病院

を建てようとしている計画から、経営状態が結構見

直しもかけなければならない。そういう影響もある

のだと私は考えます。そうした場合、令和７年、今

のところ止めることはできないのかもしれないけれ

ども、町立病院の規模やなんかを縮小するだとか、

経営改善のために縮小するということも検討しなけ

ればならないことではないかと私は考えるのです

が、これは例えば話で申し訳ありませんけれども、

町長はどのようにお考えになりますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ６００人減という数字は、議員の予想している数

値だと思いますが、全くそれについては町としては

予測もできないのですが、例えば、今、中澤議員が

おっしゃったとおり、６００人減った場合は、町立

病院の経営なんかに多少なりとも影響は出ると思い

ます。 

 ただ、現段階においては、予想といいますか、全

く分からない状況で、おっしゃるとおり６００人と

か８００人は減るかもしれません。そういうことは

我々も頭の片隅には、考えておりますが、全く予想

ですので、その人口減少が確定値ではないというの

が、なかなか施策に反映しづらいといいますか、最
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悪の事態は念頭に置きながら、行動にはなかなか、

具体的な施策には移しづらいのですが、それは影響

があるのだろうなと思っておりますし、実際、人口

が減っていけばいいのですが、減っていくまでの間

に十分予測といいますか、全く無策で場当たり的な

ことをやるわけにはいきませんので、ある程度は幅

を持ちながら、そういうこともあるのだろうという

ことを想定しながら、今後は施策を進めていかなけ

ればならないのかと感じております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今いろいろなところに影響

が出ますよねというお話の中で、町立病院の例え話

をさせていただきましたが、私が考えるのは、例え

ば認定こども園、それから学校だとか、そういうも

のもかなり影響を、３９０人の定員ベースの減で起

きてくると思います。例えば年間７０人ぐらいしか

生まれなかったら、３５人学級で２クラスでいいの

です。２クラスといったら、西小が要らないとか東

中が要らないということではなくて、上小だけで間

に合う人数になってしまう。そうなると教員数も

減ってきますし、認定こども園の先生方の働く場が

なくなって減ってきます。そういう現状というか、

想定をしながらまちづくりをしっかりと進めていた

だきたいなというのが私の、いろいろなところに影

響が及んできますよね。だから、自衛隊のそういう

情報が入った時点で、役場の庁舎内で各課長会議な

んかで、それぞれの部署からどんな影響があるの

か、それをどう対処していくというようなことはス

ピード感を持ってやってほしいなと考えています

が、町長の考えをお聞きします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 なかなか仮定の話に基づいて、お互いにやり取り

してもなかなかかみ合わない部分もあると思います

が、町としては、町長としてもそうなのですが、そ

ういうことは計画や実行には表しづらいのですが、

そういう最悪の事態も念頭に置きながら今後は町政

をしっかり進めていかなければならないという思い

は持っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今の答弁で、確認しておき

たいのですが、定員ベースで３９０人減というのは

仮定の話なのですか、本当に令和４年度、５年度そ

うなるのですか、そこら辺をしっかりとお願いしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたします。 

 定数は仮定ではございません。人口減は、今の時

点では不確定要素があって分からないというのが事

実だと思いますが、町としても、議員おっしゃると

おり６００人、８００人というのもあり得ますの

で、その辺は注視しながら今後は施策の遂行に努め

てまいりたいということで、御理解願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、４点目に移りま

す。 

 コロナの影響やなんかで部隊との関係が非常に希

薄になってきているというようなことで御答弁いた

だきましたが、本年度から定例の意見交換会とかを

やっているのだという答弁をいただきましたが、そ

れはどのような中身で、どのような参加範囲でやら

れたのか、もし差し支えなかったら御答弁いただき

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 駐屯地と地域との定例の情報交換会は、駐屯地の

司令と富良野地方の自衛隊協力会、６市町村の首長

が集まって情報交換をする。しかも上富だけではな

くて、各会員の市町村を順番に回って、３か月に１

回やろうということで、今年の第１回は上富良野か

らスタートさせていただきました。 

 特に、何かの話題について、解決について協議す

るという場ではなく、あくまでも情報交換というこ

とで、まず自治体と駐屯地の距離を、コロナがあっ

て距離感も、特に上富は駐屯地がありますが、それ

以外の市町村については希薄になっているので、そ

れらも含めて、富良野地方の自衛隊協力会の市町村

と駐屯地の緊密な連携を図るために、今年から新た

に始めた情報交換会です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今までずっと陸上自衛隊上

富良野駐屯地の特徴として、駐屯地の幹部異動等に

伴う歓送迎会等の実施をしてきたと思います。これ

が部隊との関係強化にもつながったと思いますし、

また、そこに参加する者同士の親睦・交流の場にも

なったり、また、町の経済への波及効果も計り知れ
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ないものがあったと考えています。 

 私が知っている限りでは、この事業などは、私の

記憶にあるのは、最低でも５０年以上も前からやっ

ていたと考えていますが、いろいろな諸条件がある

と思いますが、町長は、歓送迎会的なものを今後ど

のようにしていきたいと考えているのか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 歓送迎会につきましては、長い歴史があります。

状況が許せば私もぜひ再開してほしいと願っており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） そういうこともすごく大切

なのですが、さきにも述べましたけれども、私は町

と自衛隊、隊員と町民の皆さんとの関係は、特別構

えることなく、ふだんの日常生活の中から関係が深

まるものと考えています。町内会だとか住民会活

動、それから、教育委員会サイドになるかもしれま

せんが、文化・スポーツ活動などを通じて、隊員と

町民、それから部隊と上富良野町がいい関係を結べ

ればいいなと思っていますが、町長のお考えをお聞

きします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私もそのような関係がコロナ前までは築けていま

したし、今、残念ながらコロナの影響で築けていま

せんが、今後、状況が許せば元どおり、アフターコ

ロナといいますか、ウィズコロナのときに再び駐屯

地との関係が昔どおりに、今、決して仲が悪いとい

うわけではありません。たまたまコロナの影響で機

会が奪われたというだけで、状況が元どおりになれ

ば、またそういうものが復活してほしいと、良好な

関係をまた築いていけるのではないかと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） また、大切なのは、若い隊

員との交流を深めることによって、町の活性化と

か、それから若い方たちの勤め先だとか、いろいろ

なこと幅が広がってくるのだと考えています。それ

は、例えば若い方たちとの交流ですから、スポーツ

イベントとか文化活動だとか、また、いろいろなイ

ベントなんかへ隊員たちも参加していただいて、交

流を深めていくということが行われるといいと私は

考えますが、町長のお考えをお聞きします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私も同じく、若い隊員が昔のようにイベントに

戻ってきてくれればいいと思っております。それ

も、今後、コロナの感染が一段落すればきっと行動

も自由にできて、そういうときにイベントとして、

飲食なんか、若い人が参加しやすいイベントなんか

を心がけて、元のようなにぎやかな上富に戻ってい

ければと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 駐屯地と町の共存共栄を図

るためには、やはり町も隊員募集だとか、それから

定年退官者の就職先のあっせんだとか、それから若

い隊員たちが途中で辞めた人たちへの就職援護だと

か、そういうようなことをお互いがしっかりと、そ

の立場でやるということも大切だと考えています。 

 よく聞かれるのですが、陸上自衛隊上富良野駐屯

地がなくなって、陸上自衛隊富良野駐屯地になるの

ではないかという、そんなうわさも聞くことがあり

ますので、町長には、これからも駐屯地と町の共存

共栄のため最大限の努力を払っていただければと考

えていますが、町長の力強いお言葉を。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 質問の最初のほうの募集とか援護のほうは、コロ

ナの影響はさほど受けていないのかなと思います

し、それらについては、以前と変わらぬように、募

集、援護のほうは協力してきましたし、これからも

していきたいと思っております。 

 上富良野駐屯地に対する上富良野町の駐屯地を支

えるといいますか、国防に関しては国のことなの

で、全く町の関わることではないのですが、そこに

携わる隊員の方が上富良野にどうしたら住んでもら

えるか、その辺の施策については、町が積極的によ

いまちづくりに心がけて、駐屯地の隊員がどんどん

住んでもらえるような、遠くからでも移住してきて

もらえるような、駐屯地の移動なんかを含めて、上

富良野に来たいという人が全国に増えるように一生

懸命、我々のできることを頑張っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、６番中

澤良隆君の一般質問を終了いたします。 
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────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時４２分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、誠に御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和４年第４回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 本日の一般質問は、２名の議員となっておりま

す。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から、閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申出がありました。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

    ９番 佐 藤 大 輔 君 

   １０番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、３番髙松克年君の発言を許します。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） さきに通告してあります２

項目１０点について、町長、教育長にお伺いいたし

ます。 

 １項目め、日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴ

ン」について。 

 本年９月２日、防衛省は１０月１日から１４日ま

での日程で、日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴ

ン」の概要を発表しました。 

 沖縄の米海兵隊のＭＶ－２２（オスプレイ）６機

を含み、事故の多いＣＶ－２２（オスプレイ）も含

まれる可能性も示されました。その演習の中に、上

富良野演習場が含まれていることも明示されまし

た。しかし、演習の内容については示されることな

く、オスプレイの飛行経路も示されていない状況の

下で演習となったが、町はどのように対応したかを

お伺いいたします。 

 １、住民への周知について、該当する市町に比べ

て非常に少ない感があるが、住民の安全をどのよう

に守るつもりだったかをお伺いいたします。 

 ２、共同訓練の内容、演習場の使用方法、近隣地

域への飛行についてはどのように示されていたのか

お伺いいたします。 

 ３、実際の訓練において、飛行騒音は、初めて防

衛施設局からの出向により記録されていたが、オス

プレイ、ヘリコプターの騒音記録は示されているの

かをお伺いいたします。 

 ４、今回も他国で２機事故を起こしているオスプ

レイに対して、演習前に使用を待機していた経過も

ありましたが、このオスプレイが横田から日帰りで

上富良野と別海へ来ました。これに対して、どのよ

うな受け止め方をしているかお伺いいたします。 

 ５、演習場外で夜間、米軍のヘリコプターが２時

間近く平野部で飛行していたが、騒音の記録はある

のかをお伺いいたします。 

 ６、訓練１４日間のうち、上富良野町に１０日

間、延べ３２回オスプレイが飛来したとあります

が、演習場近隣では、住宅の上を通過し旋回したこ

ともあり、自衛隊とは音、行動にも大きな違いを知

ることになりました。このまま米軍の来る地域にな

るのか、そのとき町の対応はどのようになるかをお

伺いいたします。 

 ２項目め、部活動地域移行への取組について、教

育長にお伺いいたします。 

 部活動地域移行への経過として、学校の働き方改

革があり、運動部活動の在り方のガイドラインが平

成３０年に示されるときに始まっています。それに

よる中教審答申を経て、令和２年９月、部活動改革

が示され、部活動改革の加速化が進められ、令和５

年、土日の休日における部活動の地域活動移行が決

定されています。 

 今後、３年後、令和７年度末まで集中改革期間と

して、具体的計画策定が必要とされています。部活

の地域活動としての実施に向けて実行していくに

は、地域の知恵を集積していくことが重要とされて

いるが、教育長の考えをお伺いいたします。 
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 １、国が示している令和５年度の土日の部活指導

者の確保が地域移行に重要とされているが、地域に

おいては、人材の確保はできるかをお伺いいたしま

す。 

 ２、部活動の地域移行により、部活の経費拡大が

考えられますが、この費用が参加する生徒の負担増

にならないよう学習の一部と捉えていることからも

自治体予算措置が必要となるが、これをどのように

考えているかお伺いいたします。 

 ３、部活動の休日指導に地域のスポーツ愛好者、

スポーツ団体の指導者等に参加を促し、また教育委

員会の適切な運用の下で兼職、兼業許可を受けた教

師の参加を求めることも示されていますが、どのよ

うに考えているかお伺いいたします。 

 ４、この改革により人材確保ができないために、

中学生の本来のスポーツ、文化活動に親しむことが

できない生徒が出ることがないように、学習の一部

としての意味をもつ部活動の縮小に至らないような

十分な配慮が必要と思うが、考えをお伺いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの日米共同訓練についての６点の

御質問にお答えいたします。 

 日米共同訓練につきましては、陸上自衛隊及び米

海兵隊部隊が、それぞれの指揮系統に従い、共同し

て作戦を実施する際の相互連携要領を実行動により

訓練し、日米の連携強化及び共同対処能力の向上を

図ることを目的に、１０月１日から１０月１４日ま

での１４日間実施されたところです。その共同訓練

の一つとして、オスプレイによる人員と物資の輸送

訓練が、陸上自衛隊丘珠駐屯地等を拠点として、上

富良野演習場を含む道内５か所の演習上に飛来、離

着陸が行われたところです。 

 まず、１点目の共同訓練の住民周知についての御

質問ですが、オスプレイの飛行訓練概要について

は、北海道防衛局により、訓練実施の前日の夕方に

情報提供があったところですが、その情報は、あく

までも気象状況または訓練状況により変更が生じる

可能性があるものであったことを御理解願います。 

 そのような中で、町では共同訓練前に、防災無線

により情報提供等について２回住民周知を図った上

で、訓練実施期間中においては、北海道防衛局の情

報を町のホームページ及びＳＮＳにより周知を行っ

たところであります。 

 また、オスプレイの飛行訓練については、上富良

野演習場で実施されるのは初めてのことのため、北

海道防衛局に対し、オスプレイの飛行については、

住宅密集地を避けるなどの安全確保の徹底、周辺住

民の生活環境や酪農家の営農に影響を与えないよ

う、深夜、早朝を避けるなど、飛行時間帯について

配慮することなどを要請してきたところです。 

 なお、訓練時においては、住宅密集地は避けた飛

行経路で訓練を行っており、今後も安全対策を講じ

た訓練実施を要請していきますので、御理解をお願

いいたします。 

 ２点目の共同訓練の内容等がどのように示された

のかという御質問ですが、まず初めに、北海道防衛

局より道内５か所の演習場、または駐屯地等で日米

共同訓練実施をするとの説明があったところであり

ます。訓練実施日が近づくに当たり、上富良野演習

場が候補地の一つであること、また訓練内容には、

オスプレイの飛行訓練が行われる可能性があること

などの情報が示されたところであります。また、訓

練概要やオスプレイの安全性についても同じく説明

を受けており、その内容については、町のホーム

ページを通じて住民周知を行ったところでありま

す。 

 また、上富良野演習場での訓練内容、飛行経路等

については、町には特段示されなかったところであ

ります。 

 ３点目の飛行騒音の記録についての御質問です

が、上富良野演習場でのオスプレイ飛行訓練は、前

例がないことにより、地域住民に与える影響につい

ては想定できないことから、騒音測定を実施するこ

とを北海道防衛局に要請してきたところでありま

す。なお、騒音測定につきましては、北海道防衛局

において共同訓練期間中、役場駐車場においてオス

プレイの飛行訓練に合わせ行い、その測定結果につ

きましては、１１月７日に情報提供があり、騒音レ

ベルの最大値は、１１月１１日に７０.６デシベル

を記録したことの報告を受けております。また、今

後、オスプレイによる飛行訓練が実施される場合

は、演習場付近で測定することを要請しております

ので、御理解をお願いいたします。 

 ４点目のオスプレイの安全性についての御質問で

すが、本訓練前にオスプレイが飛行停止との新聞報

道等があるなど安全性に危惧しておりましたが、訓

練実施に当たり、ＣＶ－２２の機体の安全性に係る

技術的課題は存在せず、飛行再開に問題はないとの

防衛省の見解などについて、北海道防衛局に説明が

あり、その内容については、町のホームページに掲

載したところであります。 

 ５点目の夜間の騒音記録についての御質問です

が、今回、夜間帯に飛行した機体については、オス

プレイ以外の米軍ヘリコプターであり、今回の測定
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調査については、オスプレイの騒音測定を行ってい

るため、他の飛行の騒音測定は行っておりません。 

 ６点目の今後の共同訓練実施についての御質問で

すが、町では、今後共同訓練が実施されるかは現段

階においては承知しておりませんが、仮に実施され

る場合においては、地域住民の安全・安心の確保は

もちろんのこと、国の責任において万全の安全対策

を講ずることを国に対し要請していますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番髙松議員の部活動地

域移行への取組について、４点の御質問にお答えい

たします。 

 中学校の部活動につきましては、昨今の少子化の

進行による部活動の在り方とともに、部活動を指導

する教師の業務負担が課題に掲げられ、学校と地域

が協働、融合した形での地域における部活動環境整

備の検討が国などにおいて進められております。 

 部活動の地域移行につきましては、将来にわたり

生徒が文化、芸術、スポーツ活動に継続して親しむ

ことができる機会を確保するため、速やかに部活動

改革を取り組むことが重要であるとされ、生徒の自

主的で多様な学びの場としての教育的意義を継承

し、発展させるためにも、新たな仕組みを創出する

ものであります。 

 今年の１１月には、スポーツ庁、文化庁から学校

部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す

る総合的なガイドライン案が示され、北海道におい

ても、北海道における部活動の在り方に関する方針

を踏まえ、北海道部活動の地域移行に関する推進計

画案の素案の策定が進められており、推進期間は令

和５年度から７年度までの３年間と示されたところ

であります。 

 今年度の上富良野中学校の部活動の状況としまし

ては、スポーツ７部、文化３部の１０部に２２８名

の生徒が加入し、活動しております。また、学校部

活動ではなく、地域のスポーツ団体等に所属し活動

している生徒は、９名であります。 

 まず、１点目の地域における人材確保についてで

すが、部活動の地域移行に向けて、町のスポーツ協

会と文化連盟とは情報共有しているところでありま

すが、具体的な人材確保まで見通せる状況には至っ

ていないところであります。今後、少年団活動の指

導者や町内の競技経験者など、指導者の成り手とし

て広く人材を求める必要があるとともに、場合に

よっては、富良野圏域及び圏域外も含めて、関係機

関、団体、民間事業者の活用も検討しなければなら

ないと考えております。 

 次に、２点目の部活動地域移行に伴う費用負担に

ついてですが、現在、部活動は、学校教育活動の一

環として実施されており、指導員である教員の人件

費は、北海道教育委員会が負担し、大会出場経費や

準備の一部は、町の学校教育費で負担しておりま

す。また、保護者負担については、中学校では部活

動育成会費のほか、部活動ごとに活動費を負担して

いただいております。 

 ただし、部活動は、学校指導要領による教育課程

には位置づけられておらず、あくまでも生徒の自主

的、自発的な参加により行われる学校管理下の課外

活動であることを御理解いただきたいと思います。 

 今後、地域移行となった場合においても、部活動

がスポーツや文化を親しむと同時に、学年や学校を

超えた人間関係の構築を図る場となり、多様な学び

や経験の場として教育的意義の高いものであること

に変わりはありませんので、費用負担に関しまして

は、新たな制度構築の上で検討すべきものと考えて

おります。 

 次に、３点目の地域人材の活用と教員の兼業につ

いてですが、地域のスポーツ、文化愛好者や団体指

導者の協力は、ぜひともお願いしたいところであり

ます。また、部活動指導に意欲を持っている教員に

は、地域の一員として参加を求めることも検討した

いと考えております。 

 次に、４点目の部活動の縮小についてですが、近

年、生徒数の減少や教員の働き方改革、部活動ガイ

ドライン等により、地域移行にかかわらず縮小傾向

にあり、一部では部活動を維持することが難しい実

態も伺っております。 

 今後においては、このような現状を踏まえ、様々

な課題に対しまして、学校及び保護者、関係団体等

を含めた検討機会を設けながら、部活動の地域移行

が中学生の文化、芸術、スポーツ活動の妨げになら

ぬよう検討してまいりますので、御理解を賜りたい

と存じます 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） このオスプレイが地元の演

習場で演習をするということは、本当に初めてなこ

とで、地域住民としても非常に心配をしていまし

た。しかし、その周知の方法ですけれども、他の地

域と比べて、非常に少ないように思われます。ほか

のところで、例えば鹿追町の例なんかですけれど

も、やはりオスプレイが来るということを事前に、

前日に知らされていて、そのことを受けて、町の職

員が然別演習場の近隣の酪農家へ直接被害が起きな

いように事前に通知するとともに、その当日につい

ては、その酪農家の家に行って、どのような状態に

なるか、牛の状態などを観察したりとか、かなり住
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民に添ったというか、住民に近いところでの監視活

動を続けていたということなんかもあるわけです。

また、別海町の矢臼別では、最後の日だったのです

けれども、予告なしに計根別場外着陸場に着陸する

ということが知らされて、残念ながら、それは地域

の住民の人たち、この地域、計根別もその場外とい

うのはかなり離れたところにあって、酪農家の住ん

でいるところなんかにも近いエリアにあるというふ

うに話は聞いています。それで、そのことに対して

周知できなかったことを、１９時に、役場では発信

して、皆さんに今回周知できなかったことについて

申し訳なかったというような発信をしているという

ようにも聞いています。また、札幌市においても、

丘珠の飛行場のところにある駐屯地ですか、それで

書いているのですけれども、毎日、ここはＭＶが主

だったのですけれども、各演習に出かけるところの

全てについて、やはり住民周知ということも含めて

ですけれども、札幌市内全域に発信しているという

ようなこともあり、今回、どのような方法で毎日知

らされてきた予定を、ここにも書いてありますけれ

ども、ホームページとかＳＮＳですか、それで知ら

せたというふうに言っていますけれども、このほか

にどのような方法で、細かいそういう地域住民に

添った周知をしたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 ホームページ、ＳＮＳのほかは、担当の職員が当

日現場のほうに出向いて、様子等、監視等含めて職

員を派遣したところであります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 現場へ出かけた人なんか

も、しっかりオスプレイが来ることが確認できてい

たのかどうかというのも不明なのですけれども、そ

れは毎回、知らされている状況の中でだと、延べに

にして３２回、新聞報道なんかにもありましたけれ

ども、上富良野は飛来しているというところでなの

ですけれども、どれぐらい、３２回発着したという

ことも含めてですけれども、それを捉えていたのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ３番髙松議員の御質問

にお答えいたします。 

 新聞報道等によりますと、３２回飛来したという

ような報道を受けているところですが、防衛局から

の情報といたしましては、飛行経路、飛行時間帯に

ついては、特にこちらのほうには知らされていない

状況です。そのようなことから、回数的には、

ちょっと、３２回、全部は行っていないのですけれ

ども、その飛行するという日時に合わせまして、随

時職員を派遣して監視していた状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、何回オスプレイが

来ているというのを職員はというか、その出かけて

いった人は見ていたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 監視してオスプレイの確認の回数は、記録は取っ

てございません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、何ていうか、この

住民に周知できたというふうに捉えられるのかどう

か。例えば、そこでどういうような事態が起きてい

るかも確認もできていない、また、例えばこの中に

もありますけれども、オスプレイに対しての飛行

に、酪農家の経営に、営農に影響を与えないよう

な、深夜、早朝などを避けるなどということを書か

れていますけれども、酪農家にとっては、夕方と早

朝はあれですけれども、深夜は別に、何ていうか、

牛たちも大体が小屋の中に入っているような状況な

ので、まして今回のような時期であれば、外に出て

いる牛はそんなに多くはないのかな。ただ、肉牛の

農家だと、フリーバーンという自由にしている小屋

でいますから、それが何かの拍子で驚いたりする

と、ほかの牛に壁や何かに押しつけるというような

ことも起きる可能性はあるのかなということも考え

るのですけれども、そういうことについてもどうで

すか。確認というか、できているのでしょうか。起

きていなかったか、起きていたかということ。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ３番髙松議員の御質問

にお答えいたします。 

 酪農家の状況ということで、特段、私どものほう

には、そういうような事象が発生したという事実

は、こちらのほうには御連絡来ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 知らせてきたのと、先ほど

言ったように、鹿追町のように、出かけていてどの

ような状態になるかということを見ていることと
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は、全く意味が違うと思うのです。残念なのですけ

れども。そういうことで、対策をどういうふうに将

来について立てていくかということなんかも含め

て、どのように考えているかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 オスプレイについては、上富良野演習場に来るの

は初めてということもありまして、また防衛局のほ

うからは、事前に、前日の夕方連絡が来て、当日は

来るかどうか分からない、そういう状況の中でだっ

たわけなのですが、いろいろ今、髙松議員の御指摘

のとおり、鹿追町、別海、丘珠の状況を伺いまし

た。住民に寄り添う、酪農に対しては、その影響を

しっかりと職員が見るということは、非常に重要な

こと、大切なことかなというふうに、今、改めて考

えておりますので、今後は、住民の不安にならない

ようにといいますか、住民の方、酪農の方に寄り

添った監視、情報の発信に、今回のことを教訓にと

いいますか、参考に進めていきたいと、このように

考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、また、訓練時に

は、住宅密集地は避けた飛行経路で訓練を行ってお

り、今後も安全策を講じた訓練実施を要請していき

ますということですけれども、今回、残念なこと

に、非常に我々も見ていて遺憾だと思うのは、オス

プレイが住宅の本当に真上と言っていいと思うので

すけれども、そこで旋回する、それとか、あとここ

にも書いていますけれども、夜間訓練の飛行を、

我々の、自分の住んでいるところから見れば、平野

部ですから、西中も入るかもしれないし、新町なん

かも入るだろうと思うのですけれども、富原なんか

も。その飛行、飛来、我々が平地と言ったのですけ

れども、そこで夜間およそ２時間、これはここにも

書いてあるとおり、米軍のオスプレイではなくて、

戦闘のヘリだと思うのですけれども、前日はそのヘ

リは、どこをどういうふうに経過してこの近くにい

たのかは分からないのですけれども、それらについ

ては分からないのですけれども、何せ夕方、２時間

ぐらい、何回も旋回するのです。多分、見ている感

じでは、２次旋回だったと思うのですけれども、あ

る程度の高度が高くなると、どこを通っているかは

分からないのです。けれども、高度が下がってき

て、我々の見れる範囲内ですか、に入ると、ランプ

が、赤いランプと緑か青のランプがあるのですけれ

ども、それが見えるので分かるのです。それで、大

体それぐらいの時間飛行しているようなこともあっ

たりして、この住宅の密集地を避けていれば、飛行

していいかどうか、農家の本当に真上を飛んでいる

ような、我々が見ている範囲内では見えた。それぐ

らいのところを飛んでいるのです。決して、高度は

高くないのです。高くなると、私たちには、そのラ

ンプは見えないのです。ある一定の高度、お互いに

ヘリとヘリが間隔を取ったりするために横には見え

るけれども、下からは見えないようなランプの装置

にはなっているのかなというふうに感じたのですけ

れども、そういうことを含めて、非常に危険なこと

だと思うのです。ちょうど時期としては秋ですか

ら、収穫の終わったぐらいの感じなのですけれど

も、そんなところでそのようなことが行われている

ことに対しては、どういうふうに感じているかお伺

いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 住宅密集地を避けて飛行したわけなのですが、そ

れでも住宅が点在しているところは通ったわけだと

思います。演習場に着陸するには、どこかを通らな

ければならない。密集地を避ければいいのかという

御質問ですが、決してそういうことはなくて、やむ

を得ずそこは通っているかと思います。その場合で

も、急旋回や高度が低いと、住民の方が非常に不安

に思うと思います。あと、オスプレイに関係なく、

オスプレイ以外のヘリコプターも、夜間に２時間そ

のような訓練があると、住民の方が非常に不安に思

うと思いますので、そのあたりは日米共同訓練につ

いて住民が不安に思った点ということは、しっかり

と防衛局に伝えていきたいと考えております。 

 以上です 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それに続いてですけれど

も、演習場でですけれども、演習場でどのような訓

練が行われていたかも地元の町としては全く知らな

いことでは、これ済まされるのかなというようにも

思うのですけれども、どのように、どのような訓練

が行われていたか周知はしているのかをお伺いした

いと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 上富良野演習場での訓練内容、飛行経路等につい

ては、特段示されておりません。それについて、住

民がどのような訓練が行われているのか、飛行経路
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についても、引き続き、これは事前に明らかにして

ほしいということは、これも防衛局にしっかりと伝

えていきたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、実際に演習場で、

どのような飛行訓練を行われていたかということに

も、認知してないということでよろしいのでしょう

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 飛行訓練、内容については一切公表されてはござ

いません。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、実際に演習がある

ということを、演習というか、飛行訓練があるとい

うことを聞いて、町の職員が出かけていって、実際

にも全く見ていないということなのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 オスプレイが飛行しているというのは、もちろ

ん。肉眼で確認できますが、それが着陸してどうい

う訓練だったかというのは、演習場の近くに行かな

いと分かりませんし、もちろんそこを、演習場の中

は入れませんので、訓練内容については確認できて

ないところです。 

以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 遠目でも見るということは

可能だったのかなと思うのですけれども、それらに

ついても認知していないというふうな考えでよろし

いのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 双眼鏡等を使って監視ということだと思うのです

が、それは行ってございません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それと、演習場で行ってい

た訓練の中に、先ほど言った戦闘のヘリなのですけ

れども、それがやっていた訓練を垣間見ることがで

きたのですけれども、それは、見ていないというこ

となので話しておきたいと思うのですけれども、富

良野岳のほうに旭岳というのがありますよね、独立

して。それと演習場と町の町有林との間でヘリが降

下するというのですか、旭岳のかなりのいいところ

から演習場に降下してきて、そして町の町有林があ

りますよね、ベベルイ川の端に。あそこを今度は急

上昇して上がってくるのです。そして、町有林の平

らなところで旋回して、もう１回また向こうに回

る。それをもう、先ほど言ったように、大体２時間

ぐらい続けていました、一番最後の日だったのです

けれども。そういうような訓練をやっていること、

音もしているし、我々もどうしてこんな長い間ヘリ

の音がしているかということで行ってみたような状

況にありますけれども、そういう訓練を、演習場内

だけでやはり収めていく方法を取らないと、それを

どんどんどんどん拡大していく、先ほど言ったよう

に、平野部まで来てでも旋回するというようなこと

を今後も行っていくつもりか。それを許容していく

つもりなのかをお伺いしたいと。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 今後の訓練についても、日米共同、米軍にかかわ

らず、自衛隊の訓練もそうですが、訓練内容につい

ては国防に関わることで、なかなか町が決めること

ではないのですが、特に騒音等、住民が不安に思う

ような、感じるような行動については、これは今回

の日米の共同の訓練にかかわらず、演習場周辺の方

に御迷惑、御不安を与えないような、そういう方策

を今後も引き続き防衛局、これも防衛局なのです

が、お伝えしてお願いするということは、今後も引

き続き続けていきたいと、このように考えておりま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それと、騒音についてなの

ですけれども、ここに誤りではないかと思うことな

ので、ちょっと確認しておきたいと思います。北海

道防衛局がここで記録を取りましたけれども、記録

の用紙に、上富良野町役場、上富良野演習場周辺地

域というふうに書かれているのですけれども、これ

はどういう意味なのか。それと、騒音レベルの最大

値は、１１月１１日に７０.６デシベルというのが

あるのですけれども、１１月１１日に演習をしてい

た経過はあるのでしょうか。それと、そのほかのと

きですけれども、１３日ですけれども、もう最終の

ＣＶが演習場で降りて、そして離陸をしていくとき

の旧廃棄物処理場のところから、簡易ではありまし

たけれども記録を取ったところ、８９デシベルとい

う、相当大きな騒音が取られたのですけれども、こ
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れについてどのように思うかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ３番髙松議員の御質問

ですが、まず１点目の測定場所の関係なのですけれ

ども、これについて、上富良野町役場の駐車場で

行っております。演習場周辺というのは、演習場周

辺に係る騒音の測定を上富良野町役場、駐車場で

やったというふうなことで報告を受けております。 

 ２点目の１１月１１日という御答弁をさせていた

だいたのですけれども、これはすみません、１０月

１１日の誤りがございますので、ちょっとこれ、訂

正させていただきたいと思います。申し訳ございま

せん。 

 それと３点目の、すみません、何日のお話。

（「１０月１３日」と呼ぶ者あり）そうですか、す

みません。１０月１３日の飛行の関係なのですけれ

ども、我々のほうに来た報告においては、最大６

９.０デシベルというような形で報告を受けてござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 先ほど言ったのは、８９デ

シベルというのは、簡易の測定器で、先ほど言った

ように旧廃棄物処理場の原っぱ、あそこで取った結

果です。それを伝えておきます。 

 今回の共同訓練の実施についてですけれども、本

当に残念なことに、地域の住民の住居の上でオスプ

レイが旋回する、これ、どれくらいの状況だったか

というと、本当に地元、住んでいる人にしたら、何

が起きているか分からないぐらいの、急にすごいス

ピードがありますから、来て旋回していくというと

きには、相当なやはりパワーでもって旋回しない

と、あの機械は特になのだろうと思うのですけれど

も、それをその真下で聞いていた、娘が２人いたり

とか、学校行く、就学ぐらい、就学というかもう学

校行っている子とか、お父さん、お母さん、若い人

も含めてですけれども、本当に作業していて、何が

起きたかという感じだったのだなと思うのです。そ

ういうことも、本当に残念なことに、ここでも書き

ましたけれども、我々、自衛隊の飛行では、そうい

うことというのはないのです、本当に。うちでも１

回あったのですけれども、大きなヘリが来て、ホバ

リングして牛が電牧から飛び出したときには、もう

そのままの状態で師団に電話をかけて、注意してほ

しいということを言ったら、そのときには、帯広の

中隊長ですか、後日、申し訳なかったということで

来て、それから我々の上、やはり向こうから来るヘ

リは、酪農家の上は避けているのです。はっきり、

私たちにも分かるぐらいしっかり避けてくれていま

す。そういうようなことが、この現在行われたとい

うか、今回行われた米軍の間には、何の資料もな

い。どこでも構わず、うちらの、だからあの谷間に

も降りてくるようにして、我々のところから平野部

に向かって、急速に機首を上げるということもやっ

てみせたりとかもしてますし、実際にこれはもう、

今後について、やはりしっかりとした取組がない

と、何かが起きてからでは困るということを感じま

したので、それについてどのように考えるか、町長

にお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 演習場周辺の近隣の方々に不安に思っている、実

際急旋回等、危険に感じたりしたという、そういう

事実は、しっかりと国に、防衛局に伝えて、今後に

おいても、国においてしっかりと安全対策を行うよ

う引き続き要望していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 教育長にお伺いしたいと思

います。 

 ここで１点目に聞いたことに対して答弁をもらっ

ていますけれども、令和５年には、土日の部活動の

地域移行というのは、実験的なことも含めてですけ

れども、やらないというか、できないというふうに

捉えていいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番、高松議員の再質問

にお答えさせていただきます。 

 これまで地域の、部活の地域移行につきまして

は、答弁させていただきましたとおり、今年度から

ただいま国の動向、道の動向を情報を収集し、上川

教育局の指導の下、圏域の中でも日々、私ども資料

を収集しながら、どのような形で我が町の部活動の

地域移行を取り進めるか検討を進めているところで

ございます。 

 議員の質問にありました令和５年度の地域移行、

土日について実験等の検証を進めるのかという問い

につきましては、今現在のところは、令和５年度に

確実に土日地域移行に向けた取組を進める段階では

ないと現在判断しております。まずは、今現在、関

係機関との情報共有をまず進めることが第一という

ことで、これから現在の中学校、中学校の保護者、

完全移行となる、今、小学生でスポーツ少年団等を

活動しているお子様が２０２５年には対象となりま
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すので、小中合わせまして、保護者の皆様、うちの

町でいますとＰＴＡ活動をしていただいている保護

者の皆様ともまず情報共有をしながら、どのような

形で我が町の中学校の部活動の移行を進めるかを、

令和元年度にまずその関係機関との情報共有をしな

がら、組織を立ち上げるようなものも必要なのか、

それとも少し時間をかけながら進めていくのがいい

のか、今、検討を着手しているところでございま

す。ですから、令和５年度についてすぐ実行という

スタイルは、今現在は考えていないところです。 

 なお、答弁にはさせてはもらえませんでしたが、

北海道において、今年、実は３自治体でモデル事業

を実施したというふうに報告を受けております。し

かし、３自治体とも順調な滑り出しにはなっていな

いというような報告も受けましたので、やはりモデ

ル事業を受けて、加速をつけてやるような事業では

ない、やはりこれは地域性もあり、慎重に、これは

十分時間をかけながらやるべきではないかというこ

とで、国も道も３年間の準備期間をということで想

定したというふうにと通知を頂いておりますので、

私たち上富良野町においては、どのようなスケ

ジュールをもって進めていくのかを令和５年度中に

はお示したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、そういうことにな

ると、自分の質問というのは蛇足になってしまうか

もしれないなと思うのですけれども、他の地域で、

実際にもう国としては大きな市町村も含めてですけ

れども、モデル的にやったところの経過なんかを見

ると、やはり雇用というか、土日にやってもらうに

しても費用がかかるというところが一番のネックだ

ということを書いていたり、また、それによってス

ポーツへの参加、それが足踏みしてしまうようなこ

とになる可能性もあるということを指摘するような

地域もあったりとかいうのを読んでいますけれど

も、これについて保護者負担が将来、ここでも２問

目の質問に答えてくれていますけれども、新たな制

度の構築が必要ということは認めるとしても、その

ときにやはり心得ておいてほしいのは、保護者負担

が今でも、ここでも書かれているように、生徒の自

主的、自発的な参加により行われる学校管理下の課

外活動であるということから踏まえても、やはり学

校管理下の中であれば、当然、教育委員会なり町も

それ相応の負担をして、また支援をしていくという

ことがなかったら、この移行についても、十分な働

きというか、十分な住民というか、保護者の理解を

得られるかどうかというところにかかってくるのか

なと思うので、一言聞きたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番髙松議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 議員の御発言のとおり、制度が変わりますと、大

変皆様は御不安に思われるというのは、私も認識し

ております。特に、費用負担についてどうなるのか

ということでございますが、現在、中学校の部活動

は、部活動に加盟をすると申込みをした保護者から

は、１世帯３,０００円の部活動費を年間頂いてお

ります。そのほかに部活動積立金としまして、これ

また１世帯３,０００円のお願いをしています。し

かし、これだけでは部活動の運営ができないこと

で、部活動の種目によっては、大会並びにユニ

フォーム等、それぞれ自己負担をいただいている部

活動があるというのも、私も認識させていただいて

おります。その中でも、上富良野町の中学生は、先

ほど人数の報告をさせていただきましたが、全校生

徒中９２％の方が実は部活動に参加をしていただい

ております。部活及び町のスポーツ活動を踏まえた

人数になっております。これは、他の市町村におい

ても、かなり高い加盟率となっています。幼い頃か

らスポーツに親しみ、文化に親しむ、これは町の風

土があるからと思われます。その子供たちが、いか

にこれから中学校の３年間だけではなく、小学生、

中学生、その後の進学、社会人においても、この文

化、スポーツに親しむ環境をつくるべく制度を構築

するのがこの制度の見直しでございますので、決し

て中学校だけの３年間だけではとういうふうに私は

捉えておりませんので、ぜひそのことも踏まえた上

で、町としての仕組みを考えていくことが任務だと

思っています。 

 あと、費用負担につきましては、やはり先ほど申

し上げました費用負担が基本となりますが、実はこ

の中に部活動に入られていない、スポーツ団体で活

躍されている方、またこの部活動ではなく、お稽古

事、例を挙げてみますと、ピアノのレッスン、絵画

の活動、文化については書道もあるかと思います

が、自ら保護者がお稽古代を払って親しまれている

活動もあると実はお伺いしております。そういう方

たちの文化、芸術もどのようにしていくのが望まし

いのか、そこも踏まえまして、やはりかなり団体等

とは、保護者も含めまして、慎重な審議と構築が望

まれるかと思いますので、費用負担につきまして

は、その中でやはり精査されるべきだと思います。 

 また、国におかれましても、その保護者負担の経

費については、新たな政策の中でこうしていきたい

というような、大変、スポーツ庁、文化庁からの御

提言の中でも審議されるというふうに聞いておりま
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すが、なかなか財源が示されませんので、今この段

階での費用負担については、答弁は差し控えさせて

いただきたいと思います。 

 なお、町としましては、要保護・準要保護の世帯

につきましては、部活動費については町として独自

にこれは軽減させていただいておりますことは、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 教員の労働の軽減のために

ということが大前提でということになりますけれど

も、部活動に意欲を持っている教員には、一部の、

何というのですか、地域の一員として参加を求めた

いということを検討したいというふうに考えている

とありますけれども、これをどういうふうに取って

いくかというのは非常に難しいことなのだと思うの

です。それについて、この一員としての参加という

のと、質問にしています教育委員会の参加で兼業、

兼職の許可を与えて、意欲のある先生に参加しても

らうということをある一部のところでは試行したり

しているところもあるようなのですけれども、それ

をどのように捉えているかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ３番髙松議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 私が述べました答弁の中に、教員の活用について

の答弁の中で、地域の一員という表現をさせていた

だきましたが、これまでの部活動は、今の現在の中

学校の教員に、部活動ということで、実際には学校

管理下の課外活動ということで認定しております。

しかし、これの制度が新しくスタートとなれば、教

員は、部活動の指導員ではなく、新しいスタイル、

新しい制度の中の指導者としてその役割を担ってい

ただくこととなります。まずは、国は土日、この土

日をいかに教員としてではなく、指導者として関

わっていただけるかというところの課題もあります

し、先日、うちの町内の関係機関の方とちょっと情

報共有をしたときに、やはり平日子供たちの指導に

当たっている先生と、土日いきなり指導員が変わる

というのは、大変これはそごが生じる可能性がある

ので、そこの連携、あとしばらくは、先生の指導の

ことだとか、その辺がとても密着に少し関わりを持

つことがあるので、先生方の協力も本当にお願いを

しなければならない課題だということで御提言もい

ただいておりますので、ぜひうちの町内における教

員の方でも、もしこの地域の一員として、これは学

校教員としてではなく、指導者として登録等の制度

により、なっていただいたときには、ぜひ兼業、兼

職については、積極的に町としてはお願いしていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、３番髙

松克年君の一般質問を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は１０時１５分といたします。よろしくお願

いいたします。 

────────────────── 

午前１０時０４分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、一般質問を再

開いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました５点について質問させていただきます。 

 第１番目は、泥流地帯の映画化についてでありま

す。 

 泥流地帯の映画化を進める会の総会が、この様子

が１１月２３日付の北海道新聞報道では、「泥流地

帯」映画化上富良野町また協定解消、町民「説明責

任果たして」の見出しで報道をしているという状況

を見かけました。また、Ｚｉｐａｎｎｇは、町に今

年７月、映画化着手が難しいと伝えたと説明し、総

会参加者からは、Ｚｉｐａｎｎｇは弁解するだけ、

町も町民に説明責任を果たしてほしいと注文がつい

たとなっています。町は映画化に向け、ふるさと納

税を募っており、三度目の正直で映画化を実現した

いと述べたと報道されております。私はこの報道記

事を読み、事態は深刻で、先へ進めば進むほど深み

にはまり、進むことも引き返すことできない状況に

あるのではないかと考えています。 

 ここで、町においては、一度立ち止まる勇気も必

要ではないのでしょうか。 

 今、町民の暮らしは、物価の高等やコロナ禍の中

で、大変な状況にあります。また、町の優先すべき

諸課題が山積しておる状況の中で、また町職員を専

門に映画化するために配置し進めてきましたが、そ

の労力を、今後、住民の切実な願い実現に振り向

け、早急に映画化を断念すべきと考えますが、次の

項目について町長の答弁を求めるものであります。 

 Ｚｉｐａｎｎｇは映画化着手が困難と伝えたとし

ておりますが、７月のいつなのか。また、映画化に

おける町の持ち出しは、費用額はどの程度なのかお

伺いいたします。 

 二つ目には、協定解消で合意とあるが、１１月の

いつか。また、町民と関係者に説明責任を果たすべ
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きと考えますが、この点についてもお伺いいたしま

す。 

 三つ目には、映画化を断念、以上述べたように映

画化を断念すべきではと考えますが、また、映画化

を町において進めたいとしているが、その理由等に

ついてお伺いいたします。 

 次に、産業の育成についてお伺いいたします。 

 今の政権の下で行わている異次元の金融緩和政策

と物価高騰で、町民と国民の生活悪化は、全ての分

野で深刻な問題になっています。長引くコロナ禍、

物価高騰、原料の高騰、債務などで中小企業におい

ては、経営が苦境に追い込まれている状況が町にお

いても見受けられます。特に、建築業界等において

は、公共事業の減少や個人住宅やアパート建設は、

町外の企業が受注するなどの影響で、地元業者が仕

事を確保するのが大変な状況にあります。中小の建

築業者は、地域に根を下ろし、ものづくりや住民

サービスの需要に対応し、雇用を生み出し、地域経

済を担う存在でもあります。ある事業者の方は、次

のこのようなことを話してくれました。今後、仕事

の確保ができなくなるということになれば、人材の

確保が困難になる。また同時に、建築業の衰退で、

技術の継承ができなくなることを心配しているのだ

ということを話してくれました。私は、行政はしっ

かりとこういう声に応えて、支援することが今求め

られていると考えますが、次の項目について町長の

答弁を求めます。 

 一つ目には、住民が戸建ての住宅を新築すると

き、補助制度を新設するということも案ではないで

しょうか。 

 二つ目には、リフォーム対象枠や省エネ機器購入

など、補助制度の拡充や見直しについてきっちりと

行うことが大事だと考えます。 

 三つ目には、公営住宅新築や公営住宅の維持補修

や公共事業の予算を増やすなどして、雇用や事業を

増やす、こういう形の中で、困っている地域の業者

を支援するということが、今、何よりも必要と考え

ますが、町長の見解を求めます。 

 次に、高校生までの医療費の無償化・無料化につ

いて伺います。 

 物価高騰や実質賃金の低下などにより、多くの町

民の暮らしは、大変な状況になっています。全国で

も、高校までの子供の医療費の無料化が広がってき

ているという状況、この間の厚生労働省の乳幼児に

係る医療費の援助についての調査では、高校生まで

が８１７市町村、中学生までが８３２市町村、道内

の１７９市町村では、高校生まで８４市町村、中学

生までが５６市町村、小学生までが１２市町村、９

歳・就学前までは２６市町村となり、自治体での医

療費の無料化の拡充が広がっているという状況であ

ります。町においても、高校までの医療費の無料化

を求める声があり、こういった点でも早急に拡充を

することが必要ではないでしょうか。何よりも、命

と健康を守り、子育てを支援するためにも必要だと

考えますが、この点について伺います。 

 また同時に、その高校生まで拡充した場合の費用

額等についてお伺いいたします。 

 次に、インボイス制度についてお伺いいたしま

す。 

 国は、来年の１０月からインボイス制度、適格請

求書保存方式を実施しようとしています。物価高騰

で苦しむ中小業者団体からは、同制度の内容がよく

分からないという業者もいる、事務負担が増える、

国は益税があるから課税対象にすると言っている

が、中小の企業は、他の企業との競争で消費税を販

売価格に転嫁することが困難で、価格を抑えながら

のぎりぎりの経営を余儀なくされているなどで、利

益として残っているわけではないと反対の声が上

がっています。また、この間、日本商工会議所も、

令和５年度税制改正に関する意見で、仮に同制度が

導入された場合、免税事業者が排除されたり、不当

な値下げ、圧力を受けたりする懸念があると述べて

います。この制度は、町の会計にも一部対象になる

と考えますが、次の項目について答弁を求めます。 

 一つ目は、事業者を苦しめているインボイス制度

を廃止すべきだというふうに考えますが、町長は、

このインボイス制度についてどのような所見をお持

ちなのか伺います。 

 二つ目には、制度が導入された場合においても、

町の取引から免税業者を排除すべきでないと考えま

すが、現在、町と取引している事業所において、課

税免税業者の割合及び制度の対象となる町の会計等

についてお伺いいたします。 

 次に不登校問題についてお伺いいたします。 

 不登校という言葉を近頃ではよく聞くようになっ

てきています。不登校という状態において、文部科

学省では、年間に連続または継続して３０日以上欠

席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、

身体的あるいは社会的要因、または背景により、児

童生徒が登校しない、あるいはしたくてもできない

状況にあるものと定義しています。上富良野町にお

いても、約３０人が不登校で、近年では不登校児童

生徒増える傾向にあります。 

 町でも、不登校問題で悩んでいる親の会が結成さ

れ、１０月には、「みんなと考える不登校のミカ

タ」を主題に、テーマにした講演が行われるなど、

町においても大きな課題となっていると考えます。

講演後の座談会で出された参加者の声を一部紹介し
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たいと思います。一つは、「自分が自分でいられる

場所がない、中学校、高校、社会へ出たとき、克服

できるかどうか心配」と親の心情を表したメモが、

かみん社会教育センターの掲示物に掲載されていま

す。不登校の児童生徒やその保護者への多様な支援

が必要だと考えます。 

 この４月の教育執行方針では、不登校の児童生徒

が、いつでも学習したり、体験したり、保護者同士

が気軽に相談できる場の設定に向けて検討を進める

と述べていましたが、不登校の要因と現状及び今後

どのような対応するのか、町長あるいは教育長に求

めて、質問といたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの泥流地帯の映画化についての３

点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の映画化着手と費用の持ち出しに関

する質問ですが、今年４月にＺｉｐａｎｎｇ社代表

取締役と面談し、夏までに制作開始に向けた動きを

進め、かつ町民や御寄附頂いた皆様、三浦文学ファ

ンなどに伝わるよう、何らかの形での報道発表を要

望したことは、既に御説明させていただいたところ

でありますが、７月６日、１５日のリモートにて打

合せを行った際には、制作体制づくりは模索してい

るものの、進捗がなく、着手が困難な状況であるも

のの、引き続き泥流地帯の映画化実現に向けた体制

の構築を図っていく旨の報告を受けております。一

部報道にありました７月に映画化への取組ができな

い、諦めるといった意思表示ではありませんことを

御理解願います。 

 また、現在まで映画化に関するＺｉｐａｎｎｇ社

への映画制作に直接関わる支出については、令和３

年度のＣＧ制作費の９９０万円のほか、令和４年度

に制作滞在費して、映画化を進める会を通じて支出

した約８０万円となってございます。 

 次に、２点目の協定解消の合意時期についての御

質問ですが、１１月２１日にＺｉｐａｎｎｇ社取締

役２名の訪問を受け、事務的な処理を経た上で、協

定期間であります来年３月末を待たず協定を解消す

ることについて合意したところです。また、その内

容は、同日開かれた泥流地帯映画化を進める会総会

にて御説明させていただきましたが、何らかの方法

で町民の皆様へ広く周知できますよう検討してまい

ります。 

 次に、３点目の映画化を断念すべきでは、また、

映画化を進めたいとしているその理由は、について

の御質問ですが、三浦綾子さんの小説「泥流地帯」

は、御承知のとおり、大正１５年に起きた惨禍を題

材に上富良野の歴史、文化、暮らしの細部に至るま

で、綿密な取材の上に紡がれた郷土史であり、なお

かつ昭和文壇三浦文学を代表する優れた文学作品で

もあります。 

 昭和５１年に発表された泥流災害の記憶が薄れた

町民に、災害の教訓と二度の開拓を果たした先人へ

の誇りを呼び起こしてくれたこの作品を、実写映画

化を機に、さらに深く町民の心に刻み、多くの人に

読み継がれ、登場人物が思い描いた１００年後、２

００年後の町民に引き継いでいくことで、十勝岳の

豊かな恵と大いなる脅威をともに町民の誇りとして

根づかせていかなければならないと考えておりま

す。 

 今後におきましても、様々な困難に直面すること

が予想されますが、この映画化の実現に向けては、

何としてでも成し遂げなければならないと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２項目めの産業の育成についての３点の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の新築住宅の補助制度についてであ

りますが、議員御質問のとおり、物価高騰等の影響

を受け、地方経済は景気低迷を抜け出せない中、地

域企業育成や定住移住の促進にもつながる有効な手

法の一つと考えているところです。しかしながら、

魅力ある制度として活用していただくためには、高

額な補助額を設定し、多額の財源を投入しなければ

ならないことから、現在のところ、補助制度の導入

は考えていないところでございます。 

 次に、２点目の住宅リフォームに関する助成制度

の見直しについてでありますが、現在の住宅リ

フォーム等助成金制度は、平成２３年に創設し、そ

の後、３年ごとに助成対象や助成率などの見直しを

図りながら、これまでの１２年間で申請件数で延べ

３３１件、町内の１８事業所によるリフォーム工事

等に対して約４,３８０万円の助成を行ってきてお

ります。今年度は、３年ごとの制度見直しの年に当

たることから、町民が安心して住み続けられる住ま

いづくりの促進はもとより、地域の建設関連産業等

の活性化、政府の２０５０年のカーボンニュートラ

ル宣言や本町のゼロカーボンシティ宣言を踏まえた

地球温暖化対策への対応や、管理不全による空き家

増加の抑制など、諸課題への対策を盛り込んだ制度

構築を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の公共事業の予算についてでありま

すが、現在建築中の泉町南団地につきまして、来年

度は１棟６戸の５号棟の建築を予定しております。

この建築をもって、上富良野町の公営住宅の建築計

画は、現段階では終了となり、泉町南団地で５棟５

４戸、町内全体で管理棟数７８棟３９５戸となりま
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す。 

 建築予算につきましては、令和４年１０月時点の

５％増で予算計上予定でございます。また、今後の

公営住宅のほか、町の施設等の維持管理に伴う補修

につきましては、必要に応じて行い、大型修繕が発

生した場合は、適宜対応して修繕を行ってまいりた

いと思っておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 次に、３点目の高校生までの医療費無料化につい

ての御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の高校生の医療費無料化についてで

ありますが、本年の４月より中学生までの医療費の

無料化を実施しております。第１回定例会において

も、高校生までの無料化については、議会でも検討

いただいたところではありますが、今後の医療費実

績、児童生徒数の推移及び財政状況を見極め、効果

が一定程度検証された後に検討を行うことを考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 なお、高校生まで助成を拡充したときの費用につ

いてでありますが、コロナ禍における受診控えなど

の影響のある現状での試算額では、約２００万円程

度の増加と想定しております。 

 次に、４項目めのインボイス制度についての２点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のインボイス制度の廃止についてで

ありますが、この制度につきましては、国の制度の

ためお答えする立場にはございませんので、御理解

をお願いいたします。 

 次に、２点目の導入後の対応等についてでありま

すが、まず免税業者の割合については、国税の課税

であり、現段階では全ての事業者の状況を把握して

ございません。 

 次に、インボイス制度の対象となる町の会計につ

いては、全会計となりますが、会計としてインボイ

スを必要となる可能性があるのは、現段階では企業

会計の町立病院特別会計と水道事業特別会計と考え

ております。また、今後もインボイスの登録のみで

取引を排除する予定はございませんので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の不登校問

題についての御質問にお答えさせていただきます。 

 不登校の要因や現状につきましては、さきの議員

の質問お答えさせていただきましたが、不登校対応

の充実については、今年の教育行政執行方針で述べ

ましたとおり、令和４年度の重点項目として、教育

相談体制の充実を図るとともに、不登校の児童生徒

がいつでも学習したり、体験活動したり、保護者同

士が気軽に相談し合える場の設定に向けて、検討を

進めているところであります。 

 これまで、不登校の児童生徒と保護者に対しまし

ては、町内関係団体等の皆様により個別相談や講演

会、学校以外での子供たちが過ごせる場所の確保な

どに御尽力を賜り、様々な活動を継続していただい

ておりますことに対しまして、敬意を表しておりま

す。 

 国からも、教育機会確保法及び不登校対応方針に

基づき、地域においても、学校と連携した不登校児

童生徒の学びの場を確保するよう示されていること

から、教育や就学に関する相談に包括的に対応でき

るよう、令和５年度に向けて、新たに教育支援セン

ターを開設するため、必要な人員配置や設置場所等

について検討するとともに、学校や保健福祉課、関

係機関とのネットワークを構築し、子供を中心とし

たアウトリーチの支援体制や学校と連携した不登校

の予防的アプローチにも取り組んでいきたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） １点目の泥流地帯の映画化

の問題についてお伺いいたします。 

 少なくともこの映画化に向けて、職員を配置し

て、そして張りつけてと言っていいのか、また、そ

の他の仕事も兼ね合わせてされておりますので、恐

らく労力的には、かなりなウエイトでこの映画化に

資力、労力ともつぎ込んでいるのだろうというふう

に思います。この間、ＣＧ制作が９９０万円、あと

映画化を進める会を通じた滞在費用ということで、

町の費用等も出費されております。私が言いたいの

は、この金額の大きい少ないの問題ではなくて、も

う既にこの大小に関わりなく町の予算をつぎ込ん

で、この間、映画化を進めるという方向で職員も配

置して進めてきましたが、実際、それが成果として

ならない。この８月時点で制作決定するという状況

でありましたが、至らなかったということがありあ

りと分かっているという状態です。そういう問題を

通したときに、町長、お伺いいたしますが、このお

金、職員を配置して、それぞれどのような効果が

あったのか、どう考えているのか。私は、逆に言え

ば、本来やるべき優先課題を後に回して、こういっ

たところに職員を配置してやってきたというのは、

町のやる仕事ではないのではないかというふうに考

えておりますが、この事業体の総体的な費用効果と

いう点でも、どのようにお考えなのかお伺いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 
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 まず、町の予算を、職員を張りつけて町の予算を

ということで、仕事、その映画化が、優先順位がど

うなのかという御質問ですが、私は優先順位は高い

と。ですので職員を、専属の職員ではありません

が、商工観光の所管ですが、そこに映画化の仕事を

割り振ってしているところです。 

 町の予算をつぎ込んでいますが、これは寄附金で

全て、原資は寄附金ですので、これは寄附された方

の御意思に基づいて、我々はしっかりそれを達成す

る方向に向けて、しっかり仕事をしなければならな

い、映画化に向けてしっかり仕事をしなければなら

ないと考えておりますので、それらも含めて、優先

順位は決して低くない、むしろ高いと、このように

考えております。 

 この間の、最後に、今までのやったことに対する

効果というのは、まだまだ映画が完成するまでは、

なかなか町民の皆様には見えづらいのかもしれませ

んが、そういう日が来ることを信じて、我々は一生

懸命、全力で前に向かっていかなければならないと

考えておりますので、御理解を賜りたいと考えま

す。思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 確かに寄附で賄っている部

分等があるかというふうに思います。その目的等

も、当然映画化に向けてというのがあるかというふ

うに思います。しかし、町民からしたら、この寄附

に至っても、貴重な我々の浄財だというふうな認識

になるのです。若干の差はあったとしても、そうい

う浄財をやはり生かしてこそ、本来の行政の役割だ

というふうに思います。本来でしたら、契約が８月

ということであれば、そこまでで成果がなかった

ら、一般の解釈で言えば、もう不履行です。もう駄

目です。こういう解釈なのです。ですから、こうい

う事態を長々ともうここで続けることは絶対やめる

べきだと、費用対効果も含めて。そういうことを、

私は考えているのですが、この点について町長、ど

のようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、寄附とはいえ、皆さんか

ら頂いた浄財であることは間違いございませんが、

当然、映画化に対して寄附をされたわけで、それ以

外には使うことはできない浄財でございますので、

我々はやはり寄附された方の御意思を尊重して、

しっかりと前に進めていくと。 

 それと、協定に関して債務の不履行ではないか

と。法律的には、債務の不履行ではございません

が、確かにうまくいかなかったことは確かです。で

すので、やはりＺｉｐａｎｎｇは解約したわけで、

次のということに進んだわけですので、御理解を賜

りたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 若干、２２年の１１月１１

日付週刊文春の電子版オリジナルという形の中で、

この正確性がどの程度あるかちょっと分かりません

けれども、上富良野町の担当者が言うという形で、

後ろ盾に毎日新聞がいるから、もういろいろと支援

してくれるのではないかということを思ったという

ふうにも書かれています。同時に、このＺｉｐａｎ

ｎｇが関わった他の市で行おうとしたこの政策も、

なかなか前へ進まなかったということも書かれてお

ります。同時に、この１１月２３日付の道新の報道

でも、非常にこの着手したときから、予算とか確保

だとか、そういったところの見通しがなかなか厳し

いのだということがあったのだということで、もう

既にこの時点で、この映画化のというのは、もう既

に成り立たくなってきていたのではないかというふ

うに感じております。ですから、私、こういう問題

を山積しているという状況の中でお伺いいたします

が、町の進め方、考え方、ここにも甘さがあったの

ではないかというふうに思いますが、町長はどのよ

うにお考えですか。確かに、前任者のという流れは

あったにしてもです。お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 Ｚｉｐａｎｎｇの見通しが甘かったということ

も、Ｚｉｐａｎｎｇ等にも言っております。結果的

に見て、それに一緒に協定結んで進んできた町も、

結果的にやはり甘かったのかもしれませんが、そう

いう点をやはりしっかり反省してといいますか、次

に生かしていくためにやはり、最終的な目標は、何

が何でもといいますか、映画化することが大目標で

すので、それに向かってはしっかりと今までの経

験、苦い、苦しいといいますか、こういう苦い経験

もしっかり生かして、映画化につなげていきたいと

いう強い気持ちであります。 

以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この点についてさらにお伺

いいたしますが、協定の解除予定という形で、１２

月という形になっております。これは当然、解除予

定ということになれば、そこにある使用権や著作権
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等々の問題も含めて対象になるかというふうに思い

ますが、これらについて、町から資料を頂いた１２

月予定ですから、これが確定ではないと思います

が、町長の判断ではどのようにお考えでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 会見が１１月、それからＺｉｐａｎｎｇが上富良

野に来て、解約、口頭でですが、その申出で両者合

意したのが１１月で、実際、１２月予定していま

す。この間は、先ほど議員がおっしゃられたとお

り、ＣＧの関係の権利関係、著作権、使用権のその

事務的な手続でちょっと時間を費やしているだけと

いいますか、そういう理由があって遅れています

が、協定をまた復活するとか、そういう、全くござ

いません。フェードアウトに向けて淡々と権利関係

の事務処理を進めているという状況です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 併せてお伺いいたします

が、この町民に対する説明というのは、どの時点で

行おうとされているのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町民、全町民に対する説明責任というのは、町民

を一堂に集めてすることは当然物理的に不可能です

ので、こういう機を見て、新聞紙面、報道等、そし

てこういう議会の答弁、そのほか特に関わりの深い

映画を進める会の方には真っ先に御説明いたしまし

たし、機を見て機会があるたびに広く町民の方に

は、周知を、説明責任を果たしていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ説明責任等果たしてく

ださい。多くの方がまだ、この映画化とは何だろう

という、知らない方もたくさんいるのです。恐らく

そういうことも考えれば、この映画化推進というの

は、大変な厳しい状況にあると思います。 

 次にお伺いしたいのは、何が何でも映画化を進め

るのだということをおっしゃっています。この大正

時代に起きた、三浦文学、私は読んでおりますが、

評価する、本当に「銃口」だとか、いろいろなもの

も読まさせていただきました。評価、本当に私が言

うようなものではありませんけれども、大変な力作

文学であります。 

 泥流の災害の記憶を、薄れた町民に記憶をまた呼

び戻してもらう、深く心に、町民に刻み込むとい

う、いわゆる町の歴史を語り継ぎたいということな

のかというふうに思います。私は、語り継ぐという

ことであれば、こういった映画を作ることだけでは

ないと思うのです。この間、いろいろな団体サーク

ルが絵画だとか紙芝居等作ったりだとかしておりま

すし、ジオパークを通じて三浦文学を読んだり、読

書をしたりだとか、そういう企画も町で行われてき

ました。そういう寄附を頂いた方に対しては、上富

良野町に来ていただいて、上富良野町の三浦文学、

どういう経緯の中で作ったのかということも、文学

館と提携しながら、そういう呼び込みを行って、そ

ういう寄附を頂いた事業者や個人に対して、やはり

そういうことを返していくという、これも一つだと

いうふうに思うのです。私は、この歴史を心の中に

刻み込む、そういう方向で町民にも寄附者の方に

も、いろいろ町を知ってもらいたいということであ

れば、そういったアプローチをしながら、やはり

もっと違うやり方の中で町を紹介したり、三浦文学

を紹介するということが今必要だというふうに思う

のですが、町長、この点どうですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えします。 

 米沢議員おっしゃるとおり、他の取組も非常に重

要で、読み聞かせなんかも、町の中で歴史を語って

いく上では、他の企画もあろうかと思います。その

ほか、三浦綾子ファンの方に対してもいろいろなア

プローチの仕方が確かにあります。ただ、映画の作

成に対して寄附を頂きましたので、映画を作るので

すが、映画のインパクトというのは、ほかの企画も

すばらしいのですが、映画は映画で上映されれば、

それなりのインパクト、印象、またファンも、新た

なファンの獲得とか、上富良野に来られるから、観

光のＰＲ、町のネームバリューのアップとか、いろ

いろな効果が期待されますので、それはそれ、他の

企画ももちろん重要ですし、映画化も非常に重要な

ことだと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 例えば、今、ちょっと角度

を変えたいと思うのですが、上富良野町には、今後

子どもセンター、病院、その他老朽化する施設等々

があります。いろいろと人口減少に対応したまちづ

くりをどうするのかなどなど、山積が山積み、課題

がたくさんあるという状況です。そういうときに、

お金の問題も当然つきまとう話です。そういうとき
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に職員を配置してまで、そこまでやる内容の、やる

映画化が必要なのかというふうに思うのです。私

は、町民が望んでいるのは、暮らしや今の大変な状

況の中で、その部分でしっかりとして、行政もやは

り対応してほしいということが、優先順位の問題で

す。望んでいるわけですから、町長は、まずちょっ

と失礼な言い方なのですが、ちょっと涼しいところ

に行かれて、もう一度、本当に何が町民望んでいる

のかということをリセットしていただいて、本当に

今優先すべき順位、課題は何なのかということをや

はり再考すべきだと思うのです。このままで行け

ば、さらに大変な状況に追いやられるような、私、

気がします。断言はできませんけれども。それが町

長自身のためにもつながるし、町民のためにもつな

がるのであれば、それが最良の方法だというふうに

思います。ですから、いろいろな訴え方があるわけ

ですから、職員のいろいろな考え方を集めて、これ

に代わるもの、映画に代わるものをぜひやっていく

べきだと思いますが、否定されますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、映画の優先順位は、先ほども述べたとおり

高いと思っております。財政的に負担はつきまとう

という御指摘がありますが、これは誤解を恐れずに

言いますと、寄附金で全部賄う予定ですので、一般

の皆さん、町民がお支払いした、納めていただいた

税金は、税金その他交付税なんかも一切投入しない

で映画を作るという、それは昔からといいますか、

前の、最初に映画化をするというときから変わって

ございませんので、財政的な御心配はないのかなと

いうふうに思っております。 

 優先順位は、そこに職員を張りつけて映画化は進

めているわけですが、優先順位は、いろいろな見

方、個人によって様々優先順位は変わってくるとは

思いますが、私は、先ほど、何回も繰り返しになり

ますが、当然町民の暮らし、これも当然優先順位は

高いのです。同じように、映画化もしっかりと進め

て、町の今後のために、ＰＲとか観光、そういう面

もありますし、三浦文学で防災教育なんかでしっか

りと過去の歴史を紡いでいくという、そういう面も

多面的にありますので、これもしっかりと進めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この間だけでも４,５００

万円なのですよね、集まったのが。これから制作費

はどのぐらい、先の話で協定を結んでいない段階で

こういうことを言うのは不見識かというふうに思い

ます。Ｚｉｐａｎｎｇの間では、２億円ぐらいだと

いうことで、この後、町長もこの間言ってました

が、原資がなければ、その原資の内容を見直さなけ

ればならないということの、その原資をどこから

持ってくるのかまでは言いませんでしたが、ひょっ

としたら町の一般財源の可能性も当然出てくるわけ

です。そういう不確定な問題に対して、町民がゴー

サインということには恐らくならないのだというふ

うに思います。そういうことも考えたときに、もう

一度再考すべきだというふうに思いますが、再度確

認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 確かに、将来不確定な要素はあります。未来、将

来のことなので。ただ私も、先ほども言ったとお

り、一般財源は入れるつもりはございません。一般

的なロードショーといいますか、配給、配信、映画

館で上映するに、そういうクオリティーの映画とい

うのは、一般的に２億円と言われてますが、それを

全部町が寄附金で集めて出すのかどうかも含めて、

今後の協定ですが、先ほど申したとおり、繰り返し

になりますが、税金を投入する考えはございませ

ん。将来的にできるかどうか、相手方も含めて不確

定なことは山ほどあるかと思います。ただ、１００

％はありませんが、諦めてしまうと１００％できま

せん。これは、間違いありません。ですので、我々

は、１００％はありませんが、目指していかないと

映画はできませんので、それを目指して頑張ってい

きたいと、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、見直していただきた

いというふうに思います。 

 次、産業の育成についてお伺いいたします。 

 非常に深刻な問題になってきています。中小の建

築関係に関わる関連業者ですが、非常に仕事量が

減ったという状況になってきております。町長も御

存じだというふうに思います。現場のところへ行っ

てお話を聞きますと、やはり人材の確保、このまま

仕事量が少なくなると、やはり雇用していた人を放

さなければならないなどのそういう心配や、技術の

継承ができなくなるという心配あります。私、他の

自治体も行っているように、一定部分、リフォーム

関係、カーボンニュートラルに関わった機器等へ

の、当然、補助制度の見直しというのは当然必要だ

というふうに思いますが、併せて住宅などを建設し
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て、公共事業もそうなのですが、やはり一定程度促

すような、持続的な町をつくるために、人口減少で

やはりこういうものを生かしながら、他の町村から

も人を呼ぶ、地元からも人が流出しないようにする

という形の中で、一定程度財源は必要ですが、やは

りここで町長の決意が必要なのだと思うのです、

今、状況を考えたときに。ただ、高額でお金がかか

るからできないというのではなくて、本当に今の

困っている実情を見たときに、行政が何をしなけれ

ばならないのかということをやはり考えないと駄目

だと思うのです、町長。一般的に財政が大変だから

といっているのは、それは皆さん御存じだと思うの

です。だけれども、町長というのは、そういうこと

も兼ね合わせて、将来どういうまちづくりをするの

かということを考えているわけですから、その上に

立ってこういう制度も一定程度、やはり効果がある

のではないかというふうに思いますが、どのように

お考えですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 なかなか、おっしゃるとおり厳しい業界、業界厳

しいかと思いますが、我々も何とかこのまちづく

り、米沢議員おっしゃるように、ほかの町から人を

呼び込むなんかも含めて、どうしたらいいのかとい

うことは常日頃考えておりまして、特に住宅のリ

フォームに関しましては、カーボンニュートラルと

かゼロカーボンシティ宣言とかもありまして、この

辺は令和５年度の予算編成に向けて、住宅リフォー

ムに関する助成制度は、常に見直しておりますが、

令和５年度に向けてもしっかり見直して、空き家な

んかも含めてしっかり対応していけるようにしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、省エネ機器等も含め

て、こういった住宅だとかも含めて、地元のやはり

お金が落ちる仕組みだとか、この困っている業者等

を、関連業者もいるわけですから、支援するという

制度を、答弁されませんでしたけれども、きっちり

とぜひ進めていただきたいというふうに思っており

ます。 

 次に、医療費の高校までの無料化についてであり

ますが、約２００万円ほどあれば可能だということ

であります。これは、子供の権利条約の中にも、子

供や地域の中で、将来の社会の中でも健康で過ごさ

なければならない、そういった意味のことがいろい

ろ記されております。そういう意味で、私もこの上

富良野町における、高く町長が中学校までの無償化

をしたということは評価しておりますが、近隣では

もう既に高校までとういう形になっておりまして、

試算すれば２００万円程度という形になりますの

で、こういったところにもきちっとした対応をすべ

きだと思いますが、子育て支援からも早急に考える

べきだと思いますが、答弁をお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 上富良野は、御存じのとおり、今年の４月から中

学生まで医療費無償化ということで、ちょっとス

タートが遅れてしまいましたので、今またほかの市

町村と差がついている状況はあるかと思います。４

月に、今年の４月にスタートしたばかりで、なかな

か実績がどうかというのは、２００万円と書いてあ

るのは、コロナ禍における受診控えなどの影響も

あってこうなっておりますが、実際どうなっていく

のかというのは、しっかり予測を立てて進めていき

たい。私もこの高校生までの医療費無償化は、しっ

かりと見据えて、見据えてといいますか、していか

なければならないとは考えておりますが、やはり見

通しがきかないまま、立たないまま無責任にやると

いうわけにはいきませんし、今年の３月の厚生文教

常任会におかれましても、しっかりと推移を見定め

た上で、高校生、次のステップにということですの

で、まずはしっかりと実績、推移等を見守って、見

据えていきたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ、町長も必要性は認め

られております。子供たちが健康で暮らすための、

そういったための子育て支援も含めた中でという形

になっておりますので、ぜひいろいろな角度から先

に進めていただきたいと思います。 

 インボイスについて確認いたしますが、これは国

の制度でありますが、それが地域の業者や人たちが

困っているということであれば、当然自治体であっ

たとしても、国の制度であったとしても、実際は声

を上げるべき問題だと思うのです。この消費税がで

きたときにも、やはり非課税業者は大変だからとい

うことで、課税業者にはしませんということが原則

だったのですが、これを国がやはりそれを破ってし

まったというか、なし崩しにしてしまったというこ

とがありますので、この点もう一度、これは国の制

度だから仕方ないのだということで容認しますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお
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答えいたします。 

 国の制度ですので、前の同じような繰り返しにな

りますが、なかなかこれをやめるとかやめないとか

という権限は、私ども地方の自治体にはございませ

んので、回答は前回のとおり、そういう立場でござ

いませんということで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） やめれとかというのではな

くて、声を上げてくださいと、もしも矛盾感じてい

るのだったら。矛盾感じてないのだったら、ちょっ

と町長の認識はどうなっているのかなというふうに

思うのですが、ぜひ非課税業者だったとしても、こ

の町の取引から排除しないということですから、そ

れをぜひお願いいたします。 

 次、不登校問題についてお伺いいたします。 

この間町で行った、有志がつくった不登校問題を考

えるということで、非常に親の心情が、ちょっと述

べましたが語られているという状況になってます。

例えば、さらに子供が何を楽しんでいるかを見ない

と、誰かが楽しんでいるのを見ないと、自分が本当

に楽しいのだかそこにいるのだか分からないという

ような、そういった切実な声出ているのです。もう

一つは、家にいるときに自ら傷つけてしまうのでな

いかなと、こういう本当に切実な声が出ているので

す。本当に社会に自分の居場所だとかというのがあ

るのだろうかと。家族もいろいろと子供が行く行か

ないで本当にやり取りが大変な中で疲れてしまうの

だと。だから、もっと安心して相談できるような、

そういう場所を本当につくってほしいという声がや

はりあるのです。私は、こういう声を聞いたとき

に、やはり教育長おっしゃるように、早急に子供た

ちに対応するような、やはり施策展開というのがど

うしても必要だというふうに考えております。この

点、もう一度これと併せて人員配置含めた対策を令

和５年に向けて実施するということでありますか

ら、まずこういうお母さん方の、または子ども方の

置かれている現状について、またどのように認識さ

れているのか、今後どのように対応されるのか、再

確認したいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 １０月の研修会に、私はちょっと参加はできてお

りませんが、うちの担当の課長等が出席をし、私の

ほうには報告をいただいております。また、私、４

月に就任した当初、この親の会の代表者の方とも懇

談をしており、ぜひこの課題については、町として

着手していきたい旨を情報交換をし、町内にある事

業所ともお互いの役割を確認しながら進めていきた

いということで、情報連携に携わらさせていただい

ております。 

 今、議員からの報告がありましたように、本当に

お子様が自分の未来を想像できない、あと特にうち

の町の子供たちに、最近、そうして自己肯定感が少

し、国の調査においても道の調査においても、少し

低い状況にあるというのは、町の教育委員会として

も認知をしております。いかにこの自己肯定感を上

げていくか、自分を認めてもらうか、親と子との関

係性、また学校、地域との関係性が、やはり一つに

は、この新型コロナ禍において大変集まるというこ

とが制限をされている。またこのマスクの着用、

日々感染予防対策等におけることが少しずつ心の歪

みになっているのではないかと、私個人としても認

知はしております。 

 不登校に対する子供、また保護者に対する支援と

して、やはりあらゆる想定を検討しなければならな

い中の一つとして、令和５年度に向けて、教育委員

会としては、学びの場、また相談が気楽にできる

場、少しでも子供たちが、将来に向けた居場所とし

て、学校以外の場所を想定した形で、早急に対応し

ていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして７番、米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて町の一般行政についての質問を終了いた

します。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１１時３０分といたします。 

────────────────── 

午前１１時１５分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、会議を再開い

たします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１号令和

４年度上富良野町一般会計補正予算（第７号）を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補

正予算（第７号）につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 １点目は、新子どもセンターの事業費がこのたび



― 55 ―

まとまりましたので、所要の補正を行うとともに、

事業の完了が年度を超えることから、繰越明許費の

設定をするとともに、併せて地方債の限度額の変更

をするものでございます。 

 ２点目は、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を財源として、既存事業の財源調整を

図るとともに、新たに当該交付金を活用した事業と

して、まず１点目につきましては、学校給食ンター

の賄い材料費につきまして、現在の物価高騰により

給食の質と量を維持することが困難となることが予

測されるため、当該交付金を活用した中で保護者の

負担する給食費に変更が生じないよう、所要の補正

をお願いするものでございます。二つ目につきまし

ては、多くの経営体が導入を予定している自動操舵

及びガイダンスに対して助成することにより、第８

次農業振興計画に定めたスマート農業の推進等を図

るため、所要の補正をお願いするものでございま

す。三つ目は、農業生産活動に不可欠な生産資材の

一つである化学肥料につきまして、現在、肥料価格

が高騰している中で、農業経営への影響を軽減する

ため、当該肥料の購入に対する経費の一部について

助成するため、所要の補正をお願いするものでござ

います。 

 ３点目につきましては、職員給与費につきまし

て、１１月２８日の第６回町議会臨時会に議決いた

だきました上富良野町職員の給与に関する条例の改

正に伴いまして、月例給、勤勉手当の改定よる至急

対応分と合わせまして、職員の会計間移動等に伴う

所要の補正をするものであります。なお、給与会計

に伴う影響額については、月例給、勤勉手当遡及適

用に要するものとして全会計で９００万円程度と見

込んでいるところでございます。 

 ４点目は、昨今の燃料費、電気料等の価格高騰に

伴いまして、各公共施設における光熱水費の補正を

お願いするものであります。なお、光熱水費の高騰

による影響額につきましては、３,８００万円程度

と見込んでいるところでございます。 

 ５点目につきましては、本年６月から９月にかけ

て発生しました大雨に伴う復旧対応については、既

決予算であります町道維持管理委託予算の中で対応

してきたところですが、今後の本格的な降雪に対す

る除排雪経費を確保するため、所要の補正をお願い

するものでございます。 

 ６点目につきましては、来年４月９日執行予定の

北海道知事及び北海道議会議員選挙に係る選挙執行

費用について、所要の補正をお願いするとともに、

本年度内にその事務を進める必要があることから、

債務負担行為の設定をするものであります。 

 ７点目につきましては、経営継承発展支援事業に

ついてですが、国の制度を活用し、地域農業の担い

手の経営を継承した後継者に対しまして、経営を発

展させる取組を支援する事業となっておりまして、

具体的には、農作物、集出荷施設の穀物乾燥機の機

器導入に対する補助事業実施に伴う補正となってご

ざいます。 

 ８点目につきましては、富良野広域連合について

令和３年度の繰越金が確定したこと、併せまして上

富良野給食センターの賄い材料費及び経年劣化によ

りますスチームボイラー配管設備においてスチーム

漏れが発生したことによる修繕費の補正を行い、所

要の補正をお願いするものでございます。 

 最後に９点につきましては、各事業における事業

費の確定及び執行見込みに伴い、所要の補正を行う

ものでございます。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、他の既決予算についても各事業における事業費

の確定及び執行見込みに伴い所要の補正を行い、財

源調整を図った上で、不足する額にきましては予備

費３,７１９万円を充当いたしまして、一般会計補

正予算を調整したところでございます。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承願います。 

 議案第１号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第１号令和４年度上富良野町一般会計補正予

算（第７号）。 

 令和４年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９億９,６８０万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９４億３,８７６万６,

０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正）。 

 第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務

負担行為補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の
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み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税１,１００万円。 

 ８款国有提供施設等所在市町村助成交付金４８３

万５,０００円。 

 １５款国庫支出金２,７８６万８,０００円。 

 １６款道支出金１,５６２万４,０００円の減。 

 １８款寄附金４３万円。 

 １９款繰入金１,０２０万円の減。 

 ２１款諸収入１３０万円の減。 

 ２２款町債９億７,９８０万円。 

 歳入合計で９億９,６８０万９,０００円となって

ございます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費 １,９５６万６,０００円の減。 

 ３款民生費９億９,６７９万８,０００円。 

 ４款衛生費１,０４１万７,０００円。 

 ６款農林業費１,８４５万９,０００円。 

 ７款商工費１９３万円。 

 ８款土木費３,３８３万２,０００円。 

 ９款教育費１,３８９万円。 

 １１款給与費２,１７６万１,０００円の減。 

 １２款予備費３,７１９万円の減。 

 歳出合計９億９,６８０万９,０００円となってご

ざいます。 

 ３ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費補正。 

 （１）追加。 

 繰越明許費につきましては、新こどもセンター整

備事業につきまして、事業の完了が年度を超えるこ

とから繰越明許費を追加するものでございます。 

 ３款民生費２項児童福祉費、事業名、新こどもセ

ンター整備事業。金額９億９,８１５万１,０００

円。 

 第３表、債務負担行為補正。 

 （１）追加。 

 債務負担行為補正につきましては、北海道知事及

び北海道議会議員選挙に係る選挙執行費用につきま

して、今年度内にその事業を進める必要があるか

ら、債務負担行為を設定するものでございます。 

 事項、知事道議会議員選挙。期間、令和４年度か

ら令和５年度。限度額、１０３万円。 

 第４表、地方債補正。 

 （１）変更。 

 地方債補正につきましては、先ほど御説明したと

おり、それぞれ限度額の変更をするものでございま

す。 

 １点目の新こどもセンター整備事業は、事業実施

に伴い限度額を９億８,０００万円増額いたしまし

て、１０億１,０００万円に変更するものでありま

す。２点目の町道簡易舗装事業については、事業費

の変更に伴いまして、限度額を２０万円減額し、７

８０万円に変更するものです。 

 ４ページ以降については、説明を省略させていた

だきます。 

 以上で、議案第１号令和４年度上富良野町一般会

計補正予算（第７号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず１点目ですが、２５

ページの「泥流地帯」映画化を進める会負担金２,

０００万円の減ということで、これにつきまして

は、ＪＲ上富良野駅舎ロケ等活用整備の部分の２,

０００万円と理解してよろしいのか。 

 それから２点目ですが、３３ページ、新こどもセ

ンターの整備事業についてお伺いしたいと思いま

す。１４節の工事請負費、新子どもセンター建設工

事が９億９,２３７万６,０００円ということになっ

ています。今までのちょっと経過を振り返ると、私

たちが説明を受けてきた時点で、令和３年の９月時

点では、面積は１,３００平米と。そして、建設費

は約５億２,０００万円と伺っておりました。そし

て、この５億２,０００万円は、備品だとか外構工

事は除く。それから、時が過ぎて令和４年の２月で

すが、概要版で説明されたのが６億９,４３５万３,

０００円、約７億円でありました。そして今回、１

２月に示された金額が９億９,８００万何がし、そ

れで約１０億円になっています。この１０億円の、

まず根拠で、一番初め備品だとか外構工事や何か

は、ここに１０億円の中に入っているのか。そし

て、当初、令和３年の９月から約倍に建設費が増え

ています。それで本当に町財政というのは大丈夫な

のでしょうかというのが私の疑問ですので、お答え

をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤議員

の御質問にお答えいたします。 

 まず、２,０００万円につきまして、映画化を進

める会負担金の２,０００万円につきましては、議

員おっしゃるとおり、映画を進める中での駅舎のロ

ケ地の整備で駅舎の改修費として２,０００万円計

上してございましたが、事業が年度内に遂行できな
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い、実施できないということから、今回、２,００

０万円の減額補正をお願いしているものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ６番中澤委員の子

どもセンターについての御質問にお答えします。 

 今回、補正予算で上程しております９億９,２３

７万６,０００円につきましては、あくまでも建設

工事等々の本体工事という形でお願いしているとこ

ろでございます。今、質問にございました備品、外

構工事、あと東児童館につきましては、この数字の

中に入ってはいないところでございます。この数字

につきましては、今、実施設計の概算ということ

で、１０月末にいただいた数字に物価高騰分等を参

酌して、今回の補正予算をお願いしているというこ

とでございます。 

 外構工事につきましては、今、１０月末時点の概

算でいきますと、おおむね、これから高騰するとは

思いますけれども、８,１９０万円程度の見積り、

概算をいただいているというところの情報でござい

ます。 

 あと、東児童館の解体につきましては、１,８９

０万円程度というような概算でいただいているとこ

ろでございます。これにつきましては、令和６年度

の予算でまた御協議いただきたいというような形で

ございます。 

 あとは、備品につきましては、今回令和５年度の

予算で建てつけで造る分もございますし、プラスア

ルファで備品を買うところもありますので、新年

度、令和５年度の予算の中で御協議いただく予定と

なっているところでございます。 

 ちなみに、令和６年４月というものを供用開始と

いうことで目途にしておりますので、今仮住まいで

社会教育総合センターのほうに事業所移転しており

ますけれども、やはり２月中には完成いただいて、

３月中に引っ越し準備をして、４月からということ

でございますので、３月分の１か月の維持管理的な

ものにつきましても、概算で今見積もっておりまし

て、令和５年度の予算の中で御協議いただくという

予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ６番中澤議員の新子ど

もセンター建設に係る財政は大丈夫かというような

御質問についてお答えいたします。 

 ただいまの新子どもセンター建設についての財源

の多くは起債ということで、過疎債９億８,０００

万円ということで先ほど説明させていただいたとこ

ろです。これについて、北海道と協議いたしまし

て、北海道の起債の２次協議の中で、ただいま９億

８,０００万円全額措置されるというような報告

を、報告というか、連絡を受けているところでござ

います。 

 過疎債については、御存じのとおり、今年の度償

還金に対する交付税措置が７割程度あるということ

で、非常に有利な財源となってございます。しかし

ながら、既に町立病院等々始まってますので、その

中で償還計画をしっかり今つくった中で、他の事業

に影響のないように、昨年度の予算から減災基金に

一定程度積み立てるなどして、今年度の償還の総額

が平準化されるような措置で、他の事業に影響のな

いような計画で、今、進め、検討しているところご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、映画化を進める会の

ほうで聞きたいと思いますが、ＪＲの駅舎の関係

２,０００万円、ただ、我々が説明を受けていたの

は、その前に設計費が２００万円とかいろいろなの

あったのですが、本当に２,０００万円全部落とし

て、映画化を進める、進めると先ほどの一般質問で

言われましたけれども、本当にいいのです。何か、

その２,０００万円の１,８００万円落とすというの

だったら、次につながっていくのだなと思うのだけ

れども、全部落とすという話を聞きました。 

 それから、例えばそのほかいろいろなのあったの

ですが、制作支援費とかロケ班の支援、宿泊費が幾

ら幾ら、それからロケ等が幾ら幾らで、全体２,３

００万円の映画化を進める会への負担金が出てまし

た。それも落とさなくていいのですか。逆に言った

ら、こっちは落とすけれどもこっちは落とさない、

制作は、何かこう、説明を受けているのが一致しな

いというか、そんな感じを受け取ったのですけれど

も、そこら辺、もう１回中身等教えていただければ

と思います。 

 それから、子どもセンターの関係ですけれども、

それは了解しました。そして、９億二千何百万円と

いうのも、５％か何かアップ増を見込んでのという

ことで、けれどもいつも説明を受けるとき、物価の

高騰やなんかがこれからあるかもしれません。だか

ら、そういう時点になったら、皆さんにまた審議願

いますと言われるのですけれども、ではどこまで本

当に物価高騰や何か、そして先ほど財源や何かは、

有利な財源があって、７０％だとか、それは話は分

かりますけれども、本当に将来考えていったとき、

大丈夫なのだよねというのが私は疑問なので、もう

一度お願いします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 
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○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤議員の御質問に

お答えいたします。 

 まず、駅舎の絡みです。これにつきましては、明

らかに今までの協定を結んでいた会社との協定解消

というものがはっきりしたということで、それらデ

ザイン等も含めてその会社と相談しながら進めるこ

とになっておりましたので、これについては全く、

今年度中には、時期もそうですけれども、無理だと

いうことで２,０００万円を落としたところでござ

います。その他の活動費につきましても、これから

精査する中で、不用額については３月の補正のとき

には、しっかりと余計なお金を会のほうに残すとい

うことは、前回も、前回の決算のときにも御指摘い

ただいてますので、その分はしっかりと清算するよ

うに努めてまいりたいなと思っております。 

 それから、物価の高騰についてでございますけれ

ども、本当に議員の御心配のとおりでございます。

今年度に入りましてから、何本かの入札が不落にな

るというようなことで、大変我々も、本当にどこま

で上がるのだろうと。見通しの立たない中でいろい

ろと予算編成をし、それから入札のたびに、どのよ

うな業者に来てもらえるのかということも含めて、

大変苦慮しながら今年度進めてまいっております。

本当に、我々もびっくりするぐらいの事業費高額に

になっていることは、議員も大変びっくりされてい

るかと思います。そういった中で、本当にこの年明

けでまたどれくらい、お正月超えると、またいろい

ろと物価が動くというような業界のお話もちらちら

聞こえている中で、とは言え一定程度の見通しを立

てて予算を立てなければならないものだなと思って

おりますので、我々の財源の許す範囲内において、

どの程度までが、膨らますというのは変ですけれど

も、入札までのタイムラグの間の物価上昇を見込む

のかというのは、本当に暗中模索という中でやって

おりますけれども、一定程度の上がり具合を想定し

た中でやり切るしかないということで、大変不透明

な中進んでいるという実態をお話しするまでしか

我々のほうでは材料も、本当に幾ら上がるとかとい

うのが分からないので、そういった状況にあるとい

うことで御理解を賜りたいなと思っています。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、泥流地帯の関係なの

ですが、先ほど言ったように、こっちは落とす、そ

れからこっちは残しておく、今の話だったら３月で

しっかりとやるよという、それはいいのだと思うの

ですが、そのときに大切なことは、いつまで映画化

を本当に、何年を目標にやるのかによって、全然、

今度、今の補正もそうですけれども、令和５年度の

予算編成についても、まるっきり変わると思うので

す。それによって、今、令和４年度で言えば、旅費

や何かを３０万円とか、それから先ほど言ったプロ

モーション費や機運醸成や何か、これは多分、もう

使っているのでしょう。けれども、制作支援費や何

かについては、ロケや何かやってないのだから、多

分落ちるのだと思います。これも、一般財源から出

ているのですよね。 

 というのと、やはり一つは、先ほど言いましたけ

れども、いつを目標に映画を何とか達成したいのだ

と、そこら辺一つ。そして今言ったように、一般財

源やなんかなのかどうだとか、ちょっと私も忘れま

したので、そこら辺について。 

 それと、２点目は、子どもセンター。いいです、

ここで。これだけで質問させてください。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） 大変、進める会の負担金

の清算について御理解いただいたと思うのですけれ

ども、それらの中身につきましては、一応ＪＲの部

分については、今回の補正のとおり、地方創生の交

付金の部分と寄附金で賄っておりましたので、その

寄附金の部分が１,０００万円戻しますよ、交付金

のほうは、事業やらないのでもらえませんから、そ

の分落としますよということで御理解いただきたい

と思います。 

 それから、進める会の全ての財源が全部寄附とい

うわけでありませんけれども、今言ったような地方

創生交付金とか基金を入れた中で、財源の調整を

図っているということでございます。 

 あと、時期については町長から。 

○議長（村上和子君） 町長。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問、映

画化いつまで、いつをめどにという御質問かと思い

ます。なかなか難しい問題で、９月の議会でも述べ

させていただきました。時期は、いついつまでとは

明言できませんが、なるべく早く皆さんにお知らせ

できるようにしっかりと、いつまでも、１０年、２

０年という先ではないということは、申し上げたと

おりです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかに御質疑ございません

か。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 同じく２５ページ、２款総

務費の地域活性化起業人派遣負担５６０万円の減に

ついて、これ、引き続き映画制作会社の方が来る予

定だったのですけれども、来れなかったためという

ことだと思うのですが、この映画会社から来る予定

だった方が来れないとなったのは、町はいつ来れな

いということが分かったのか、その会社やめた、い
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つ、何月にやめていて、町は何月、いつ頃に派遣さ

れてこないということが把握したのかお聞きしま

す。 

 そして、その下の、次に、下の「泥流地帯」映画

化を進める会負担について、今、同僚議員からもお

話ありましたが、これ６月の定例会だったか、ＪＲ

駅舎負担の２,０００万円のお話になって、たしか

予定では１０月か１１月ぐらいに工事行う予定だと

いう説明をそのときに受けたのですけれども、その

時点で、この２,０００万円の中には、設計やデザ

イン費等も何百万円かついていたと思うのですが、

全くその設計デザイン等も進んでない中で、一応工

事は、１０月か１１月ぐらいに行いますという計画

を立てていたのか、そのあたり、本当に全く設計デ

ザイン等も着手してなかったのかお伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １番元井議員

の御質問にお答えいたします。 

 まずは、地域活性化起業人派遣負担につきまして

は、あれは当初、Ｚｉｐａｎｎｇのほうから１名来

られるということで予算を計上しておりました。４

月になりまして、ちょっと病気になりまして来れな

くなったということで、その間、Ｚｉｐａｎｎｇの

ほうから代わりの方といいますか、そういう方が来

られるのではないかというか、という話で話を進め

ていたところは、確かにございました。ただ、６月

に前任者が退職されまして、その後、Ｚｉｐａｎｎ

ｇのほうとも話は進めていたのですが、なかなか人

も出せなくなってきたということで、８月になりま

して、今度映画の制作ができなくなったというか、

制作が約束したときにできなくなったということ

で、その後いろいろ話をしまして、１１月のときに

協定を破棄する旨で話をしたところ、その旨で今回

の１２月の補正で減額補正をしたいと思ってまし

て、今回、減額の補正をお願いしたところでござい

ます。 

 続きまして、駅舎のほうの２,０００万円につい

てですが、当初１０月、１１月頃ということで、設

計の中身といいますか、その美術さんといいます

か、そう言う方とは、打合せのほうは進めていたこ

とは進めてはおりました。ただ、実際の取りかかる

というか、手をかけるといいますか、そういうのは

至ってなかったのですが、そういうことで打合せ等

はしていたのですけれども、なかなか制作発表のほ

うがなかったことから、その制作のほうには、美術

さんの制作のほうには進めなかったというところで

ございます。けれども、今回、３月までに実施が見

込めなくなったということから、今回、減額の補正

をお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 伺いますが、２５ページ

の、ちょっと重複しますが、泥流地帯の負担金の問

題でお伺いいたします。 

 これ、新年度予算どうなるか、この先のことです

から、もう既に予算編成に入っているというふうに

思っています。そうしますと、先が見えない事業に

対して予算をここ、つけるか、つけないか、また、

それにふさわしい、つけるか、予算組みをするのか

どうなのか。本来であれば、これは、もう一度ゼロ

から出発という形になって、予算そのものを計上す

るということが不可能な事業だというふうに思いま

す。町長おっしゃるように、先が分からないという

ことだから、もう一度この負担金やそれに関わる事

業にいろいろと、ロケサポートも入っていると思い

ますが、そういったものについても町長の見解とし

て、もう一度これは、新年度に至っては予算計上し

ないという方向で考えているのかちょっとお伺いし

たいのと、もう１点は、現在、この進める会の執行

状況というのは、予算どのようになっているのかお

伺いしたいというふうに思います。 

 それと３３ページなのですが、新子どもセンター

で、将来的に、同僚議員言いましたが、恐らく公債

費率等の負担がこれによって増えるかというふうに

思います。確かに過疎債等があったにしても、いっ

てこれからのいろいろな新規事業あるいは改修事業

等を考えた場合、減災対策、事業、お金も積み立て

ているということであるのですが、やはり将来的な

財源の負担比率額がどのようになるのか、ちょっと

お伺いしておきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、４１ページのこの肥料化

学等の事業に関してであります。ここでは、当然、

物価高騰に対応した価格設定という形になっており

ますが、１戸当たり平均するとどのぐらいになるの

かお伺いしたいのと、今、酪農家等が非常に厳しい

現状があります。補助金等があったとしても、また

肥料等のメーカーと同業者が負担するという状況が

ありますけれども、さらに厳しい状況で、上富良野

町においてもこれからの事業経営が大変だという形

がありますので、こういったことも将来の想定した

対策が必要、これと併せて必要だというふうに思い

ますが、この点お伺いいたします。 

 次に、４５ページの中小企業の貸付事業で、これ

は何件対応になっているのかお伺いしたいと思いま

す。恐らくそれぞれ返済時期があって、なかなかこ

の経営の中で厳しい状況があると思いますので、ど
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うなっているのか。 

 それと、４７ページの町道維持費という形でなっ

ております。除雪対応という形で、前年度は再三補

正が繰り返されました。やむを得ない豪雪等がある

というふうに思いますが、これは恐らく来年の３月

まで対応できるような予算内容になっているかと思

いますが、確認いたします。 

 次、５１ページの教育振興費の中で、総務費の中

で、いじめ問題審議会委員報酬ということになって

おりますが、これは恐らく重大事態という形の設定

になって報酬委員会が設定されていると思います

が、メンバーと、そのいじめの系統がありました

ら、分かりましたら、この点もお伺いしておきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番米沢議員

の御質問にお答えします。 

 まず、駅舎の関係でございますけれども、令和５

年度については予算計上するのかということでござ

いますが、現在のところ検討してはおりません。来

年度すぐ、まだ先が見えないというか、副町長のお

話ありしましたが、まだ計画等もございませんの

で、それについては、制作側が決まり次第、予定と

かありますので、そのときには、今度のときは補正

だとか、そういうことで対応させていただきたいな

というふうに考えているところでございます。 

 あと、進める会の執行状況ございます。ちょっと

今、現在手持ちにございませんので、後ほど報告さ

せていただきます。 

 あと、中小企業の関係でございますが、件数でご

ざいますが、現在のところ、３月末現在のときで９

２件でございました。今回、新たに増えまして１９

件、コロナの関係とかでございまして増えたという

ことから、利息分、またあと保証、信用保証の金額

が増えたということで、今回３月までに利息等のお

支払いは増えることから、今回補正をお願いさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ７番米沢議員の子ども

センターに係る公債費負担比率等の質問でございま

す。 

 先ほど中澤議員の御質問に御答弁したとおり、子

どもセンターの財源については過疎債ということ

で、通常、一般公共事業債でしたら、今年度の償還

２５％程度なのですけれども、７割程度バックされ

るというようなことでございます。それについて、

具体的な比率については、現在試算しておりません

が、確かに町立病院及び子どもセンターで負担比率

は上がることは間違いないと思いますが、その財源

措置によりまして、その財源についてはマイナスと

いうか、比率から引く計算法になってますので、急

激に上がるという状態ではないと思いますが、現在

よりは若干上がっていくような推移になっていくと

考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（大谷隆樹君） ７番米沢議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、肥料の今回の補助事業におきます価格の補

塡程度ですけれども、昨年度の購入価格で推計する

と、この補助事業を行うことによって、値上がり分

の５％程度の補塡価格になるかというふうに推計し

ていることでございます。北海道と同等程度の、今

回、補助メニューとしていることから、道と合わせ

まして、値上がり分の１０％程度の補塡になるとい

うふうに考えているところでございます。 

 それから、酪農家のほうの飼料の高騰対策のほう

につきましては、国におきまして輸入飼料につきま

しては、補塡事業等を行っているところでございま

す。町としましても、できるだけ自家飼料の栽培を

できるように、農地の方、あっせん等を進めていき

たいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかに質疑ございますか。 

 まだ。すみません。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 今回の補正、２,９８０万円ほどしている中身

で、来年３月まで委託料もつかという御質問でござ

いますが、今後の降雪の降り方により、今のとこ

ろ、私もちょっと回答というか、答えは出ませんの

で、また降り方次第によっては、補正のお願いをす

ることもあるかと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ７番米沢議員の御

質問のほうにお答えさせていただきます。 

 いじめ問題審議会に係る関係でございますが、こ

の１１月４日に第１回のいじめ問題審議会のほうを

開催させていただきました。内容としましては、町

内の学校におきますいじめ事案ということで、今

回、言葉によるいじめの事案ということで、それが

起因となりまして、被害のあったお子様が登校が

ちょっと難しくなるということで、欠席日数が３０

日を超えたという事案ということで、今回、重大事
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案ということで、この審議会のほうに報告、諮った

ところでございます。 

 委員の報酬でございますが、条例等のほうで既定

している部分でございまして、学識経験者、または

いじめ防止等に関する知見を有した方ということ

で、町内の関係機関のほうから推薦をいただいてい

るところでございますが、構成としましては、主任

児童委員、人権擁護委員、青少年健全育成を進める

会、生活安全推進協議会、ＰＴＡ連合会、校長会、

スクールカウンセラーのそれぞれの機関のほうから

推薦をいただいた７名で構成しているところでござ

います。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 米沢議員、ありますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。ぜひ、

この映画化については、本当に不透明な部分があり

まして、将来、町のこの事業に関わる部分も含め

て、採用される問題だというふうに思っております

ので、ぜひこの点については、早急に予算を今後廃

止して見直していただきたいというのと、早急にこ

の予算の執行状況等をぜひ提出、資料を提出してい

ただきたいというふうに思っております。 

 次、肥料価格等についてでありますが、非常に酪

農家のところへ行って話を聞きますと、雄牛は、本

当に前でしたら数十万円とか、状況だったけれど

も、引き受け手がないだとか、そんな状況にあると

いう形になって、投資したくても、やはり今の状況

では投資できない。いろいろな支援策があるけれど

も、農家自らも負担している部分があると。餌代が

高騰したときやいろいろな補給金とか大変だったと

きに、一定の負担率はあるけれども、その負担、国

のやはり限度額がどんどん引き上がっていくという

形の中で、経営が今後採算が合うかどうか、できる

かどうか分からないというような話がありまして、

この点考えたときに、当然将来、この農業者も含め

て、酪農業者も含めて、こういった部分に対するや

はり支援制度をもっと中身を精査して、町長、国な

んかにも積極的に要望すべき時期が来ているのだと

いうふうに思いますので、この点お伺いいたしま

す。 

 次に、町道維持費については、当然、そういった

変動がありますので、ぜひ大雪降ったときに、日中

でも若干除雪が入ったらいいという声もありますの

で、そういう対応なんかもお願いしたいというふう

に思います。 

 さらに、教育問題では、恐らく重大事態への対処

という形になっているかというふうに思います。条

例の２２条、２４条、２８条、これに対応したこの

審査委員会が設定されたものだと思いますが、ここ

に当初は関わる校長会が入っているかというふうに

思います。関わるかどうかはちょっと分からないで

すが、本来であれば、こういった部分に対しても第

三者委員会の設置というのも検討されなければなら

ないというふうに思いますが、この間、こういった

部分の検討というのはなされたのかどうなのか。こ

の後、保護者等に対する調査した結果、当然町長に

も伝えられると思いますが、保護者等にも必要であ

れば伝える義務があると、報告されるべきだという

ことの内容も書かれておりますが、今後の方向につ

いてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢議員の御質問に

お答えいたします。 

 ちょっと補正とは別に、資料のお話でありました

ので、一般的なちょっと答弁になって、ちょっと今

回の補正と関係ないので、私のほうから説明させて

ください。 

 そういったような状況、いろいろ農業振興課長か

らも、酪農家のいろいろなお話もありましたけれど

も、そういった部分、一応、今回については肥料と

いうことですけれども、今後もいろいろな部分で農

業に限らず、商工業もいろいろな部分で影響を受け

ております。そういった部分も、今後、価格高騰の

交付金なども今後あるわけですから、そういったも

のも含めながら、いろいろな部分、分野に目くばり

をしながら、どのような政策、対策がいいのかを検

討してまいりたいなと思っております。 

 それから、町道の維持費につきましては、今回

は、夏に先食いした部分、補塡させていただきまし

た。基本的には、災害部分のお金でございます。で

すから、米沢議員おっしゃるとおり、今後、雪の降

り方によってはといいますか、タイミングとかも、

べちゃべちゃになった後、すぐまた雪降ったりとか

ということで、緊急的に何回も出なければならない

ことというのはどうしても生じてまいりますので、

そういった部分では補正等のお願いすることがござ

います。そういった部分御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番米沢議員のいじめ問

題審議会報酬補正の関係の再質問にお答えさせてい

ただきます。 

 いじめ問題審議会におきましては、報酬を１回分

のみの令和４年度予算措置になったことから、この
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ような調査案件が出たときには、１回では完結しな

いことから、今回想定される回数分についての補正

をお願いするものであります。 

 本来であれば、このような審議会については、事

案の有無に関係なく、ある程度の回数の見込みは立

てるべきではないかと本来、私自身は考えておりま

すので、来年度以降は、そのような形で予算につい

てはかかっていきたいと思います。 

 また、議員からの御質問にありました今回の審議

会の内容につきましては、事案の報告をされた後、

特別委員会の調査権についてお諮りしたところ、既

にお子様が登校に向けて進めていること、お互いに

和解が成立していること、双方の保護者において

も、その状況については確認され、今回、いじめを

受けたと申し出てくれたお子様ないし保護者様から

は、あまり大げさにしないでほしい。小さな町です

から、このような案件が出ると、もうやはり、自分

たちにも目が向くことを大変心配されているという

ような内容の状況もお伺いしたことから、きちっと

その辺を審議会の中でもお諮りしていただき、双方

については、情報共有については、学校を通じて行

なったところでございます。 

 なお、町の、町長のほうには、この案件が既に報

告されたときに、まず情報共有をさせていただき、

いじめ問題審議会の内容によっては、特別委員会を

設置、そこで審議され、調査等の必要があれば、調

査を実施すること、それによってなおかつまだ解決

に導かないときには、町においての委員会の立ち上

げが必要になることは、既に情報共有は済んでおり

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和４年度上富良野町一般会

計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決されま

した。 

 昼食休憩といたします。 

 再開は、１時３０分といたします。よろしくお願

いいたします。 

────────────────── 

午後 ０時１９分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２号令和

４年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第２号令和４年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、保険基盤安定負担金、財政安定化支援

事業、未就学児均等割保険負担金及び地方単独事業

減額調整分の額の確定に伴う特別会計の繰入金につ

いて、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、人事異動及び給与条例改正による職員

の給与費等について、所要の補正をするものであり

ます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分についての説明をし、予算

の事項別明細につきましては省略させていただきま

すので、御了承願います。 

 議案第２号を御覧ください。 

 議案第２号令和４年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）。 

 令和４年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３２６万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億９,６１０万５,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１表につきましては、款ごと、名称と補正額の

みを申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款道支出金１６万５,０００円。 
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 ５款繰入金３４２万９,０００円の減。 

 歳入合計は３２６万４,０００円の減でありま

す。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１２５万７,０００円の減。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、ゼロ。 

 ８款諸支出金２７万円。 

 ９款予備費２２７万７,０００円の減額。 

 歳出合計は３２６万４,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第２号令和４年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）の説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和４年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第３号令和

４年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第３号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和４年度後期高齢者医療保険安定負

担金の確定に伴う特別会計の不利益について、所要

の補正をするものであります。 

 ２点目は、令和４年度後期高齢者医療健康診査受

診者増加により、所要の補正をするものでありま

す。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承お願います。 

 議案第３号を御覧ください。 

 議案第３号令和４年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）。 

 令和４年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３０２万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億７,８９１万７,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰入金３３８万１,０００円の減。 

 ５款諸収入３５万８,０００円。 

 歳入合計は３０２万３,０００円の減額でありま

す。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３５万８,０００円。 

 ２款広域連合納付金３３８万１,０００円の減。 

 歳出合計は３０２万３,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第３号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和４年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第４号令和

４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ただいま上程いた

だきました議案第４号令和４年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

の理由を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和３年度介護給付費負担金の実績報

告に伴い、国から概算で交付されている負担金を返

還するものであります。 

 ２点目は、令和３年度地域支援事業交付金の実績

報告に伴い、国及び北海道から概算で交付されてい

る交付金を返還するものでございます。 

 ３点目は、過年度介護給付費負担金の再確定に伴

う国及び北海道からの追加交付並びに国・北海道及

び社会保険診療報酬支払基金への返還金について、

歳入歳出に所要額を補正するものであります。 

 ４点目は、１１月２８日の第６回臨時会において

御議決いただきました職員の給与に関する条例の一

部改正に伴い、職員給与費の歳入歳出につきまして

補正するものであります。なお、収支の差額につき

ましては、予備費から５１８万８,０００円を計上

し、対応するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案説明につきましては、議決項目のみ説

明させていただき、予算の事項別明細書につきまし

ては省略させていただきますので、御了承願いま

す。 

 議案第４号を御覧ください。 

 議案第４号令和４年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算（第３号）。 

 令和４年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１３３万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１億７,２８５万３,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金２万５,０００円。 

 ４款道支出金１万５,０００円。 

 ７款繰入金１２９万６,０００円。 

 歳入合計は１３３万６,０００円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１２９万６,０００円。 

 ２款保険給付費、補正額はゼロでございます。 

 ３款地域支援事業費５７万２,０００円の減。 

 ６款諸支出金５８０万円。 

 ７款予備費５１８万８,０００円の減。 

 歳出合計１３３万６,０００円でございます。 

 以上、議案第４号令和４年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第３号）の御説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、御議決いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和４年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第５号令和

４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
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 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました議案第５号令和４年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第６

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、寄附採納５万円について、一般会計か

ら繰入れを行うとともに、介護用備品の購入を図る

よう、所要の補正を行うものです。 

 ２点目は、給与条例改正及び人事異動等に伴う職

員給与費等について、所要の補正を行うものです。 

 ３点目は、ラベンダーハイツ施設内の排煙窓及び

給排水の故障時の修理環境の整備など、施設内の修

繕が必要になったことから、所要の補正を行うもの

です。 

 ４点目は、燃料価格が高騰している施設燃料費及

び電気料について、使用に必要な費用が不足するこ

とのないように、所要の補正を行うものでありま

す。 

 ５点目は、入所者の褥瘡の改善に必要なエアマッ

トについて、治療方針に基づき効果的なエアマット

を借り上げることで改善に向けた対応を行うなどに

ついて、所要の補正を行うものです。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみ説明をし、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第５号を御覧ください。 

 議案第５号令和４年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計補正予算（第６号）。 

 令和４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３億４,７９９万８,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申しあげます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 ７款繰入金５万円。 

 歳入合計５万円。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１６６万円の減。 

 ２款サービス事業費２３７万６,０００円。 

 ６款予備費６６万６,０００円の減。 

 歳出合計５万円。 

 以上で、議案第５号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第６号）の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） すみません。７ページの一

般管理費の中の１０番需用費に関してお伺いいたし

ます。 

 ハイツに限らず、今般、光熱水費及び燃料費の高

等に伴って、公共施設一律に今補正で増額をしてま

すけれども、その影響額のパーセンテージ、どのよ

うな計算式で配分されたのか確認させてください。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ８番荒生議員の燃料費

の関係の御質問にお答えいたします。 

 今回の算定につきましては、１２月時点の単価を

もって算定していただきまして、今まで執行した量

と今後執行する予定の量を勘案して、各補正予算に

計上させていただいたところでございます。 

 以上でございます。パーセンテージ的なものは、

ちょっと算定してございません。あくまでも積上げ

計算の中で計上させていただいたということでござ

います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第６号）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１３号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第１３号令
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和４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第７号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました議案第１３号令和４年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第７

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 本年度、北海道の介護ロボット導入支援事業費補

助金を活用して、整備を予定しています介護ロボッ

トの導入につきまして、このたび１２月７日付で北

海道から補助金の交付決定がされたところですが、

昨今の社会情勢により年度内の納品が困難であるこ

とから、繰越明許費の設定をするものであります。 

それでは、以下議案を朗読いたします。 

 議案第１３号を御覧ください。 

 令和４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第７号）。 

 令和４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところ

による。 

 （繰越明許費）。 

 第１条、地方自治法（昭和２２年法律６７号）第

２１３条第１項の規定により、翌年度に繰越しして

使用することができる経費は、「第１表 繰越明許

費。による。 

 裏面を御覧ください。 

 第１表、繰越明許費。 

 ２款サービス事業費２項施設介護サービス事業

費。事業名、介護ロボット導入事業。金額７９７万

５,０００円。 

 以上で、議案第１３号令和４年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計補正予算（第７号）の説

明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号令和４年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第６号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第６号令和

４年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第６号令和４年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第２号）の補正の要旨に

つきまして、御説明申し上げます。 

 まず、歳入におきまして、１点目に一般会計繰入

金の精査による減額と、２点目に消費税還付金の確

定によります諸収入の増額であります。 

 次に、歳出におきまして、１点目に一般管理費の

水質検査手数料額の確定によります役務費の減額

と、２点目に健診業務委託費の確定による委託費の

減額、３点目に消費税確定による公課費の減額とな

り、歳入歳出それぞれ同額を減額補正するものであ

ります。 

 それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

す。 

 なお、予算の事項別明細書の説明につきましては

省略させていただきますので、御了承願います。 

 議案第６号を御覧ください。 

 議案第６号令和４年度上富良野町簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）。 

 令和４年度上富良野町の簡易水道事業特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１００万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７,８８４万４,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金１６３万８,０００円の減。 
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 ４款諸収入６３万円。 

 歳入合計１００万８,０００円の減。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費１００万８,０００円の減。 

 歳出合計１００万８,０００円の減。 

 以上で、議案第６号令和４年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第２号）の説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、御議決いただけますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和４年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第７号令

和４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第７号令和４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）の補正の要旨

について、御説明申し上げます。 

 １点目は、歳入におきまして給与制度改正に伴う

一般会計繰入金の減額補正を行うものであります。 

 ２点目は、歳出におきまして、１点目と同様に給

与制度改正に伴う下水道事業費の減額補正を行うも

のであり、歳入歳出それぞれ同額を減額補正するも

のであります。 

 それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

す。 

 なお、予算の事項別明細書の説明につきましては

省略させていただきますので、御了承願います。 

 議案第７号を御覧ください。 

 議案第７号令和４年度上富良野町公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）。 

 令和４年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１１万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６億６４万７,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１１万円の減。 

 歳入合計１１万円の減。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１１万円の減。 

 ２款公債費ゼロ円。 

 歳出合計１１万円の減。 

 以上で、議案第７号令和４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、御議決いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号令和４年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第８号 
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○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第８号令

和４年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第８号令和４年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第２号）につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、水質検査手数料確定に伴います減額補

正を行うものであります。 

 ２点目は、人事異動及び給与制度改正に伴います

職員給与費の減額補正を行うものであります。 

 ３点目は、検診業務等委託料確定に伴います減額

補正を行うものでございます。 

 これらの減額補正を予備費に計上し、予算総額の

増減は伴わない内容となっております。 

 それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

す。 

 議案第８号を御覧ください。 

 議案第８号令和４年度上富良野町水道事業会計補

正予算（第２号）。 

 （総則）。 

 第１条、令和４年度上富良野町の水道事業会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、款項別の名称及び補正額のみ申し上げま

す。 

 第１款水道事業費用。 

 第１項営業費用３１２万１,０００円の減。 

 第４項予備費３１２万１,０００円。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第３条、予算第６条第１号中「２,７６３万３,０

００円」を「２,４７５万９,０００円」に改める。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上で、議案第８号令和４年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第２号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決いただけますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） これをもって質疑を終了い

たします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和４年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第９号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 議案第９号令

和４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第７

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第９号令和４年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第７号）につきまして、提案の

要旨を御説明させていただきます。 

 補正の概要ですが、１点目は、新型コロナウイル

スワクチン接種に伴います受託収益の増加補正をお

願いするものです。 

 ２点目につきましては、給与条例改正及び会計間

移動等に伴いまして、給与費の増額補正をお願いす

るものです。 

 ３点目につきましては、エネルギー価格高騰に伴

いまして、光熱水費及び燃料費について増額補正を

お願いするものです。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第９号令和４年度上富良野町病院事業会計補

正予算（第７号）。 

 （総則）。 

 第１条、令和４年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款病院事業収益８０２万８,０００円。 

 第１項医業収益４５２万８,０００円。 

 第２項医業外収益３５０万円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用８０２万８,０００円。 
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 第１項医業費用６４１万８,０００円。 

 第３項介護保険施設事業費用８８万９,０００

円。 

 第５項予備費７２万１,０００円。 

 （議会の議決を経なければ流用することができな

い経費）。 

 第３条、予算第１０条第１号中「６億７,３６４

万７,０００円」を「６億７,７２７万４,０００

円」に改める。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第９号令和４年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第７号）の御説明とさせていただき

ます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号令和４年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１０号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 議案第１０号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号地方公務員法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ

きまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本条例改正につきましては、少子高齢化が急速に

進展し、若年労働力人口の減少が続いている中で、

複雑・高度化する行政課題に適格に対応し、質の高

い行政サービスを維持していくためには、６０歳を

超える職員の能力及び経験を６０歳以前と同様に本

格的に活用することが不可欠となっていることか

ら、地方公務員法等の一部改正に伴いまして、職員

の定年が段階的に引き上げられ、管理監督職務勤務

上限年齢及び定年前再任用短時間勤務の制度の導入

等の措置を講じるため、本町の職員につきまして

も、地方公務員法改正に準じた形で関係条例を整備

するもので、上富良野町定年等に関する条例の外８

条例の一部改正、また上富良野町職員の再任用に関

する条例を廃止するものでございます。 

 議案第１０号を御覧ください。 

 議案第１０号地方公務員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 

 以下、条文の朗読を省略させていただきまして、

条に沿いましてその概要のみ説明させていただきま

すので、御了承願いたいと思います。 

 まず第１条、上富良野町職員の定年等に関する条

例の一部改正についてですが、第１章総則について

は、地方公務員法改正に伴い、引用条項の整備をす

るものでございます。第２章定年制度につきまして

は、職員の定年年齢を段階的に引き上げて、現行６

０歳を６５歳に、また、町立病院に従事する医師に

ついては、現行６５歳を７０歳とするための規定を

整備するものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 第３章につきましては、管理監督職務勤務上限年

齢制を設け、町立病院に従事する医師を除き６０歳

に達した主幹職以上の管理監督職の職員について

は、翌年の４月１日までに非管理監督職に降任する

既定を設けるとともに、特例任用といたしまして、

公務上必要がある場合は、引き続き管理監督職とし

て勤務できる規定を設けるものでございます。 

 次、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 第４章につきましては、定年前再任用短時間勤務

制として、６０歳に達した日以後の最初の４月１日

から定年退職の日までの間、退職した職員を短時間

の職に再任用できる規定を設けるものでございま

す。第５章雑則につきましては、規則への委任事項

を定めたもの、また制度の完全移行となる令和１３

年３月３１日までの経過措置を定めたものです。ま

た、情報提供意思確認制度に関する規定の整備とし

て職員に６０歳以後の任用給与等に関する情報を提

供するとともに、６０歳以後の勤務の意思を確認す

るための規定を設けるものでございます。 

 次、５ページを御覧ください。 

 第２条、上富良野町職員の給与に関する条例の一

部改正につきましては、６０歳を超える職員の給与

に関する規定の整備として、６０歳に達した日以後

の最初の４月１日以後の職員の給料を、月額を７割
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水準とする規定を設けるとともに、定年前再任用短

時間勤務職員に係る規定を設けるものでございま

す。 

 次行きまして、８ページをお開きいただきたいと

思います。 

 第３条上富良野町職員の分限に関する条例の一部

改正、次の９ページの第４条職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例の一部改正、第５条上富良野町職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、第

６条上富良野町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正、１０ページの第７条上富良野町人事行政の

運営状況公表条例の一部改正、第８条上富良野町職

員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改

正、第９条上富良野町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、

今回の改正に伴いまして、それぞれ管理監督職勤務

上限年齢制による規定及び定年前再任用短時間勤務

に伴う規定の整備などを設けるものでございます。 

 第１０条につきましては、上富良野町職員の再任

用に関する条例につきましては、定年年齢の引上げ

などに伴い、現行の再任用制度が廃止されることに

伴い、本条例を廃止するものでございます。 

 次、附則についてですが、第１条によりまして、

当該条例の施行日を令和５年４月１日とするととも

に、条例第９条の情報提供、勤務の意思確認に係る

条例で定める年齢の規定につきましては、公布の日

とするものでございます。 

 第２条は、定年等に関する条例の一部改正に伴う

勤務延長に関する経過措置を定めたものでございま

す。 

 １１ページを御覧いただきたいと思います。 

 第３条及び第４条は、定年退職者等の再任用、い

わゆる暫定再任用職に関する経過措置を定めたもの

です。 

 次、１３ページに行きまして、第５条につきまし

ては、定年退職者等の再任用に関する経過措置とし

て、条例で定める職及び年齢を規定するものです。

第６条及び第７条につきましては、定年前再任用短

時間勤務職員の任用に関する条例で定める職及び年

齢を規定するものでございます。 

 １４ページをお開きいただきたいと思います。  

第８条以降につきましては、制度の完全移行となる

令和１３年３月３１日までの経過措置をそれぞれ定

めたものでございます。 

 以上で、議案第１０号地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 御質疑ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 質問ではないんだけれど

も、これ資料にページ数が入ってませんよね。 

○議長（村上和子君） ページ数入っていない。差

し替えさせてもらったのに……。 

○４番（中瀬 実君） 差し替えのほうに入ってい

るの。 

○議長（村上和子君） 差し替えのには、ページ数

が入っているようです。 

○４番（中瀬 実君） 以上です。 

○議長（村上和子君） 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

は、原案のとおり可決いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１１号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１１号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 今回は、仮設建築物の建築許可に関わる建築基準

法及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

に関わる建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律の改正に伴い、引用の条項を変更するもので

あります。 

 改正内容といたしまして、１点目は、建築基準法

第８５条からの引用を第５項から第６項へ変更する

ものです。 

 ２点目は、建築物のエネルギー消費性能向上に関
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する法律第２９条から３１条及び第３６条からの引

用を第３４条から３６条及び４１条へ変更するもの

であります。 

 議案第１１号を御覧ください。 

 議案第１１号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、４５の項におきまして、建築基準法第８

５条からの引用を第５項から第６項へ変更するもの

です。 

 別表中、６１から６３の項におきまして建築物の

エネルギー消費性能向上に関する法律第２９条から

第３１条及び第３６条からの引用を第３４条から第

３６条及び第４１条へ変更するものです。 

 以上、別表の概要説明といたします。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上で、議案第１１号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決いただけますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 議案第１２号

南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｒ３国債)

請負契約の変更についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号南部地区土砂流出対策工事

(ベベルイ川)(Ｒ３国債)請負契約の変更についての

内容につきまして御説明申し上げます。 

 本工事は、令和４年２月１４日に議決をいただき

まして、工期を令和５年１月３１日までとし、株式

会社アラタ工業により施工したところ、現場におき

まして不符号があったことから、設計変更を行った

ものであります。 

 設計変更の主な要因といたしまして、１点目は、

災害復旧工の法覆護岸工について、小型連節ブロッ

クが数量生産の結果により減少したため、減額に

なったことであります。 

 ２点目は、工事用道路の補修用の砂利の費用を計

上していましたが、工事開始後のぬかるみや不陸が

少なかったことから減額となったところでございま

す。 

 ３点目は、構造物等の取り壊しによる発生するコ

ンクリート殻及び吸い出し防止材、金物等の廃棄物

につきまして、出来形に基づき精査したことから、

増額になったところでございます。 

 ４点目は、渓流保全工の法面仕上げについて、現

地調査時より地形の変更が生じたことから、実績に

基づき数量精査の結果、減額になったことでありま

す。 

 ５点目は、施工区域内の伐採費用の増額と、それ

に伴う産業廃棄物処理費の増額になったことであり

ます。 

 以上、変更要因５点につきまして、北海道防衛局

に委託事業設計計画書を提出し、令和４年１１月２

８日付で４７３万円を増額する承認をいただいたと

ころでございます。 

 それでは、以下、議案を朗読し、御説明申し上げ

ます。 

 議案第１２号を御覧ください。 

 議案第１２号南部地区土砂流出対策工事(ベベル

イ川)(Ｒ３国債)請負契約の変更について。 

 南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｒ３国

債)請負契約の締結(令和４年２月１４日議決を経た

議案第２号に係るもの)を次により変更するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

 記。 

 変更事項。契約金額(変更前)１億５,６８０万５,

０００円。(変更後)１億６,１５３万５,０００円。 

 以上で、議案第１２号南部地区土砂流出対策工事

(ベベルイ川)(Ｒ３国債)請負契約の変更についての

御説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決いただけますよう

お願い申し上げます。 
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○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号南部地区土砂流出対策工事

(ベベルイ川)(Ｒ３国債)請負契約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は２時４０分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時２９分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１６ 発議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ただいま上程いただきまし

た発議案第１号議員派遣について、趣旨を御説明申

し上げます。 

 本件は、上富良野町議会運営に関する先例に基づ

き、１点目は、上富良野町議会における災害発生時

の対応要領に基づく災害対応活動及び訓練活動、２

点目は、議会懇談会、３点目は、富良野沿線市町村

議会議員研修会について、以上３点を本定例会で上

程するものであります。 

 それでは、以下、議案の朗読をもって、御説明申

し上げます。 

 発議案第１号、議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、上富良野町議会会議規則

第１４条第２項の規定により提出いたします。 

 令和４年１２月１４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一。同じ

く、上富良野町議会議員、佐藤大輔。 

 裏を御覧ください。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

記。 

 １、上富良野町議会における災害発生時の対応要

領に基づく災害対応活動及び訓練活動。 

 （１）目的。上富良野町において火山噴火、地

震、大雨その他の事象による災害発生時及び訓練活

動に上富良野町災害対策本部との連携を図り、被害

の拡大防止及び災害の復旧に寄与するため。 

 （２）派遣場所。上富良野町内。 

 （３）期間。令和５年１月１日から令和５年８月

２４日の任期までの間の上富良野町議会災害対策本

部支援本部の設置から解散まで及び訓練活動。 

 （４）派遣議員。全議員１３名。 

 ２、議会懇談会。 

 （１）目的。議会の監視機能や政策提言活動など

の議会活動について町民や団体と直接意見交換する

ため。 

 （２）派遣場所。上富良野町内。 

 （３）期間。令和５年１月１日から令和５年８月

２４日の任期までの間で議長が別に定める。 

 （４）派遣議員。全議員１３名。 

 ３、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

（１）目的。分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 （２）派遣場所。中富良野町。 

 （３）期間。令和４年１２月２０日、１日間。 

 （４）派遣議員。全議員１３名であります。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原案
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のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第１７ 発議案第２号

物価高における農畜産物の適正な価格形成と農業経

営の存続に向けた需給改善対策等の強化に関する意

見についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいま上程いただきまし

た発議案第２号物価高における農畜産物の適正な価

格形成と農業経営の存続に向けた需給改善対策等の

強化に関する意見についての趣旨を御説明申し上げ

ます。 

 本件は、令和４年１１月２９日に上富良野町農民

連盟から当該意見書の採択と提出の要望書を受理

し、意見書議決を要請されたことから、議会運営委

員会において所管である総務産建常任委員会に付託

され、１２月６日の委員会で慎重審議いたしまし

た。 

 委員会においては、政府は物価上昇に係る農業者

等への負担軽減策を講じているが、コスト高を十分

に補塡しきれず、経費上昇分が農畜産物の販売価格

にも反映されていないこと、また長引くコロナ禍で

農畜産物の在庫滞留が続いており、特に酪農におい

ては、牛乳・乳製品の需要減退による需給緩和が深

刻化し、経営環境は日々厳しさを増していること、

そして、このため、生産者は、今後の営農が見通せ

ず、国民の命の源である食料の生産に支障を来すお

それがあることから、自国の食料を生産・消費する

という食料安全保障の視点に立ち、農業経営の安定

に向けた農畜産物の消費拡大対策等の強化が不可欠

であることから、採択すべきものとして議会運営委

員会、全員協議会での審議を経て、意見書を提出す

ることに決定いたしました。 

 それでは、以下、発議案につきましては、本文を

朗読し、意見書については記以降の要望項目の朗読

により説明といたします。 

 裏面の発議案第２号、物価高における農畜産物の

適正な価格形成と農業経営の存続に向けた需給改善

対策等の強化に関する意見について。 

 上記議案を別記のとおり、上富良野町議会会議規

則第１４条第２項の規定により提出する。 

 令和４年１２月１４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐藤大輔。 

 裏面の記以降を御覧願います。 

 １、混迷する世界情勢等に伴い、燃油や肥料、飼

料などの生産資材価格が高止まりしているなか、コ

スト高が農畜産物の取引・販売価格に反映されず、

生産現場は営農継続が危機的状況にあることから、

流通・販売業者や消費者への理解醸成を図り、経費

高騰に係る農畜産物の適正な価格形成が可能な環境

を早急に整備すること。 

 ２、コロナ禍やウクライナ情勢等で生産資材が高

騰し、農業経営が逼迫している中、特に酪農家はか

つてないほどの厳しい情勢に晒され存続の危機に瀕

していることから、牛乳乳製品等を含めた消費拡大

対策を一層強化するなど、営農継続に向けて一刻も

早く需給改善策を図るとともに、無利子等の金融対

策も併せて講じること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和４年１２月１５日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、外務大臣、農林水産大臣。 

 以上で、発議案第２号物価高における農畜産物の

適正な価格形成と農業経営の存続に向けた需給改善

対策等の強化に関する意見についての趣旨説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号物価高における農畜産物の

適正な価格形成と農業経営の存続に向けた需給改善

対策等の強化に関する意見については、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第１８ 発議案第３号

国の支援を強め、必要な介護を受けられるように制

度の改善を求める意見についてを議題といたしま



― 74 ―

す。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） ただいま上程いただきまし

た発議案第３号国の支援を強め、必要な介護を受け

られるように制度の改善を求める意見についての趣

旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和４年１１月２１日に、日本共産党上

富良野支部より当該意見書の採択と議決を要望され

たことから、議会運営委員会において所管である厚

生文教常任会に付託されましたので、１２月５日の

委員会で慎重審議いたしました。 

 介護保険法は、時代の流れに合わせて定期的に改

訂が繰り返されてきましたが、今は２０２４年度の

介護保険制度改正に向けて、２０２２年、年内には

骨格が固まる見込みとなっており、介護保険の自己

負担額を原則２割にすることや、ケアプラン作成を

有料化することなどが議論、検討され、いよいよ取

りまとめの作業に入っているものと思われます。 

 介護保険法の改正は、超高齢社会に突入している

我が国にとって制度を持続可能なものとするために

必要なことではありますが、改正のために負担が増

え、仕組みが複雑化しており、特に高齢者とその家

族に大きな影響を与えていることから、採択すべき

ものとして議会運営委員会、全員協議会での審議を

経て、意見書の提出を決定いたしました。 

 それでは、以下、発議案を朗読し、説明といたし

ます。 

 発議案第３号、国の支援を強め、必要な介護を受

けられるように制度の改善を求める意見書。 

 上記議案を別記のとおり、上富良野町議会会議規

則第１４条第２項の規定により提出する。 

 令和４年１２月１４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、佐藤大輔。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 裏面を御覧ください。 

 国の支援を強め、必要な介護を受けられるように

制度の改善を求める意見書。 

 「老々介護」の悲劇が繰り返し報道される中、実

際に家族の介護を理由とした離職も相次いでおり、

支援の強化が緊急に求められている。 

 しかし現在、２０２４年の介護保険制度改正に向

け、制度の持続性を保つ策として、経済界や財務省

の財政制度等審議会を中心に、利用料アップとサー

ビス縮減への見直し圧力が高まっている。 

 政府は年内に結論を出して、改正法案を来年の通

常国会に提出するために、社会保障審議会（功労相

の諮問機関）介護保険部会の第１００回会合を１０

月３１日に開き、見直しの論点を正式に提示した。

その内容は「要介護１、２で利用する訪問介護と通

所介護（デイサービス）を介護保険の給付から外し

て市町村の地域支援事業（総合事業）に移行する」

「利用料が２割負担となる方の対象拡大」「ケアプ

ランの有料化」など、主に利用者に更なる負担を強

いる７項目で、これらは過去の改正の議論において

反対の声が強く、提案と見送りが繰り返されてきた

ものである。 

 現在、要介護認定を受けている方のうち、介護保

険サービスの負担割合１割の方が９０％以上を占め

ているが、この度の改正では利用者負担を原則２割

とすることや、２割負担となる方の対象範囲を拡大

することが検討されている。結果「利用料が２倍に

なる」ということであるが、同額しか払えない利用

者にとっては、サービスの量の半減を迫られること

になり、利用控えが起きる可能性が高い。日々の暮

らしに折り合いを付けながら在宅サービスを利用し

てきた要介護者とその家族にとっては大打撃とな

る。 

 一方、要介護１、２で利用する訪問介護と通所介

護を介護保険の給付から外して、市町村の地域支援

事業に移行することで、場合によっては利用者の費

用負担が軽くなる可能性もある。しかし、介護報酬

の引き下げが考えられるため、介護事業所の運営が

より一層厳しいものになることが懸念される。そも

そもコロナ禍にあって、事業所内で感染が確認され

ると事業の休止、利用者の受け入れやサービス内容

の制限を余儀なくされるなど、介護事業所は既に厳

しい状況に直面している。今後、介護利用希望者は

増大することが見込まれており、献身的に高齢者の

生活を支える介護事業所に対しても支援を強化すべ

きである。 

 社会保障審議会の開催に先立ち、特別養護老人

ホームの全国団体である全国老人福祉施設協議会の

呼びかけで、全国老人保健施設協会など８団体が、

１０月２１日、連名で厚労省に要望書を提出し、

「要介護１、２の利用者には認知症の人が多く、給

付サービスがないと在宅での自立生活が難しい」と

訴えた。同月３１日には、ケアマネージャーの職能

団体である日本介護支援専門員協会など６団体が連

名で、ケアプラン有料化に反対する要望書を提出し

ている。同月３１日の審議会当日も、これらの団体

に所属する委員が制度改正に反対の意思を表明し、

「誰がどの程度の負担に耐えられるのか根拠が示さ

れていない」（認知症の人と家族の会）、「負担増

から利用控えが起こり状態悪化を招かないか懸念さ

れる」（民間介護事業推進委員会）といった意見を

述べている。 
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 制度スタート時に全国平均月額２,９１１円だっ

た第１号被保険者の保険料は、サービスの充実と利

用者の増加により、今や６,０００円を超えてい

る。そのピッチは急速に高まり、２０４０年度には

９,０００円程度に達するとの声も聞かれる。国に

おいて介護事業者と利用者の実態を捉え、国庫負担

割合を引き上げるなどの方策により、支援を強める

ことで、必要な介護受けられないという事態が起き

ないよう、制度の抜本的改善を強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和４年１２月１５日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣。 

 以上でございます。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は、御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第３号国の支援を強め、必要な介

護を受けられるように制度の改善を求める意見につ

いては、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（村上和子君） 日程第２２ 閉会中の継続

調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則

第７５条の規定により、各委員会において、別紙配

付の閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることと決定いたしました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） ここで先例の規定により、

第４回定例会に当たりまして、町長から皆様方に御

挨拶の申出がありますので、御挨拶をいただきたい

と思います。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議長の許可を得まして、年

末に当たり一言御挨拶申し上げたいと思います。 

 まずは、１２月定例会、２日間ありがとうござい

ます。お疲れさまでした。 

 今年も、あっという間に終わってしまいます。振

り返れば、北京オリンピックの後、すぐウクライナ

の問題が発生して、それから、以後ずっと連日の

ニュースばかりだったのですが、ここに来て

サッカーのワールドカップの明るいニュースもあっ

て、それで、いいことも悪いこともたくさんあった

のではないかなと。 

 我が町においては、１月にジオパークに、念願の

ジオパークに認定されて、その後、夏は去年に引き

続きライトアップを行いまして、そのほか駐屯地の

行事なんかも含めて、リモートではなくて、少しず

つ動きがあるのかなというふうに感じております。

何より大雨などの大きな災害が起きなかったこと、

去年のような干ばつが起きなかったことが何よりか

なと思っておりますが、コロナは依然収まらず、し

かもここに来て、ウクライナの問題もあると思いま

すが、物価の高騰ですとか、エネルギー価格の高騰

ということで、町民の皆さんも非常に大変かな、町

のほうもいろいろ仕事に支障を来してきておりま

す。 

 今年も終わりますが、会計年度は３月までですの

で、まだ引き続き来年、そして各事業においても、

今年、４年、５年、６年と継続していくもの、町立

病院や子どもセンター、そして映画化なんかもそう

ですが、引き続きよろしくお願いしたいと、このよ

うに考えております。 

 結びとなりますが、皆様におかれましては、すば

らしい年末を皆さんで迎えられて、よい年を迎えら

れることを心より御祈念申し上げて、私の年末の挨

拶とさせていただきたいと、このように思います。 

 今年は、大変お世話になりました。どうもありが

とうございます。 

────────────────── 

◎議 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） 第４回定例会終了に当たり

まして、私からもお礼の御挨拶をさせていただきま

す。 
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 まず、昨日から本日にかけまして、２日間にわた

り、今年最後の第４回定例会が、６人の議員の方の

一般質問、真摯なる質疑応答、報告、発議案等取り

組んでいただきまして、無事に終了することができ

ましたことを心からお礼を申し上げます。 

 １年を振り返りますと、１月２８日に懸案であり

ましたジオパークが認定され、３月予算編成、全員

一致で認定をさせていただきました。 

 他町村では、コロナ禍でありまして、一般質問を

控え、やめたり、一般質問の人数を制限したりの対

応をしておりますが、私どもの議会では、そういう

ことはしないで、毎定例会ごとに５人から６人の方

一般質問していただきました。本当に、研修も両方

の所管の委員会は、先進市行政調査を無事に、抗原

検査を全員いたしまして、コロナ禍対策をしなが

ら、無事終了できましたことが、本当に成功例のそ

れぞれの研修をしてまいりまして、これらを今後我

が町でどのように研修を生かしていくのか、これは

競い合いのことだと思っております。 

 それと、６月にうれしいニュースが飛び込んでま

いりまして、我が上富良野町議会だよりが、全道議

長会の広報のコンクールにおきまして、１３年ぶり

に入選を果たすことができまして、大変うれしい

ニュースでございました。 

 振り返りますと、なかなか本当にコロナ禍の対応

でございましたが、議会改革の開かれた議会を目指

して、より議員の高い政治倫理の確立を図り、全力

で町民の付託に答えるために、今、パワーハラスメ

ントとかいろいろな問題、ＳＮＳの問題ございます

けれども、私どもの議会では、政治倫理規定を、念

願の懸案事項でございましたが、策定することがで

きました。 

 それから、議会改革の一つといたしまして、少人

数による議員、希望する人が寄り添った懇談会をし

ようということで、希望のする人を募りましたら要

請がございまして、これも実施することができまし

た。小さい歩みかもしれませんけれども、私は一歩

前進することができたと、皆様方の御理解と感謝に

申しあげたいと思います。 

 まず、今年もコロナ対策で明け暮れた１年でもあ

りましたけれども、来年は何とかコロナ禍が弱ま

り、ウィズコロナ、アフターコロナの見据えた活動

ができますことを願いながら、また、来年は、町議

の改選がございます。町民に寄り添った施策、住民

の福祉充実に向け、頑張っていただきたいと存じま

す。 

 とりとめのない挨拶なってしまいましたですけれ

ども、町長はじめ職員の皆様、議員の皆様、どうか

御健勝でいいお年を迎えていただけますよう、簡単

でございますが、お礼の挨拶とさせていただきま

す。 

 本日は、大変どうも皆さん、お疲れさまでござい

ました。ありがとうございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和４年第４回上富良野町議会定例会

を閉会といたします。 

 お疲れさまでございました。 

午後 ３時０７分 閉会 
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